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はしがき 

 「ひたちなか市の環境に関する報告書（平成２６年度実績）」は，

ひたちなか市環境基本条例及び第２次環境基本計画に基づき，平成

２６年度における本市の環境の状況及び環境保全施策の状況を取り

まとめた年次報告書です。 
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計画の概要                                        

（１）計画の目的 

  ひたちなか市第２次環境基本計画（平成２４年５月策定）は，「ひたちなか市環境基本条例」の理念を受

け，地域の豊かな自然を後世に継承するとともに快適で住みよい環境づくりを進める。 

 

（２）計画の期間 

  計画の期間は平成２４年度（２０１２年度）から平成３２年度（２０２０年度）までとします。 

  ただし，「ひたちなか市第２次総合計画」との整合性を図るため，また個別施策の展開にあたって計画を

円滑に推進するため，施策等については，平成２７年度（２０１５年度）を中間目標とし，見直しを行い

ます。 
 

（３）計画の位置付け 

  ひたちなか市環境基本条例第８条に基づく計画であり，ひたちなか市第２次総合計画を上位計画と位置

付け，整合を図っています。また，市が定める個別の計画策定における環境の保全等に関する方向性を示

します。 
 

（４）計画の推進体制 

  計画は，生活者としての市民（民間団体を含む）を中心に，事業者，滞在者及び市が計画の主体として

それぞれの役割を分担し，協働して計画を推進します。 
 

① 市は・・・本市の環境の保全と創造を担う責任主体として，本計画に掲げる施策を総合的かつ計画的

に行います。また，率先して環境への負荷の少ない事業の実践に努めるとともに，市民及び事業者の環

境保全活動に対して支援していきます。さらに，国や他の地方公共団体はもちろん，市民や事業者など

と連携しながら，本計画に基づく環境の保全と創造のための施策を推進します。 
 

② 市民は・・・日常生活に伴う資源やエネルギーの消費，廃棄物の排出などによる環境への負荷の低減

に努めるとともに，市などが実施する環境施策に積極的に協力することが望まれます。 
 

③ 事業者は・・・その事業活動が環境に与える影響を認識し，環境への負荷の低減に努めるとともに，

市の規制及び指導を遵守し，市が実施する環境施策に積極的に協力することが望まれます。 
 

④ 滞在者は・・・通学・通勤，出張や観光旅行などで本市に滞在する人は，「市民の役割」に準じて環境

への負荷の低減に努めることが望まれます。 
 

⑤ ひたちなか市の環境を良くする会は・・・市民，団体，事業者及び市が互いに協力し，計画を具体的

に進め，より多くの市民や事業者が身近な自然や環境を大切にする心を育むとともに，環境保全行動の

定着を促進します。 
 

（5）前計画の施策の検証 

前計画の施策については概ね達成しておりますが，新計画においても目指す環境像実現のためには更な

る施策の推進が必要と考えられるため，継続して取り組んでいきます。 
 

（6）新たな取組 

新たな取組として，低炭素社会，循環型社会の実現を進めるため「資源循環型の促進」，生物多様性基本

法の制定による「生物多様性の確保」，東日本大震災による放射能問題による「福島第一原子力発電所事故

に係る対策の推進と環境放射線等の監視の継続」等を加えました。 
 

（7）目指す環境像 

本市が目指す環境像は，前計画を引き継ぎ，また「ひたちなか市第２次総合計画」の趣旨を踏まえ，次

のとおりとします。 

 

暮らしと自然が共生し，ゆとりと潤いのある自立協働都市 
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（8）環境目標 

目指す環境像を実現するためには，総合的，体系的に施策の方向性を示す必要があります。この計画で

は，目指す環境像を実現するため，次の５つの柱の下，施策を展開します。 

 

① 自然環境                                          

 １－１ 身近な自然，水辺環境を守ります 

   阿字ヶ浦の保安林や平磯白亜紀層，釜上自然環境保全地域，多良崎城跡緑地環境保全地域などの優れ

た自然環境を市民共有の財産として保全します。 

   また，市域に残る良好な斜面緑地等については，風致地区や緑の保存地区などの地域制緑地として保

全に努めます。 

  市内を流れる中丸川や下江川などの中小河川は，水と直接触れあい，子どもたちが水遊びできるよう

な親水空間として整備を推進します。海岸や浜辺などにおいても海と親しむレクリエーション等の場と

して活用し，親水性のある環境を整備・保全します。 

 

 １－２ 環境に配慮した農業を振興します 

  農地を地域の貴重な自然環境資源として捉え，また，消費者ニーズである食の安全・安心や健康志向

の高まりに対応するため，堆肥を活用した土づくりと化学肥料・化学農薬の使用低減を一体的に行う環

境保全型農業を促進します。 

地域農業を振興することは，環境資源として多面的機能を有する農地の保全につながるため，持続性

の高い農業生産方式を実践する農業者の育成支援を行っていきます。 

 

 １－３ ひたちなか地区の開発と保全の調和を図ります 

  ひたちなか地区で進められている茨城港常陸那珂港区や国営ひたち海浜公園の整備，工業団地などへ

の企業立地にあたっては，周辺環境に配慮した整備・開発を促進します。 

  また，国営ひたち海浜公園における砂丘や沢田湿地の保全と再生に向けた取組，海浜性植物の繁殖活

動やオオタカ，オオウメガサソウなどの希少な動植物の保護活動，親子自然教室やネイチャーウォーキ

ング等の環境学習など，公園で取り組まれている保全・保護活動や啓発活動を促進します｡ 

 

② 都市環境                                          

 ２－１ ゆとりや潤いのある都市景観をつくります 

  魅力的で美しいまちづくりを進めるため，都市景観ガイドラインを活用し，市民や事業者の協力のも

とに良好な都市景観を形成します。また，県条例を適正に運用し，屋外広告物や大規模建築物等の指導

に努め，地区計画や建築協定などの制度を活用し，都市景観の向上に努めます。 

 また，公共公益施設の敷地への緑化など，景観に配慮した環境整備を推進し，魅力ある都市空間を整

備します。斜面緑地や水辺地など恵まれた自然や地域の文化を伝える貴重な歴史遺産の保全に努めると

ともに，これらを貴重な景観資源として活用します｡ 

 

  2－2 花と緑に包まれた都市をつくります 

  市民と行政が一体となり市域の緑化を進め，花と緑に包まれた都市を形成するため，緑化についての

市民意識の啓発や市民団体の育成を図り，緑化推進体制を充実させます。また，学校や公園などの公共

公益施設の緑化に努め，幹線道路への街路樹の植栽等により緑のネットワークを形成します｡ 

  都市公園については，地域の特性を踏まえ，市民の意見を聞きながら自然や歴史を生かした特色ある

公園の整備を推進します。民有地や事業所内などの私的空間についても緑化を促進します｡ 

 

  2－3 歴史的文化的資源を保存し継承します 

  文化遺産の保護・保存を推進するとともに，文化財愛護活動の充実に努めるほか，文化財の活用にも

取り組みます。 

  また，郷土の民俗文化財や伝統文化の後継者を育成し，伝承に取り組みます。 

 

 2－4 暮らしのマナーやモラルの向上を図ります 

  近隣への配慮不足から起こる悪臭や騒音などの問題を改善するため，近隣に配慮した暮らしのマナー

やモラルの向上・普及に努めます。犬のふん害やごみの投捨てについても同様であり，適切な犬の飼育

方法やマナー・ルールの啓発とともに，まちをきれいにする条例の周知に努めます。 

  また，まちや観光地の環境美化を推進するため，市民や事業者と連携を図りながら清掃活動や環境美

化活動を行います。 
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③ 地球環境／循環型社会                                    

 ３－１ 地球環境を保全します 

  国は，２００９年（平成２１年）９月にニューヨークの国連気候変動サミットにおいて，我が国の温

室効果ガス排出量を２０２０年までに２５％削減することを表明しました。この削減目標達成のため，

私たち一人ひとりが温室効果ガス削減活動に率先して取り組む地球温暖化防止国民運動（チャレンジ 

２５）を地域で推進してきました。しかし，原子力発電の停止の影響により，２００５年度比３.８％に

目標を修正し，平成２６年３月より，地球温暖化対策のため，豊かな低炭素社会づくりに向けた知恵や

技術をみんなで楽しく共有し，発信していこうという気候変動キャンペーン「Fun to Share」に移行

しました。 

  また，オゾン層の破壊や酸性雨，熱帯林の伐採なども世界的な規模で着実に進行している大きな問題

です。地球規模の環境問題は，一つひとつが独立して存在する問題ではなく関連しています。これらの

問題に私たちは地域からできる取組を推進します。 

 

 ３－２ ごみを減らすため，３R（リデュース，リユース，リサイクル）を進めます 

  持続可能な資源循環型社会の構築を目指し，市民生活から事業活動に至るまで，排出されるごみを減

らすため，３Ｒを推進するとともに，効果的なごみ減量化の方策を検討し取り組んでおります。 

また，ごみを減らす取組の基盤となる人々の３Ｒに対する意識の高揚を図ります。 

 

 ３－３ 省エネルギー・省資源及び資源の有効利用を進めます 

  電気や化石燃料などのエネルギーの大量消費は，限りある資源の枯渇をもたらすだけでなく，温室効

果ガスである二酸化炭素を大量に排出しています｡こうした環境に与える負荷を低減するために，市民，

事業者そして行政がそれぞれの活動の中でできる省エネルギー・省資源及び資源の有効利用を推進しま

す。 

  また，東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響により，現在，国のエネルギ

ー政策の見直しが進められています。その中で，本市では，環境負荷の少ない太陽光，風力などの再生

可能エネルギーの普及・啓発に努めます。 

 

 ３－４ 水を大切にし，豊かな水循環を形成します 

   日常的な節水や雨水の有効利用などを推進し，豊かな水循環を形成します｡ 

  また，ひたちなか地区の開発に伴う工業用水の需要増加や農業用水などの水需要に的確に対応するた

めに，広域協調のもと，各種事業を促進し，水資源を確保します｡ 

 

 ３－５ 人や環境にやさしい交通体系を確立します 

  低公害車やアイドリングストップをはじめとしたエコドライブなどの環境に配慮した自動車利用を促

進するとともに，広域的な交通需要や市域の特性を踏まえ，総合的な交通体系を検討します。 

  また，自動車に依存しないライフスタイルへの転換を目指し，公共交通機関の充実や徒歩・自転車の

利用を促進します。 

 

④ 生活環境                                          

 ４－１ 大気環境を保全します 

  大気環境等の監視・観測体制の充実に努めます。また，法令に基づく工場や事業場への立入調査を実

施し，規制基準の遵守，公害防止施設の適切な維持管理などについて確認するとともに，必要に応じ指

導等を行います。 

 

 ４－２ 水環境を保全します 

  公共用水域の水質保全のため，公共下水道事業，農業集落排水事業や合併処理浄化槽の設置について，

地域の実情に応じた整備・普及を図ります。また，公共用水域や地下水の監視・観測，工場や事業場排

水の監視を実施するとともに，生活排水対策や産業排水対策，農業排水による汚濁負荷の低減などを推

進し，公共用水域の水質維持・向上に努めます。 

  公共下水道については，平成２３年度から平成２７年度を目標年次とした「下水道整備実施５ヵ年計

画（汚水）」に基づき，計画的な管きょの整備を進め，生活環境の向上と公共用水域の水質保全に努めま

す。 

 ４－３ 騒音・振動・悪臭防止対策を進めます 

  騒音や振動，悪臭などの発生源対策，監視・指導体制の充実・強化に努めます。また，法令に基づき

発生源となり得る工場や事業場等の立入調査を実施し，規制基準の遵守，及び公害防止施設の適切な維

持管理などについて確認するとともに，必要に応じ指導等を行います。 
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 ４－４ 土壌・地盤環境を保全します 

  有害物質の蓄積を未然に防止するとともに，土壌の監視・観測を行い，土壌環境を保全します。 

また，工場立地や開発行為などに際し，地下水の過剰な汲み上げの防止，透水性舗装や雨水浸透槽の

設置などを事業者に働きかけ，雨水の地下浸透を促進し，地盤沈下を未然に防止します。 

 

 ４－５ 有害化学物質等から健康を守ります 

  化学物質は，その利便性から私たちの日常生活や事業活動に幅広く利用されています。 

これら化学物質の中には，自然的には分解しにくいばかりか，生物の体内に蓄積されやすく，人の健

康や自然の生態系に大きな影響を与える心配があります。また，現在は原則，製造・使用が禁止されて

いるアスベスト（石綿）は科学的に安定で変形しにくいため，建築材料をはじめ，様々な製品に使用さ

れてきました。一方，その繊維はきわめて細かく，軽いため飛散しやすく，人が吸入すると肺がんや悪

性中皮種などの原因となることから，アスベストによる人への健康被害が大きな社会問題となりました。 

  化学物質の中には，人体への影響が解明されていないものがありますが，環境ホルモン（内分泌撹乱

化学物質），ダイオキシン類などの有害化学物質やアスベストについて市民や事業者への的確な情報提供

を行うとともに，その使用・管理・処分の適正化を図り，市民の健康を守ります。 

 

 ４－６ 公害防止・環境管理体制を整備します 

  快適で安全な生活環境の確保と市民の健康を守るため，環境関係法令・条例の厳正な運用，必要に応

じた公害防止協定の締結・進行管理や事業者への指導・啓発などにより，公害を未然に防止します。市

は一事業者として，「ひたちなか市第２次エコオフィス計画」の推進により継続的な環境改善を図ります。 

  また，市内の中小企業等に対しては，商工会議所等と連携し研修や情報の提供などの公害防止，環境

保全の取組を支援する体制を整備するとともに，環境マネジメントシステムの構築を促進します。 

 

 ４－７ 福島第一原子力発電所事故に係る対策の推進と環境放射線等の監視を継続します 

  福島第一原子力発電所の事故に伴い放射性物質が施設外部に放出され拡散したことにより，空間放射

線量が平常時より高い値を示すなど，市民生活に不安を与えている状況にあります。 

このため，小中学校や幼稚園，保育所，公園等の子どもが集まる施設における空間放射線量の測定を

継続するとともに，これらの施設を除染実施計画に位置付け除染対策等を行います。 

また，本市域は，周辺に数多くの原子力施設が立地する地域であることから，原子力施設周辺の環境

保全を図るとともに，住民の安全と健康を確保するため，茨城県東海地区環境放射線監視委員会に参画

し，国，県，原子力事業者が実施する監視・測定結果の評価・検討を行います。 

 

⑤ パートナーシップ                                      

 ５－１ 環境情報の収集・提供体制を整備します 

  環境に関する一般的な情報から地域的な情報までの収集や蓄積を図るとともに，誰もが利用できる情

報として整理し提供に努めます。また，シンポジウムや研修などの情報発信イベントを開催し，積極的

に情報提供に努めます｡ 

 

 ５－２ 環境教育・環境学習の推進と人材育成を図ります 

  すべての市民が環境保全活動を行う意欲を増進するため，環境の保全に理解を深める手段として，あ

らゆる機会を通じ環境教育・環境学習を推進する必要があります。このため，本市の自然的社会的条件

を踏まえた環境教育の推進方針「ひたちなか市環境学習推進計画」を運用するとともに，地域や職場で

のリーダーや啓発者となる人材の育成に努めます。 

 

 ５－３ パートナーシップによる環境保全活動を推進します 

  現在の環境問題は，いろいろな原因が複雑に関係し合って引き起こされており，解決していくために

は，市民，事業者，市（行政）が連携し，それぞれの役割を適切に分担して協力する緊密なパートナー

シップを図り環境保全活動を推進していきます。 

また，各主体が連携するひたちなか市の環境を良くする会に多くの参加を募り，積極的に取組を推進

します。 
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釜上自然環境保全地域 

多良崎城跡緑地環境保全地域 

本章では，第２次環境基本計画で定めた施策の実施状況等について，計画で定めた施策体系に従い，その

代表的な調査結果や施策等について整理しました。 

１．自然環境                                   

１－１ 身近な自然，水辺環境を守ります                          

（１）良好な緑地の保全 

① 自然環境保全地域及び緑地環境保全地域の指定状況 

茨城県では，優れた天然林や市街地の周辺地域にある樹林地等で良好な自然環境を形成している地域の

保全を図り，県民の健康で文化的な生活の確保に寄与するため「茨城県自然環境保全条例」に基づき，自

然環境保全地域及び緑地環境保全地域を指定しています。 

本市では，釜上自然環境保全地域と多良崎城跡緑地環境保全地域が指定を受けています。 
  

●釜上自然環境保全地域 

本地域は，海岸から約４ｋｍ内陸へ入った海抜約３０ｍの小高く

突き出した台地で，海退の結果地盤が隆起してできたものです。内

陸部に位置するところで広範囲に亘って地質が崖状に露呈している。

このような概観は全国的に稀で，学術的に貴重な地域です。 

また，地質的に保水力を有しており，海岸近くで生育するのは難

しいといわれているイワタバコがあり，希少なラセイタソウも生育

しています。さらに，タブノキ及びヒイラギが大木となって多数生

育しています。 
樹林の構成は，神社付近のタブノキを主とする暖地性常緑樹と台

地のアカマツ，クロマツの針葉樹及び林縁部のクヌギ，コナラなど

からなっています。茨城県が植物分布の北限となっているタブノキ

やヒイラギが大木となって多数生育しているところは，この地域以北には見られません。このため，昭和

５４年１２月に「地形，地質の特異性のある区域」「植物の自生地」として民有地６.９７ha が指定を受け

ています。 

 
●多良崎城跡緑地環境保全地域 

本地域は，那珂台地東部に位置し，水田に囲まれた台地に所在す

る山林内に鎌倉時代末期から南北朝時代に築城されたといわれる多

良崎城の跡を中心とした区域です。 

森林の構成は，コナラ，アカシデ，クリ等の二次林からなり，林

床にはキキョウ，リンドウ，オミナエシ，タムラソウなどが成育し，

自然状態が保たれています。また，猛禽類や渡り鳥も確認されるな

ど，良好な自然環境を形成しています。このため，昭和６１年３月

に「歴史的，文化的，社会的資産と一体となって良好な自然環境を

形成している土地」として，１２.９１ha が指定を受けています。指

定当時は民有地でしたが，平成１５年１２月に市に寄付され，市有

地となっています。 

 

② 風致地区の指定状況 

風致地区は，樹林地や水辺地等の良好な自然環境を維持し，緑豊かな潤いのある快適な都市環境の創出

と良好な都市景観の形成を図るための地区で，平成１１年度から１０地区３３０.９ha を指定し，自然環

境の保護に努めています。 
 

表 風致地区指定状況 

風致地区の名称 指定年月日 面 積 

津田市毛風致地区 平成１１年１１月２２日 １２.１ha 

市毛堀口武田風致地区 平成１１年１１月２２日 ９.２ha 

勝倉金上三反田風致地区 平成１１年１１月２２日 ２０.９ha 

三反田美田多風致地区 平成１３年 １月１１日 ２１.１ha 

大平柳沢風致地区 平成１３年 １月１１日 ２５.８ha 

馬渡風致地区 平成１３年１１月２９日 ５７.８ha 

第２章 施策の実施状況       
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風致地区の名称 指定年月日 面 積 

平磯北風致地区 平成１４年１０月１７日 １２.０ha 

部田野新堤風致地区 平成１４年１０月１７日 ４２.０ha 

高野風致地区 平成１６年 １月２２日 ８８.０ha 

佐和稲田風致地区 平成１７年１１月１７日 ４２.０ha 

計 １０地区 ３３０.９ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 緑の保存地区の指定状況 

  緑の保存地区とは，緑の保存と緑化の推進条例に基づき，市域の良好な環境を形成している樹林地や水

辺地等であって，市民の保健休養上または都市景観上保全することが必要と認められる区域で指定された

地区です。 

  本市では，風致地区内の緑地等を指定しています。平成２６年度は１０地区，７２９人の所有者に助成

しました。 

 

表 緑の保存地区指定状況 

地 区 名 指定年月日 面 積 

津田市毛 平成１１年１１月２２日 ５.３ha 

市毛堀口武田 平成１１年１１月２２日 ４.８ha 

勝倉金上三反田 平成１１年１１月２２日 １４.４ha 

三反田美田多 平成１３年 １月１１日 １４.４ha 

大平柳沢 平成１３年 １月１１日 １７.８ha 

馬渡 平成１３年１１月２９日 ３３.１ha 

平磯北 平成１４年１０月１７日 ４.１ha 

部田野新堤 平成１４年１０月１７日 １９.９ha 

高野 平成１６年 １月２２日 ６２.５ha 

佐和稲田 平成１７年１１月１７日 ３２.１ha 

計 １０地区 ２０８.４ha 

 

④ 保存樹木の指定状況 

名木，古木などの貴重な樹木について，緑の保存と

緑化の推進条例に基づき，保存樹木として指定してい

ます。平成２６年度は右図に示すとおり５０本を指定

しています。 

 （第５８号については，４本の指定樹木があります。） 

 平成２６年度は指定樹木のうち，４８本の所有者に

助成しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

勝倉金上三反田風致地区 高野風致地区 

図 保存樹木指定状況 
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⑤ 自然公園の指定状況 

  自然公園は，優れた自然の風景地を保護するとともに，快適な利用のた

めの必要な施設を整備し，国民の保健，休養及び教化に役立てることを目

的として指定されています。本市では，大洗県立自然公園２,５４３ha の

一部として，平磯から阿字ヶ浦に至る海岸線を中心に６１ha の指定がさ

れています。 

  この海岸線には，中生代白亜紀層の奇岩が連続するなど，貴重な景勝地

帯や海水浴場，潮干狩に適した海岸があり，憩いの場所となっています。 

 

（2）水辺空間の保全 

 ① 河川の浄化や生物の生育環境に配慮した河川整備 

  一級河川大川の河川改修においては，生物の生育環境に配慮した計画に基づいて整備を進めており，市

民協働事業としての河川除草を行いました。 

 

 ② 水辺の楽校の管理 

  準用河川下江川の水辺の楽校を含めて，全体除草を市民協働事業と併せて行いました。 

 

 ③ 親水性中央公園整備 

  一級河川中丸川の早期整備完成を茨城県へ要望するとともに，親水性中央公園の詳細設計を行いました。 

 

 ④ 漁港環境の美化 

  本市及び県が補助している「漁港をきれいにする会」が漁港周辺の清掃を行っています。平成２６年度

は２４回清掃を行いました。 

  

 ⑤ 阿字ヶ浦海岸及び磯崎漁港海岸の保全 

阿字ヶ浦海岸については，茨城県などにおいて養浜工事（砂の移動）や汀線測量などの調査を行いまし

た。また，磯崎漁港海岸については，茨城県で磯場等に堆積している砂礫の状況及び生物環境の調査や藻

場試験礁において，アラメ個体の成長過程などの調査を行いました。 

 

（3）生物多様性の確保 

ビオトープアドバイザーの砂押一成氏を中心として，生き物が関わ 

り合いながら生きていることを学び，自然の大切さを体感するための 

活動を行いました。平成２６年度は小学校や自治会，育成会において， 

ホタルの学習会や鑑賞会などを年５回行い，自然の大切さを学びまし 

た。 

 

 

 

 

１－２ 環境に配慮した農業を振興します                          

（1）環境保全型農業の推進 

① ひたちなか市環境保全型農業推進方針の推進 

環境保全と生産性の維持向上が調和し，環境への負荷軽減に配慮した農

業を目指すため，ひたちなか市環境保全型農業推進方針が策定されました。

この推進方針を基に，地域における実践的な取組を進め，環境にやさしい

農業の構築を目指しています。 

また，平成１５年度より，収穫を見込まない規格外麦の種子を希望農家

に配布して，畑に蒔いてもらうことで，減農薬のための土壌改良と，近隣

住民の土埃による被害の軽減に努めています。平成２６年度は，規格外麦

種子を７０ｔ配布しました。 

 

 ② エコファーマーの認定の支援 

近年，化学肥料・化学農薬の多用により生じる環境汚染や農地力低下が大きな問題となっています。そ

のため，環境に配慮しつつ農地の生産力を維持増進する農業を行う意義が非常に高まっています。 

このような環境と調和のとれた農業の実践を目指して「持続性の高い農業生産方式」の導入計画を作成

ホタルの学習会の様子 

中世代白亜紀層 

市内の農地 



  

- 8 - 

 

し，県知事の認定を受けた農業者を「エコファーマー」と呼びます。 

持続性の高い農業生産方式とは，①土づくり，②化学肥料低減，③化学合成農薬低減の３つの技術に一

体的に取り組む生産方式です。市内では，平成２６年度までに合計７４人がエコファーマーとして認定さ

れています。 

 

（2）地場農業の振興 

 ① 地域農業の促進 

農業への関心を深めてもらい，地域農業の持続的な発展を促進するため，産業交流フェア（認定農業者

の会，農業後継者クラブ）・ほしいも品評会を開催しました。 

 

 ② 学校給食等への地産地消の取組 

市内保育所においては，バインベリーやほしいもなど地元産の食材を取り入れた給食を実施しており，

小・中学校では地域農産物，２４品目を使用しました。 

 

（3）農地保全の推進 

 ① 優良農地の保全及び整備 

農業振興地域整備計画に基づき，優良農地の保全及び整備に努めています。平成２６年度の優良農地の

指定面積は１,３５６.２２ha になりました。 

   

 ② 農業体験 

中根小学校などでは，近所の田畑を借用して，サツマイモや野菜などの栽培体験を行いました。 

 

（4）農業集落地域の環境整備 

生活排水対策など，農業集落地域の環境整備に努め，平成２６年度は接続率９４.２％になりました。 

 

（5）保安林や森林整備計画対象民有地の保全 

保安林及び森林整備計画対象民有林は，環境・景観資源として水源かん養や潮風害防止などの公益機能

として役割が高いことから，松くい虫対策として，被害を受けた松に対し薬剤による衛生伐倒を実施し，

松くい虫の拡散防止に努めました。 
 

１－３ ひたちなか地区の開発と保全の調和を図ります                    

（1）ひたちなか地区の開発と環境保全との調和 

 ① 港湾建設に伴う環境の監視 

  茨城県において，阿字ヶ浦海岸の変化等を調査するため，毎年汀線測量を行っています。 

  また，事業者と国，県，東海村，ひたちなか市で構成する常陸那珂港環境連絡協議会により，報告，評

価を行っています。 

 

 ② ひたちなか地区施設内における緑化推進等 

常陸那珂工業団地進出企業においては，緑地の確保・維持管理や駐車場を透水性舗装することなどにつ

いての環境景観協定を茨城県と締結しています。 

また，ひたちなか地区西部地区の地区計画で，面積１,０００㎡を超える駐車場については透水性舗装に

することや緑地の確保について定めています。 

 

 ③ ひたちなか地区における公害防止協定 

常陸那珂火力発電所との公害防止協定に基づき進行管理を行っています。また，ひたちなか地区に立地

する工場等に公害防止協定の締結を働きかけています。 

 

（2）湿地，砂丘環境の保全と活用の促進 

 ① 国営ひたち海浜公園内に残る砂丘の状況 

  かつて砂丘は，全国に分布していましたが，その多くは埋め立てや市街化，あるいは後背の農地や集落

を守るための海岸林造成等によって自然の状態が失われています。このような中で，公園に残る砂丘は自

然の状態で残る稀少な存在となっています。 

この砂丘は，鳥取砂丘などにみられるように汀線に平行して形成される並列砂丘とは異なり，縦列状に

形成されていることが特徴です。 
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沢田湧水地調査の様子 

公園内に残る砂丘 

② 砂丘の保全 

  公園区域内の砂丘は，開発の影響などによる砂の供給の減少により砂

の移動がしにくくなり，砂丘景観や海浜植生に大きな影響が出ています。

全国でも貴重な砂丘を保全していくためには，鳥取砂丘の復元に見られ

るように地域と連携して長期にわたる取組が必要です。 

  現在，砂丘はチガヤ等が繁茂し，草地化が進行しています。マツの実

生も多く発生しており，放置すると砂丘は松林へと変化してしまいます。

また，コマツヨイグサやオオフタバムグラなどの外来植物が侵入し在来

の植物を被圧しています。砂丘には，絶滅危惧種ＩＡ類に指定されている

ハナタカザオのほか，イヌハギ，ハマカキラン，ハマボウフウなど，稀

少な植物やハマスズなどの貴重な昆虫が成育しています。 

現在，公園職員によるマツの実生の除去，ボランティアによる外来植

物の除去等が行われていますが，開発による影響は大きく砂丘の保全は

非常に困難な状況となっています。 

 

③ 生物多様性に配慮した自生植物の保護・繁殖 

公園区域内の砂丘部では，砂丘の環境が急速に変化しており，海浜性

植物の生育が危ぶまれています。アカマツ林も，人手が入らないためコ

ナラなどへの遷移が進み，アズマネザサが繁茂し，林床植物が衰退しています。 

砂丘，手入れされたアカマツ林，手入れされたコナラ林などの多様な生態系を維持することによって，

本公園の生物多様性は維持されていきます。 

また，希少な植物だけでなく，花が美しいなど，公園としても楽しめる植物の保護育成を図るため，自

生種の中から有用植物を選定し圃場で繁殖を行っており，自生個体を傷めないよう種子による増殖に取り

組んでいます。種子は公園内の自然性の高いエリアから採取し，種の保全だけでなく，遺伝子を含めた多

様性の保全に努めています。また，ひたちなか地域の遺伝子を有する野草による修景の実現に向けて，様々

な取組を行いました。 

なお，これらの活動は，パークパートナーや公園利用者が参加するプログラムとして行いました。これ

は，本公園の自然環境の希少性，多様性を市民の方々に理解して頂く良い機会になっています。 

 

④ 沢田湧水地及び湿地の保全 

沢田湿地は，砂丘では珍しい谷津が形成されています。また，貴重な

動植物も多く生息しています。しかし，周辺開発の進展に伴い地下水位

が低下するなど，次第に変化しています。 

その環境変化に対応し，貴重な生態系の安定した保全を図っていくた

め，湿地の保全・復元のための調査を行うほか，池の補修，外来種の除

去などの環境管理を行っています。 

沢田湧水エリアには，平成２７年３月に沢田湧水ネイチャーハウスが

オープンし，公園内の希少な動・植物を紹介し，ガイドツアーなどの環境

プログラムを行っています。 

 

⑤ 貴重な動植物の保護 

公園内の樹林地には，コケ類，ラン類など特有の環境条件に適応した植物が数多く生育しています。ま

た，樹林地などは鳥類の繁殖場所として利用され，公園内外でオオタカも確認されており，これらの保護

を図っていきます。公園内で見られる貴重な植物オオウメガサソウについては，全園的な調査を実施し，

分布状況を把握するほか，オオタカ，コアジサシ，カワラハンミョウなどの貴重な生物の生息環境を保護

エリアとして定めるなど保全を図っていきます。 

 

⑥ 環境学習・体験型学習への取組 

●フィールドとしての活用 

公園内に残された砂丘や樹林には，砂丘特有の雄大な景観やアカマツ海岸林，そこに生息する動植物な

どの多様な自然が豊富に残されています。今後これらの砂丘や樹林環境を保全・育成しつつ，利用者が公

園の豊かな自然環境にふれ，楽しく学習，体験できる観察施設の整備や体験学習プログラムなどによる活

用を進めていきます。 

 

砂丘植生 
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●自然体験学習会の実施 

公園内では，ひたちなか自然の森，沢田湿地，砂丘エリアを活用し，専門家やパークパートナーなどの

案内解説により，利用者を対象とした自然観察会「ネイチャーツアー」を行っています。６月には，「オゼ

イトトンボ」を開催し，残された貴重な生態系について学び，７月には「スカシユリ」を開催し，美しい

スカシユリやハナハタザオのような希少種を砂丘エリアで観察しました。 

 

●環境学習プログラム等の開催 

環境学習や体験のプログラムに関する多様な要望に対応するため，オーダーメイドのプログラムを企画

しています。学校や子ども会，職場のサークルなどを単位として，「このような学習をしたい，体験をした

い」という要望を受け，管理センター職員がプログラムを提案するもので，海浜公園内のみではなく出張

授業にも取り組みました。 

次代を担う子どもたちが自然や環境について，楽しく学び関心を高めることのできる場として，継続性

のあるプログラム展開を図っています。 

クラフト体験についても，あらかじめ用意された材料でクラフトするだけでなく，その木の実や枝，つ

るが自然の状態ではどうなのかなど，生態を学びつつ，材料を樹林から集めてクラフトを楽しむプログラ

ムを企画しています。 
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建築協定に基づく住宅地 

（さわ野杜住宅団地） 

まちづくり協定に基づく住宅地 

（神敷台地区） 

２．都市環境                                   

２－１ ゆとりや潤いのある都市景観をつくります                      

（1）景観に配慮したまちづくりの推進 

 ① 茨城県景観形成条例及びひたちなか市都市景観ガイドラインの適正な運用 

茨城県景観形成条例の適正な運用に努め，地区の特性や景観に配慮した設計とするよう指導を行って

います。平成２６年度は，８件の届出がありました。 

都市景観ガイドラインの周知に努め，ガイドラインを運用し，市民，事業者協働のもと，良好な景観

の形成に努めています。 

 

 ② 地区計画，建築協定の状況 

●地区計画 

地区計画とは，住民の生活に身近な地区を単位として，道路，公園などの施設の配置や建築物の建て方

などについて，地区の特性に応じてきめ細かく定めるまちづくりの計画です。 

地区計画区域内においては，それぞれの地区について，良好な都市環境の形成を図るため建築物の用途

の制限，建築物の敷地面積の最低限度，壁面の位置の制限，建築物等の高さの最高限度及び緑化を推進す

る垣または柵の構造の制限等が定められています。 

 

表 地区計画の策定状況 

地 区 名 決定（変更）告示年月日 面 積 

東部第 2 地区 平成  ８年  ９月１０日 １０６.８ha 

西古内地区 平成  ８年  ９月１０日 ２８.１ha 

高野小貫山地区 平成  ８年  ９月１０日 ２１.８ha 

津田北部地区 平成  ８年  ９月１０日 ３７.６ha 

阿字ヶ浦地区 平成１０年  ３月１９日 ８３.４ha 

武田地区 平成１２年１０月  ４日 ４８.７ha 

六ツ野地区 平成１２年１０月  ４日 １０４.９ha 

船窪地区 平成１４年１０月１７日 １８.２ha 

佐和駅東地区 平成１５年１０月１４日 ５５.２ha 

勝田駅東口南地区 平成１９年  ４月１２日 ０.９ha 

石川・青葉地区 平成１９年 ９月  ３日 ２８.２ha 

勝田駅西口地区 平成２０年 １月２２日     ４.１ha 

西十三奉行団地地区 平成２１年 ４月２４日 １３.３ha 

ひたちなか地区東部地区 
平成２５年 ７月２６日 

（変更） 
１２１.３ha 

ひたちなか地区西部地区 平成２２年 ４月３０日 １５８.６ha 

コモンステージ春日町地区 平成２５年 ３月  １日 １.２ha 

計 １６地区 ８３２.３ha 

 

 

●建築協定 

建築協定とは，一定の地域内において，住環境の改善などを図るため，関

係権利者全員の合意のもとに，建築物の敷地，構造，用途，形態，意匠など

に関する基準を建築基準法に基づき，定めるものです。 

本市では，常葉台団地とさわ野杜住宅団地の２箇所で定められています。 

 

 

●まちづくり協定 

まちづくり協定とは，法令等に基づかず，建築物や緑化等についてルール

を決定し，地域ごとに市街地等の良好な環境の保全・創出を目的とするもの

です。 

本市では，神敷台地区で定められています。 
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③ 違反広告物の撤去 

違反広告物に対して規制・取り締まりを行いました。 

月２回，違法な屋外広告物を撤去しました。また，違反広告物追放推進団体の協力も得ています。 

 

表 違反広告物の撤去件数 

年度 はり札 はり紙 立て看板 

H２２ １０９枚 １９３枚 ３１枚 

H２３ ４７枚 １９０枚 ０枚 

H２４ ９７枚 １０７枚 ０枚 

H２５ １２枚 ２４枚 １２枚 

Ｈ２６ １３３枚 ７９枚 ２６枚 

 

（2）魅力ある都市空間の整備 

 ① 街路等の緑化 

  歩道幅員の広い道路や歩行者専用道路については，四季折々の変化が楽しめる樹木や花を植栽して緑化

に努めています。平成２６年度は，青葉町内にハナミズキ７本，勝田中根線にハナミズキ１７本を植えま

した。 

 

 ② 親水空間の創出 

  平成２６年度は，中丸川改修事業に併せて計画している親水性中央公園の詳細設計を行いました。  

 

③ 中心市街地の整備 

中心市街地では，回遊性の向上及び移動の円滑化を図るため，歩道整備（Ｌ＝４９９ｍ）を実施したほ

か，表町で１箇所，金上田彦線で４箇所の段差解消工事を行いました。 

また，地区計画に沿って良好な居住環境の形成に努めるよう指導を行っています。平成２６年度は，石

川・青葉地区において２件の建築の届出がありました。 

   

2－2 花と緑に包まれた都市をつくります                         

（1）緑化推進体制の充実 

 ① 事業所等の緑化 

  事業所等の緑化について，市の定める「緑地確保基準」により，平成２６年度は，６事業所を指導し，

緑化の推進に努めました。 

 

② 緑のポスター・標語及び街かどの緑コンクールの実施 

緑のポスターと標語をとおして，緑を大切にし，緑を育む市民の意識向上を図るため，緑のポスター・

標語コンクールを行いました。平成２６年度は，ポスター２,８１２点，標語６,２２８点の応募がありまし

た。 

 

[小学生の部 最優秀賞]     [中学生の部 最優秀賞]    [市役所市民ホールにて展示] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（2）公共公益施設の緑化の推進 

 ① 花植え活動団体との協力による緑化 

平成２６年度は，３４団体で計２７,０００本の花を植えました。 
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 ② 公共公益施設の緑化 

平成２６年度は，勝田駅西ロータリーにササキツツジ８６０本を植えました。 

また，生涯学習センターや埋蔵文化財調査センターにおいて，樹木剪定や花の苗を植え，訪問者を楽し

ませる環境づくりに努めました。 

 

 ③ 道路環境の保持 

  幹線道路における植樹帯の除草や道路の路面清掃を行いました。 

 

（３）都市公園の整備 

 ① 公園緑地の整備状況 

  公園整備については，地域住民の意見を聞きながら，地域の特性や周辺環境に配慮した公園整備を図り

ます。 

平成２６年度は，既設公園のうち１５公園のフェンス，遊具等を更新しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 基幹公園の維持管理 

  平成２６年度は，公園清掃管理３４公園，樹木管理３８公園を業者委託により，維持管理を行いました。 

 

③ 地域住民と連携した地域公園の維持管理 

平成２６年度は，１９５公園を自治会，老人会，子ども会等１３７団体へ管理を委託し，清掃及び除草

を行いました。 

 

（４）私的空間の緑化の促進 

 ① 記念樹の配布 

緑豊かなまちづくりを推進するために，誕生，結婚及び新築された方を祝して，記念樹を配布していま

す。平成２６年度は９２５本の記念樹を配布しました。 

 

表 記念樹の配布状況 

年度 誕生 結婚 新築 

H２２ ハナモモ ４７７本 ハナミズキ １５０本 ライラック ２９０本 

H２３    〃   ４２２本   〃  ２２０本   〃  ２９４本 

H２４    〃   ３５３本   〃  ２０９本   〃  ３４５本 

H２５    〃   ３４５本   〃  ２００本   〃   ３６２本 

Ｈ２６    〃   ３７０本   〃  ２０５本   〃   ３５０本 

 

 ② 工場や事業所建築における緑化 

平成２６年度は，３４事業所と公害防止協定を締結し，緑化確保規定を盛り込むことで，事業所内の緑

化促進に努めました。 

また，工場や事業所等を建築（新増設）する場合は，市の定める「緑地確保基準」により緑化を進めて

います。平成２６年度は，６事業所等に「緑地確保基準」による緑化の指導を行ったほか，工場立地法届

出時に指導を１３件行いました。 
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③ 生垣設置費の助成 

生垣を設置しようとする市民に対し，その費用の一部について助成してい

ます。平成２６年度は５件の助成をしました。 

 

 

 

                      

2－3 歴史的文化的資源を保存し継承します                        

（1）文化財の調査，保護・保存の推進 

 ① 文化財の指定状況 

本市には，国指定の馬渡埴輪製作遺跡や虎塚古墳をはじめ，多くの史跡，民俗文化財，伝統芸能等の有

形・無形の文化財があります。 

表 市内指定文化財一覧（平成２６年度） 

区  分 国 県 市 計 

有形文化財 建造物   ３ ３ 

絵画     

彫刻     

工芸品  ５ ４ ９ 

書跡  １  １ 

典籍     

古文書     

考古資料  ３ ９ １２ 

歴史資料   ２ ２ 

小計  ９ １８ ２７ 

無形文化財   ２ ２ 

民俗文化財 有形   ２ ２ 

無形   ７ ７ 

小計   ９ ９ 

記念物 史跡 ２ ２ １１ １５ 

名勝   ３ ３ 

天然記念物  ３ ７ １０ 

小計 ２ ５ ２１ ２８ 

合  計 ２ １４ ５０ ６６ 

 

 ② 遺跡の発掘調査 

新規に範囲指定された遺跡などについては，市ホームページに掲載するなど周知を進め，埋蔵文化財包

蔵地内での開発工事にあたっては，事業主と密に協議を重ね，平成 26 年度は，20 件の試掘調査を行な

いました。また，新たに那波屋土蔵及び枝川仙台河岸の土蔵の調査を行いました。さらに，十五郎穴横穴

墓群について史跡範囲・内容確認のための測量調査と試掘確認調査を行いました。 

（平成２６年度） 

個人住宅等開発事業に関わる調査  試掘・確認調査２０件  

  十五郎穴横穴墓群調査       測量調査７,６００㎡ 試掘・確認調査６００㎡ 

 

③ 歴史・文化施設の管理・運営 

本市では，埋蔵文化財調査センターや武田氏館等を整備し，貴重な文化財 

を保存・公開しています。 

埋蔵文化財調査センターでは，ワンケースミュージアムなどの企画展を実

施し，集客に努めました。 

 

●埋蔵文化財調査センター 

市内の埋蔵文化財の調査研究や資料を収蔵する施設であり，多数の出

土遺物を収蔵しています。標本陳列室には旧石器時代から平安時代の考古資料や虎塚古墳石室模型を展示

しています｡県指定文化財の「乳飲み児を抱く埴輪」や「後野遺跡出土石器及び土器」など，多数展示して

います。平成２６年度の入館者数は６,７４１人でした。 

整備された生垣 

埋蔵文化財調査センター展示物 
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表 埋蔵文化財調査センターの入館者数（平成２６年度） 

一 般 団 体 合 計 開館日数 

４,０７７人 ２,６６４人 ６,７４１人 ３０６日 

 

●武田氏館 

武田地区が甲斐武田氏発祥の地であることから整備した施設であり，主

屋は主殿造り，厩・納屋が整備してあります。甲斐武田氏発祥関係資料な

どを展示しています。 

平成２６年度の入館者数は２,９９７人でした。 

 

 

           表 武田氏館の入館者数（平成２６年度） 

 

 

 

④ 文化財の公開活用 

  国指定史跡虎塚古墳の壁画を，春と秋の２期に計１６日間，一般公開しました。 

 

表 虎塚古墳壁画の観覧者数（平成２６年度） 

春 季 秋 季 合 計 公開日数 

９３９人 １,３９９人 ２,３３８人 １６日 

 

（２）文化財愛護活動の充実 

 ① 文化財愛護思想の普及 

文化財への理解を促すため，市報で「わがまちの文化財」というコラムを掲載し文化財愛護思想の普及

に努めました。 

 

 ② 文化財愛護団体への支援 

  文化財愛護協会（１５団体加盟）に対し補助金の交付や研修会等を実施し活動を支援しました。 

 

③ 文化財講座及び考古学講座等の開催 

●文化財講座の開催 

毎年２回，市内外の歴史文化財などを見学する文化財講座を行っています。平成２６年度は，5 月３０

日に文化財講座，６月１３日に水戸八景講座を開催し，各講座に３０人の方が参加しました。 

 

 ●考古学講座の開催 

  埋蔵文化財調査センターでは，毎年実施している発掘の成果を発表しています。また，学校などにそれ

ら文化財の貸出や「ひたちなか市の考古学講座」を開催しています。 

  講座は年４回開催され，毎回様々な視点から埋蔵文化財についての講義を行い，好評を得ている公開講

座です。平成２６年度は延べ１５２人の方が参加しました。 

  また，小中学生を対象とした「ふるさと考古学」を開催（７月～１２月）しました。全１２回の講座で

延べ２１４人の方が参加しました。 

 

 ●遺跡めぐりの開催 

  市内外の遺跡や博物館等を見学して，郷土の歴史に親しんでもらうことを目的として，「遺跡めぐり」を

開催しました。 

 

（３）民俗文化財・伝統文化の保存・継承 

  市民から民俗資料の寄贈を受け入れています。また，伝統文化継承事業を推進し，子どもたちの伝統文

化活動を支援するとともに，平成２７年３月１日に第５回子ども伝統文化フェスティバルを開催し，子ど

もたちに発表の機会を提供するなど，後継者の育成に努めました。 

 

大人 子ども 合計 団体数 開館日数 

２,５９１人 ４０６人 ２,９９７人 ２６団体 ３０６日 

武田氏館展示物 
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2－4 暮らしのマナーやモラルの向上を図ります                      

（1）近隣に配慮した暮らしの普及 

 ① ひたちなか市まちをきれいにする条例の普及啓発 

ごみ等の投捨て及び犬のふん害を防止し清潔な美しいまちづくりを目指すため，平成１８年３月３０日

に「ひたちなか市まちをきれいにする条例」を制定し，同年７月１日より施行しました。 

平成２６年度は，７月１日に勝田駅・佐和駅・那珂湊駅前にて携帯灰皿・ティッシュ等を，１１月２７

日，１２月５日に市内の公園などでペット用ウェットティッシュ等を配布し，条例趣旨の啓発キャンペー

ンを行いました。 

 

 ●ふん害防止の意識啓発活動 

犬のふん害を減らすよう，「ふん害防止」啓発看板を作成し，環境保全課，ヘルスケアセンター（健康推

進課）及び那珂湊支所で配布しています。平成２６年度は，４３７枚の看板を配布しました。 

  また，健康推進課では，狂犬病集団予防接種時に看板の掲示により「ふんの持ち帰り」を啓発するとと

もに，犬の新規登録時（平成２６年度新規登録数６３９頭）に飼い主に冊子「犬の正しい飼い方」を配布

したほか，１１月２日に開催した動物愛護講座において，参加者にリーフレットを配布するなど，犬の適

切な飼育方法についての啓発を行いました。 

 

 ② 空き地等適正管理条例に基づく指導 

雑草等が伸びて放置状態にある空き地等は，良好な生活環境を阻害し，ごみの不法投棄，害虫の繁殖，

交通の障害などの原因にもなるため，条例に基づいて適正管理の指導を平成２６年度は３２２件行いまし

た。また，空き地等の適正管理を目的として草刈をする方のために，平成２６年度は２１件，延べ３２台

刈払機の貸出を行いました。 

 

 ③ 空き家対策の推進 

  防災・防犯や生活環境の保全等の観点から，近隣住民及び地域に危険・迷惑を及ぼす空き家の対策とし

て，平成２５年度に総合窓口を市民活動課に設置し，平成２６年度は，空き家の実態調査や，空き家所有

者に対し，適正な空き家の管理に関する指導を行いました。 

 

（2）不法投棄（ごみの投捨てを含む）対策の推進 

 ① 不法投棄等の監視や指導体制 

市が委嘱した不法投棄監視員２１人をコミュニティ毎に配置し，不法投

棄防止の監視活動を行いました。 

 

② 不法投棄の状況 

不法投棄については，市の不法投棄監視員による通報と，一般の市民の

発見によって通報されるケースがあります。発見された案件については，

状況に応じ投棄者，土地の所有者等への指導を行い，不法投棄の抑止に努

めています。 

 

表 不法投棄の状況 

年度 市民が通報した件数 不法投棄監視員が通報した件数 

H２２ １９６箇所 ３２０箇所 

H２３ １６０箇所 ２８９箇所 

H２４  ７１箇所 ３４０箇所 

H２５ １７５箇所 ３２９箇所 

Ｈ２６ １０４箇所 ２９１箇所 

 

（３）環境美化活動の促進 

 ① 環境美化活動の実施 

  環境美化活動の日として，春と秋にコミュニティ組織を中心として自治会ごとに多くの市民の協力のも

と，清掃活動を行い，述べ３１,３１９人が参加しました。また，道路里親制度により，１６団体が環境美

化活動を行いました。 

  そのほか，花植え活動をする団体等，３４団体へ支援しました。 

  

不法投棄状況 
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② 河川クリーン運動の実施 

  ７月１３日に那珂川水系一斉クリーン運動を那珂川（枝川地区・勝倉地区・三反田地区），中丸川（中根

地区・関戸地区），本郷川，大川の７箇所で実施し，地域ボランティア等合計８３４人が参加しました。 

 

 ③ 海岸環境の保全 

  海水浴シーズンの前に観光事業者等により，阿字ヶ浦・平磯海水浴場の清掃を行いました。 

 

（４）観光マナーの普及 

  地元団体と共同で，観光施設周辺や公衆トイレの清掃や樹木の伐採や草刈などを行いました。 
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図 雨水ｐＨ及び降水量の経月変化 

３．地球環境／循環型社会                             

３－１ 地球環境を保全します                               

（1）温室効果ガスの排出抑制 

  本市では，市役所の事務･事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制を主な目的とする「ひたちなか市第２

次エコオフィス計画」を策定し，実施しています。 

同計画では，グリーン購入や省エネ・省資源活動の推進など，幅広く事務・事業活動に際しての取組や，

配慮事項を定め，温暖化対策推進員を中心に全職員が温室効果ガスの排出抑制，環境保全に率先して取り

組みました。※詳細は，「第５章 ひたちなか市第２次エコオフィス計画」に掲載しています。 

 

（２）オゾン層保護対策の推進 

  平成２６年度は，廃車した公用車１４台，空調設備更新工事にて廃棄されたエアコンからフロン等のオ

ゾン層破壊物質を回収しました。 

   

   

（３）酸性雨対策の推進 

市役所屋上において酸性雨自動分析システ

ムにより雨水中のｐＨ，導電率等の測定を行

い常時監視しています。普通の雨は，概ねｐ

Ｈが５.６ぐらいといわれています。酸性雨と

いうのは，これよりｐＨが小さい雨のことで，

これより小さくなるほど強い酸性雨というこ

とになります。平成２６年度の市役所屋上に

おけるｐＨは，概ね４.２～５.６の間で一般的

な酸性雨となりますが，環境への影響が少な

い値となっています。 

 

（４）森林（特に熱帯林）保護対策の推進 

  ひたちなか市第２次エコオフィス計画に基づき，環境に配慮した紙製品を購入しました。 

 

３－２ ごみを減らすため，３R（リデュース，リユース，リサイクル）を進めます       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 ごみ処理量の内訳（平成２６年度） 

可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 有害ごみ ごみ合計 資源回収 

５１,４７３ｔ ２,２６２ｔ ４０ｔ １１ｔ ５３,７８６ｔ ７,４５４ｔ 

  

（1）公共施設での３Ｒの推進 

  公共施設から排出されるごみについて，「ひたちなか市第２次エコオフィス計画」に基づき，３Ｒを推進

しています。庁舎内の資源ごみについては７種１３品目に分別し，処理しています。 
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（２）家庭での３Ｒの推進 

 ① ごみ出しルールの周知啓発 

「家庭ごみの正しい出し方」について，パンフレットや市報及び市ホームページにより周知を図ってい

ます。また，ごみ処理の現状や分別の考え方などについてのふれあい講座を開催しました。そのほか，ひ

たちなか・東海クリーンセンターの施設見学会を行いました。 

 

表 ふれあい講座の参加者数（平成２６年度） 

催し物 自治会数（人数） 

ふれあい講座 ８  （５００） 

 

 

表 施設見学会の参加者数（平成２６年度） 

催し物 自治会数（人数） 学校数（人数） 

ひたちなか・東海クリーンセンター見学 ５７（１,２９５） ２６（１,９９５） 

 

 ② ごみの収集 

現在，ごみの収集は，ステーション方式により，「可燃ごみ」，「不燃ごみ」，「資源物」及び「有害ごみ」

の４分別で収集しています。収集・破砕の業務は民間委託により行っています。 

可燃ごみは１８台，不燃ごみは１０台，粗大ごみの戸別回収は１台の収集車で収集しています。 

また，適正処理の推進，市民サービスの向上を図るため，平成９年５月から粗大ゴミの個別収集を行っ

ています。平成２６年度は７４７件の申込みがあり，１,６３７個４０ｔを収集しました。 

 

表 ごみ収集の状況（平成２６年度） 

区 分 収集回数 収集品目 集積所数 

可燃ごみ収集 週２回 生ごみ，木くず，プラスチック製品等 ５,０８８ 

不燃ごみ収集 月２回 陶磁器類，不透明瓶，耐熱ガラス等 ３,４７８ 

資源回収 月２回 紙類，布類，金属類，ビン類，容器包装物 ４７３ 

粗大ごみ収集 申込制 家具，家電品等（5 品目除く） － 

  

③ 生ごみの減量の促進 

生ごみの堆肥化を促進するため，平成４年度（那珂湊地域は昭和５５年度） 

から，電動処理容器，コンポスト容器及び密閉型発酵容器の購入に対し，本 

体購入価格（税抜き）の２分の１（２０,０００円を限度）を補助しています。 

平成２６年度は合計１０７件補助しました。 

 

 ④ 資源回収・牛乳パック回収の促進 

 ●自治会資源回収 

ごみの減量と資源の再利用を図るため，月２回の回収を行っています。平成２６年度は，６,１２４ｔの

回収量に対し，事業を実施している自治会に４８,９９５千円を補助しました。 

 

 ●子ども会資源回収 

子ども会を通じて，児童に資源の大切さや環境美化意識の向上・育成を図るため，平成３年度（那珂湊

地域は昭和５５年度）より資源回収に対し補助しています。平成２６年度は，７５４ｔの回収量に対し，

４,５２７千円を補助しました。 

 

 ●牛乳パック類回収 

資源の再利用を図るため，平成３年度から牛乳パック類回収に対して，図書カードと引き換えをしてい

ます。 

１,０００ｍＬの牛乳パック類を６００枚または５００ｍＬの牛乳パック類を９００枚で，５００円の図

書カードと引換をしています。平成２６年度は約４６ｔの牛乳パック類を回収しました。 

 

 ●使用済み乾電池の回収 

  資源回収や施設への自己搬入により回収しています。平成２６年度は２５ｔ回収しました。 

コンポスト容器 

 

電動処理容器 
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 ⑤ 環境に配慮した消費行動 

 ●レジ袋削減の取組 

本市では，地球温暖化防止とごみの減量，資源の有効利用など循環型社会の構築に向けた環境配慮活動

を積極的に推進するために，平成１９年１１月１５日，市内に店舗を置く「事業者８社（１９店舗）」と各

市民団体で構成する「レジ袋の削減を推進するひたちなか市民ネットワーク」及び「市」の三者で，県内

では初となる，「ひたちなか市におけるレジ袋の削減に向けた取り組みに関する協定」を締結しました。 

そして，事業者，市民団体，行政の三者が協働して２ヶ月間の周知啓発活動を繰り返し，平成２０年２

月１日から「レジ袋無料配布の中止」によるレジ袋削減の取組がスタートしました。市は当初，５年間で

レジ袋辞退率８０％を目標に掲げましたが，開始直後の辞退率が８１.５％と，わずか１ヶ月間で目標を達

成することができました。平成２６年度の平均辞退率は８６.８％で，１,３７３万枚の削減，原料の石油換

算で２５１ｋＬを節約，ＣＯ２換算で８３７ｔを削減しました。 

平成２６年度は新たに１事業所，２店舗がレジ袋の有料化実施に取り組みました。 

 

表 レジ袋の有料化を実施する事業者 

事業者（１５事業所） 取組店（３５店舗） 

いばらきコープ生活協同組合 コープひたちなか店 

㈱カスミ 勝田店／佐和店／津田店／那珂湊店／馬渡店 

㈱サンユーストアー 勝田店／堀口店／ひたちなか店 

㈱ジャパンミート ひたちなか店 

㈱セイブ 食彩館勝田店／那珂湊店 

㈱セイミヤ 馬渡店 

㈱ヨークベニマル ひたちなか店／佐和店／東大島店／田彦西店／那珂湊店／大成店 

㈱沼崎洗化 クリーニング専科表町店／市毛店／松戸町店／東石川店／東大島店

／佐和店／ミックスマックス田彦店 

自然食品の店つながるファーム つながるファーム 

㈲藤久 フジキュウ 

NPO 法人くらし協同館なかよし くらし協同館なかよし 

㈱大倉 火の玉市場足崎店 

㈱カワチ薬品 ひたちなか店／佐和店 

㈱コヤマ薬局 津田店 

㈱マルト 佐和店／ＳＣ春日店 

 

 ●廃食用油の回収 

廃食用油の回収による可燃ごみの削減，資源の有効活用，環境意識の啓発を目的に，回収した廃食用油

をバイオディーゼル燃料化し，ごみ収集車や公用車等６台への燃料として活用して，循環型社会の構築を

目指しています。平成２６年度は，２９,９３３Ｌを回収しました。 

 

（３）事業所での３Ｒ，廃棄物適正処理等の推進 

市報，市ホームページ及びふれあい講座等をとおして，事業者の３Ｒに対する意識や事業所から排出さ

れる廃棄物の適正な処理・処分について啓発，指導をしました。 

 

（４）学校等における教育の充実 

ひたちなか・東海クリーンセンターで小学４年生の環境学習の見学を受け入れるとともに，学校では，

社会，理科，家庭科等の学習をとおして，３Ｒに対する意識の高揚を図りました。 

 

３－３ 省エネルギー・省資源及び資源の有効利用を進めます                 

（1）省エネルギー・省資源施策の率先実行 

 ① ひたちなか市第２次エコオフィス計画の推進 

  市自らが地域の一事業者の立場として，「ひたちなか市第２次エコオフィス計画」（平成２５年６月策定）

に基づいて庁内の省エネルギー化や職員の省エネルギー活動を推進しています。 

 

 ② クールビズの実施 

省エネルギー及びエネルギーの有効利用を進めるため，平成２６年５月１２日から１０月１７日におい

て，暑さをしのぎやすくするための服装の軽装化（クールビズ）を行いました。原則として全職員を対象



  

- 21 - 

 

に，暑さをしのぎやすい省エネ服装を励行しました。 

庁舎内等に張り紙をし，この取組を市民及び来庁者の方に周知しました。 

 

 ③ 太陽光発電システムの導入 

平成１７年度に佐野小学校へ太陽光発電システムを導入して以降，市内の小中学校,福祉避難施設等に整

備を進めています。 

平成２６年度には田彦小学校，那珂湊第一小学校，那珂湊中学校,那珂

湊保健相談センターにそれぞれ最大出力１０ｋＷ，第３分庁舎屋根に最

大出力８０ｋＷの太陽光発電システムを導入しました。現在，本市にお

ける公共施設の太陽光発電設備最大出力は２５０ｋＷになりました。 

 

 

 

            表 太陽光発電システム導入小中学校 

年度 学校名 太陽光発電 蓄電池 

H１７ 佐野小学校 ２０ｋｗ － 

H２１ 那珂湊第二小学校 １０ｋｗ － 

H２５ 大島中学校 １０ｋｗ １５ｋｗｈ 

H２６ 

田彦小学校 １０ｋｗ １５ｋｗｈ 

那珂湊第一小学校 １０ｋｗ １５ｋｗｈ 

那珂湊中学校 １０ｋｗ １５ｋｗｈ 

 

表 太陽光発電システム導入福祉避難施設 

年度 施設名 太陽光発電 蓄電池 

H２５ 

総合福祉センター １０ｋｗ １０ｋｗｈ 

しあわせプラザ １０ｋｗ １０ｋｗｈ 

老人福祉センター高場荘 １０ｋｗ １０ｋｗｈ 

金上ふれあいセンター １０ｋｗ １０ｋｗｈ 

H２６ 那珂湊保健相談センター １０ｋｗ １０ｋｗｈ 

 

表 太陽光発電システム導入その他施設 

年度 施設名 太陽光発電 蓄電池 

H２５ 地方公設卸売市場 ５０ｋｗ － 

H２６ 第３分庁舎 ８０ｋｗ － 

 

 ④ 環境に優しい機器の導入 

  本市では，施設の修繕時において，蛍光灯に使用する高効率の安定器を導入することで，消費電力を削

減しています。平成２６年度は，本庁舎敷地内の外灯７台，誘導灯２台，耐震化工事を伴った小中学校，

文化会館の大小ホールホワイエのシャンデリア，コミュニティ棟廊下，レストラン内の電球をＬＥＤ化す

るなど環境に優しい省エネ型照明機器を導入，また，空調設備更新工事に伴い，省エネ型空調機器を導入

しました。 

  また,県の１０／１０補助を受け，福祉避難所６施設に災害時の避難誘導用として，日没から日昇まで点

灯するソーラー照明灯２２組を設置しました。 

  

⑤ ひたちなか・東海クリーンセンターにおける熱回収発電及び余剰電力の売電 

 ひたちなか・東海クリーンセンターでは，燃やせるごみを焼却した際に発生する熱を回収し，蒸気ター

ビンによる発電を行っています。そこで得た電力は，センター内で使用するほか，余剰電力は電力会社に

売電を行っています。平成２６年度は２９,７９７MWh の発電量があり，１５,９０１MWｈを売電しまし

た。 

 

（2）省エネルギー・省資源推進のための意識啓発・知識の普及 

公共施設等において，省エネルギー・省資源に関するポスターの掲示やチラシの配布を行い，意識啓発

や知識の普及に努めました。 

学校では，理科の学習で，LED，蛍光灯，白熱球の消費電力の違いを体験できる教材を活用し，省エネ

ルギーについて理解させるとともに，併せて地球温暖化などの環境問題を考える機会としました。 

第３分庁舎の太陽光発電システム 
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（３）資源循環利用の促進 

市域に存在するバイオマスを利活用する仕組みの構築や事業を推進するため「ひたちなか市バイオマス

タウン構想」に基づき，持続可能な循環型社会の構築・発展を促進します。 

平成２６年８月１９日に，「ひたちなか市バイオマスタウン構想の進捗に係る意見交換会」を開催し，各

団体の取組状況，課題等について情報を共有しました。 

 

３－４ 水を大切にし，豊かな水循環を形成します                      

（1）節水行動の推進 

 ① 節水の意識啓発 

市ホームページ及び市報に水道事業のあらましを掲載し，水道への理解を高め，水資源の重要性と節水

のための意識啓発に努めました。 

 

 ② 水道週間におけるポスター・標語・習字コンクールの実施 

６月１日から７日までの水道週間において，節水意識の向上や水の有効利用に関する普及啓発活動の一

環として，ポスター，標語と習字のコンクールを行いました。平成２６年度は，ポスター１６９点，標語

１４３点，習字１５５点の応募がありました。 

 

【平成２６年度 全国水道週間スローガン】 『おいしいな だいじなお水 ごくごくり』 

 

－水道週間作品（優秀賞）－ 

       ポスターの部         標語の部           習字の部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）雨水利用と水の再利用の推進 

平成２６年度は，下水浄化センター処理水４２０,９９２㎥を施設の清掃等に再利用しました。 

 

（３）農業用水の有効利用 

  土地改良区等が実施する，用排水路整備事業などに，平成２６年度は 9 件，計８,３６７,０００円の助成

等を行い，水資源の有効利用を促進しました。 

 

（４）水資源の確保 

 ① 広域的な水源の確保 

本市は次の３水源を確保し，水道水の安定供給を行いました。 

 

表 広域的な水源（平成２６年度） 

水  源 供給量 供給率 

那珂川の表流水 １３,７４７,０７０㎥ ７５.４％ 

深井戸による地下水 ２,９５９,７１３㎥ １６.３％ 

茨城県中央広域水道用水供給事業からの受水 １,５０８,１６０㎥ ８.３％ 

   

 

  勝田地区の水道水を安定供給するため，本市の総配水量の 7 割を超える水道

水を供給する上坪浄水場を強靭化する更新工事の基本設計を平成２６年度に行

いました。 

 
  

上ヶ砂配水場 
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② 地下水（深井戸）の利活用 

  深井戸による地下水の取水は，那珂湊地区で行っています。取水した地下水をろ過し，浄水した後に配

水する十三奉行配水場及び阿字ヶ浦配水場は，ともに耐震基準を満たしていないため，これらの機能を耐

震性のある上ヶ砂配水場に集約する湊系配水施設改修事業を平成２６年度に竣工し，那珂湊地区の水道施

設を強靭化しました。 

 

３－５ 人や環境にやさしい交通体系を確立します                      

（1）環境に配慮した自動車利用の促進 

 ① 低公害車の導入 

公用車について，低排出ガス車やハイブリッド車など低公害車の導入に努めています。平成２６年度は，

２１台を低排出ガス車に更新しました。 

 

 ② エコドライブの推進 

  エコオフィス説明会において，急発進，急加速をせず，不要なアイドリングを控えるなどのエコドライ

ブの方法を説明するなど,普及促進を図りました。 

 

 ③ ノーマイカーの推進 

ノーマイカーデーの実施時に，自動車の利用を控え，徒歩や自転車，公共交通機関の利用，または相乗

りによる通勤を促すなど，全職員による取組を目指しＰＲに努めました。 

 

（2）道路交通の円滑化 

 ① 放置自転車の撤去 

勝田駅周辺の自転車放置禁止区域について，平成２６年度は，放置自転車等撤去作業を年間１０３日行

い，３５５台を撤去し，歩行者が安心して通行できるよう努めました。 

 

 ② 交通パトロールの強化や違法駐車の排除 

警察と連携を密にし，交通パトロールの強化や違法駐車の排除に努めています。平成２６年度は，部田

野地内外３箇所における違法駐車車両に対して，警察と連携し排除活動を行いました。 

 

 ③ 交差点改良等による道路交通の円滑化 

右折レーンや左折可能な信号機の設置を関係機関に要望し改善を図りました。平成２６年度は，警察に

対し，新設信号機１０件，信号機改良３件の申入れをしました。 

 

 ④ 東中根高場線の，那珂川架橋及び未完成区間の整備促進 

  平成２６年度，県において三反田金上地区の用地取得を進めました。 

 

⑤ 西中根田彦線のＪＲ常磐線との立体交差化の整備 

  平成２６年度，JＲ常磐線を跨ぐ橋桁の架設工事と，アプローチ部の盛土工事を行いました。 

 

（３）公共交通機関の整備及び利用促進 

 ① ＪＲ線の利用状況 

常磐線整備促進期成同盟会，水戸線整備促進期成同盟会，水郡線利用促進会議に参画し，県や関係市町

村と連携して，常磐線の東京駅・品川駅への乗入本数の確保，ひたち東京フリー切符の復活，中距離電車

の運転本数の増発，快速列車の運転区間の延伸等をはじめとする事業目的の早期実現を図るため，平成２

７年１月にＪＲ水戸支社に対し要望活動を行いました。 

ＪＲにおいては，平成２７年３月に上野東京ラインが開業し，常磐線が東京駅・品川駅へ乗入れるなど

のダイヤ改正が行われました。 

 

② ひたちなか海浜鉄道湊線の利用状況 

ひたちなか海浜鉄道においては，「湊線第２期基本計画」に基づき，国・県・市の協調補助等を活用して，

安全運行のための設備投資や新駅「高田の鉄橋駅」設置など，利便性の向上の促進及び安全な運行に必要

な設備の改修を行いました。 

また，おらが湊鐵道応援団や観光事業者等と連携して様々な利用促進策などに取り組み，平成２６年度

の輸送人員は開業以来最高の９３９,６４４人を記録しました。 
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③ バス路線の維持や確保 

市民の日常生活の足となる民間バス路線維持のため，国，県，関係市と協調して，平均乗車密度５人未

満の広域バス路線に対する補助してきましたが，平成２６年度は補助対象路線がありませんでした。 

 

 ④ コミュニティバスの運行状況 

利便性の向上を図るため，４月１日に路線改編を行い，ＪＲやスマイルあおぞらバス間の乗継を強化し

ました。また，８月１日より勝田南コースの一部見直しを行い，第１便の運行区間を延長しました。平成

２６年度利用者数は１５２,６９４人でした。 

 

（４）徒歩や自転車利用の促進 

① 自転車歩行者道の整備を推進 

自動車交通との分離により歩行者や自転車利用者の安全を確保するため，市道 2 級 5 号線（佐野中通り

線）の一部歩道整備（L＝375ｍ）を行いました。 

 

 ② 防護柵や道路照明，案内標識などの整備 

道路の交通の安全性や快適性，利便性を高めるため，「住宅地速度落とせ」「子どもとびだし注意」等の

看板を松戸町内外６地区に７枚設置し，通行するドライバーや歩行者，自転車に対して注意喚起を行いま

した。 

また，カーブミラー，道路照明，ガードレール等を新設設置するとともに既存の道路照明やカーブミラ

ー等の修繕を行いました。 

 

③ バリアフリー化された人にやさしい道づくり 

高齢者をはじめ誰もが安全かつ円滑に移動できるよう，歩道の段差解消や視覚障害者誘導ブロックの設

置等を行い，バリアフリー化された人にやさしい道づくりに努めています。平成２６年度は市道１級１３

号線（青葉町地内）や金上田彦線（東石川三丁目地内）等で段差解消，点字ブロックの補修を行いました。

また，新たに都市計画道路西中根田彦線（六ツ野地区）において，バリアフリーに配慮した歩道を整備し

ました。 

 

 



  

- 25 - 

 

４．生活環境                                   

４－１ 大気環境を保全します                               

（1）大気汚染防止対策の推進 

 ① 大気常時監視 

県では，市役所敷地内と市毛小学校敷地内に一般環境大気測定局（一般局）を設置し，常時監視活動を

行っています。 

平成２６年度の測定結果では，二酸化硫黄，二酸化窒素及び浮遊粒子状物質（SPM）については環境基

準が達成されていますが，光化学オキシダントが環境基準を超過した日が見られました。 

表 環境基準の達成状況（平成２６年度：一般環境大気測定局） 

 

 

 

 

 

●個別の状況 

■二酸化硫黄 

大気中の硫黄酸化物は，硫黄分を含む石油，石炭などの

化石燃料の燃焼により主に工場などから排出されます。そ

の影響は，人体に対して呼吸器に悪影響を及ぼす原因とな

るほか，酸性雨の原因ともなります。 

二酸化硫黄の年平均値は近年あまり大きな変動はなく，

低濃度で推移しています。 

県内の大気汚染状況と測定局の配置状況を考慮し，平

成２３年度より市毛小学校は観測地点から除かれました。 

 

■二酸化窒素 

大気中の窒素酸化物は，燃焼の過程で燃料中の窒素化合

物や空気中の窒素が酸化されて発生するもので，主な発生

源は工場や自動車です。窒素酸化物の内，二酸化窒素は呼

吸器への影響の他，酸性雨や光化学オキシダント発生の原

因ともなっています。 

二酸化窒素の年平均値は近年あまり大きな変動はなく，

低濃度で推移しています。 

 

 

■浮遊粒子状物質（SPM） 

SPM は，大気中の浮遊粉塵のうち，粒径が１０μm※１

以下のものであり，事業活動や自動車の走行によるほか，

土壌粒子の舞上がりなど様々な発生原因があり，肺や気管

などに付着し呼吸器系に影響を及ぼす原因となっていま

す。 

SPM の年平均値は０.０１６～０.０２６ｍｇ/㎥の間で

変動しています。 

 

 

■光化学オキシダント 

光化学オキシダントは，窒素酸化物や炭化水素等が紫外線の照射を受け，光化学反応を起こし生成す

る物質です。昭和５８年に県内の４局（日立神峰，日立多賀，神栖下幡木，県庁）が年間をとおして環

境基準を達成した以降は，県内で年間数十日は基準を超過しています。市内の測定は，市役所で行って

おり，平成２６年度で環境基準を超えた日は７８日でした。 

 

② 大気環境の監視・観測 

本市では，県が設置している一般局２局のほか，市独自で簡易測定法による監視や自動車排出ガス環境

濃度調査等を行いました。 

測 定 場 所 
二酸化 

硫 黄 

二酸化 

窒 素 

光化学 
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図 二酸化硫黄の年平均値の経年変化 

図 二酸化窒素の年平均値の経年変化 

図 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化 

※２ PPM は，１００万分の一を意味し，空気量に対す
る対象の割合を示します 

※１ 1μm は１００万分の１メートルを意味します。 

(PPM※２) 

(PPM) 

(ｍｇ/㎥) 

0.000

0.010

0.020

0.030

0.040

H22 H23 H24 H25 H26

市役所 市毛小学校

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

H22 H23 H24 H25 H26

市役所 市毛小学校



  

- 26 - 

 

 

表 大気環境の監視･観測（平成２６年度） 

項  目 測 定 地 点 測定頻度 

大気常時監視 市役所／市毛小 通年（県実施） 

硫黄酸化物及び 

窒素酸化物 

市役所／文化会館／勝田二中／高野小／田彦消防署／

湊一小／阿字ケ浦中／ 

那珂湊コミュニティセンター部田野館 

通年 

降下ばいじん 
勝田二中／高野小／ひたちなか市役所／中根小／ 

湊一小 
通年 

浮遊粒子状物質 

勝田一中／勝田三中／勝田高校／高野小／湊一小／ 

阿字ケ浦中／那珂湊コミュニティセンター部田野館／

斉藤自工／東石川小／文化会館／田彦消防署／ 

市役所 

隔月（６回/年） 

自動車排出ガス 市毛十字路／田中後交差点 １回/年(２箇所) 

雨水成分 市役所 通年 

風向・風速 勝田三中 通年 

 

③ 光化学スモッグ対策 

茨城県は，「茨城県光化学スモッグ対策要綱」に基づき，被害の発生を未然に防ぐための対策を行ってい

ます。同要綱により，光化学スモッグの発生しやすい４月から１０月まで光化学スモッグ緊急時連絡体制

を整えています。緊急時には，ばい煙発生事業者に対して燃料使用量等の削減のほか，報道機関を通じて

自動車運行の自粛，緊急時の措置等について注意を呼びかけています。 

本市においても，各学校，福祉施設等に注意報等の発令時の通報をするほか，防災無線等を通じて市民

にも注意を呼びかけるなど光化学スモッグによる被害の未然防止に努めています。 
 

表 県内及びひたちなか地域の予報注意報の月別発令状況（平成２６年度） 

項 目 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 計 

県内 
予報 ０ ０ １ ２ ５ ０ ０ ８ 

注意報 ０ ０ １ ４ ４ ０ ０ ９ 

ひたちなか 

地域 

予報 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

注意報 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
 

表 県内及びひたちなか地域の予報注意報の年別発令状況 

項 目 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

県内 
予報 ２４ １０ ４ ６ ８ 

注意報 １４ ２ ３ ５ ９ 

ひたちなか 

地域 

予報 ６ ２ ２ ０ ０ 

注意報 １ ０ １ ０ ０ 

備考：予報発令日は注意報発令日を含む。 

 

④ 微小粒子状物質（PM２.５）対策 

  茨城県では，「茨城県微小粒子状物質（PM２.５）に係る注意喚起実施要領」に基づき，被害の発生を未

然に防ぐための対策を行っています。本市では，同要領により，県内の測定地点のうち１以上の測定地点

において，注意喚起のための判断基準（PM２.５濃度の日平均値７０μｇ／㎥に相当するとされる当該日

の午前５時，６時，７時の１時間値の平均値８５μｇ／㎥及び当該日の午前５時から正午までの１時間値

の平均値８０μｇ／㎥）を超えた場合，市内全域に防災無線，ツイッターやＬＩＮＥ＠等を活用して注意

喚起を行うこととしています。平成２６年度は，基準を超えた日はありませんでした。 

 

⑤ 畑土の飛散防止 

  農家へ麦の種子を配布し，播種を奨励することで，季節風による畑土の飛散防止に努めています。平成

２６年度は７０ｔの麦の種子を農家に配布しました。 

 

⑥ 公共交通機関の利用促進 

  公共交通機関を利用促進することで，自動車による大気汚染の負荷低減に努めています。平成２６年度



  

- 27 - 

 

は海の日にスマイルあおぞらバス乗車無料デーを実施し，普段公共交通を利用しない方々に対しても，公

共交通の利用をＰＲしました。この日は通常の２倍を超える９８７人の利用がありました。１１月に開催

された産業交流フェアにおいては，コミュニティバスの運行事業者，ひたちなか海浜鉄道，市が共同で公

共交通ブースを出展したほか，路線バス，スマイルあおぞらバスの乗車体験などを実施し，公共交通機関

の利用促進を図りました。 

  また，観光シーズンや夏休期間等に，阿字ヶ浦駅から国営ひたち海浜公園までの無料シャトルバスを運

行し，ひたちなか海浜鉄道の利用促進に努めました。 

 

（2）工場・事業場対策の推進 

法令・条例で規定する規制対象施設を有する事業場に対し，立入調査を実施し，排出基準の遵守状況，

施設の運転・管理状況を確認するとともに，改善・維持管理について指導を行っています。平成２６年度

に行った調査は９件で，改善指導はありませんでしたが，届出不適当の指摘が３件ありました。 

 

４－２ 水環境を保全します                                

（1）生活排水対策の推進 

本市では生活排水対策のひとつとして，昭和４６年より公共下水道事業に着手し昭和５５年から供用開

始しています。本市の公共下水道事業は，全体計画面積５,１４０ha，計画人口１６６,１００人，計画汚

水量１１５,１３４㎥／日（日最大）とし，これらを単独公共下水道（１,７７６ha）と流域関連公共下水

道（３,３６４ha）の２つの処理区に区分し整備を行っています。平成２６年度の整備を経て，２,０８２

ｈa が整備面積となりました。また，平成２６年度は２,３０７件に水洗化訪問を行い，水洗化率（下水道

整備地区内における下水道接続率）は９１.７％となっています。平成３年には農業集落排水処理施設が西

中根地区において供用開始し，平成１６年には東中根地区において供用開始しました。 

さらに，公共下水道事業，農業集落排水事業のいずれの事業にも該当しない区域については，平成４年

度から「生活雑排水の処理の適正化に関する要綱」を施行し，合併処理浄化槽等の普及を図るため，それ

らの施設の設置補助事業を行うとともに，公共用水域汚濁負荷削減指針及び公共用水域への放流の際の基

準を明確化しました。平成１８年度には要綱を「生活排水の処理の適正化に関する要綱」に改正し，上記

の補助事業に該当しない区域の一部に対して市単独の補助事業を開始しました。平成２０年度からは，既

存の単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換する場合に，単独処理浄化槽の撤去費の一部に対し補助を開

始しています。 

また，法令及び条例に基づくし尿処理施設（生活排水処理施設）の水質検査を実施し，監視・指導を行

うなど，生活排水による公共用水域の汚濁軽減を図っています。 

なお，平成２６年度の生活排水対策事業全体の普及率は８３.４％でした。 

 

表 汚水処理人口普及状況の推移 

処理方法 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

下水道 ５４.４％ ５４.７％ ５５.５％ ５６.６％ ５７.７％ 

農業集落排水施設 ０.５％ ０.５％ ０.５％ ０.５％ ０.５％ 

合併浄化槽 ２２.６％ ２３.４％ ２４.１％ ２５.０％ ２５.２％ 

汚水処理人口 ７７.５％ ７８.６％ ８０.１％ ８２.１％ ８３.４％ 

※普及率＝処理人口／行政人口 

 

表 合併処理浄化槽等補助基数 

項 目 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

合併処理浄化槽設置 

（国・県・市補助事業） 
２７８ ２１４ ２７３ ３２７ ２９８ 

合併処理浄化槽設置 

（市単独補助事業） 
２２ ２５ ２２ １７ ２１ 

宅地内処理施設 

（市単独補助事業） 
３９ ２３ ４２ ４１ ４０ 

単独処理浄化槽撤去 

（県補助事業） 
３３ ２３ ２５ ３４ ３７ 

 



  

- 28 - 

 

（2）工場・事業場排水対策の推進 

 ●法律に基づく立入調査・指導 

「水質汚濁防止法」及び「茨城県生活環境の保全等に関する条例」に基づく特定事業場の排水基準遵守

を監視するため，立入調査を実施し，施設の届出状況，排出水の自己監視及び排水処理施設の管理状況に

ついて確認をするとともに，法改正等の要旨説明や施設の適正な維持管理方法について指導を行っていま

す。 

また，同時に排出水の水質検査も行っています。その結果，平成２６年度に調査を実施した事業場で基

準超過はありませんでした。 

 

表 立入調査結果（平成２６年度） 

区分 立入調査件数 水質検査実施件数 基準超過件数 

法律の対象 １９ １８ ０ 

条例の対象 ０ ０ ０ 

 

 ●事業場排水検査 

本市では，「水質汚濁防止法」等に基づく立入調査のほかに，公害の未然防止の観点から特定事業場等の

協力を得て定期的に事業場の排水検査を行っています。 

平成２６年度は４１事業場について排水検査を行いました。その内訳は，「水質汚濁防止法」に基づく排

水基準が適用される３４事業場，「ひたちなか市公害防止条例」による汚水の排水基準が適用される３事業

場及び排水規制が適用されない４事業場となっています。 

なお，排水基準値を超えた事業場に対しては排水処理施設の改善，維持管理の徹底等を指導し，放流水

質の向上を図りました。 

 

●ゴルフ場農薬水質調査 

環境省は平成２年５月に「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」を策

定し，排出水中の農薬濃度に関して指針値を設定することにより，ゴルフ場で使用される農薬による水質

汚濁の未然防止に努めています。 

なお，茨城県では「茨城県ゴルフ場における農薬の安全使用等に関する指導要綱」に基づき，ゴルフ場

での農薬の安全かつ適正な使用を促し，被害防止に努めています。 

現在，本市には１箇所のゴルフ場がありますが，通常は排水が場外へ出ない構造になっているため，場

内の調整池での水質調査を平成２年度より行っています。平成２６年度は１２項目の調査を行い，すべて

基準値内でした。 

 

（3）農業における汚濁負荷の低減 

農業における農薬の適正な使用や施肥を指導するとともに，有機農法など「環境保全型農業」への転換

を促進しています。 

 

（4）水質監視体制の充実 

 ① 河川，海域の水質の状況 

●河川 

平成２６年度に本市が定期的に実施した市内５河川の水質測定結果では，環境基準で定める「人の健康

の保護に関する環境基準」について，全調査地点において環境基準を達成しました。 

また，「生活環境の保全に関する環境基準」について，河川における水質汚濁を判断する代表的な指標で

ある BOD をはじめ，一部の項目について基準値を超過した河川がありました。これらは生活排水対策が

遅れていることによるものと思われます。 

 

●海域 

平成２６年度に本市が定期的に実施した海域４調査地点の水質測定結果では，「生活環境の保全に関する

環境基準」について，全ての地点で環境基準を達成しており，おおむね，良好な水質状況でありました。 

 

② 地下水の状況 

  本市では，地下水汚染を発見するために地域をメッシュに分割し調査区域を選定して順次調査を実施す

る概況調査，当調査で地下水汚染等※があった井戸を中心に実施する周辺地区調査と過去の調査において環

境基準超過が確認された地区の代表井戸を継続的に監視する継続監視調査，当調査で３年連続して環境基

準を達成した井戸を対象に実施する継続監視詳細調査を行っています。 
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  平成２６年度の概況調査は，高場地内２地点，馬渡地内１地点，津田地内１地点で測定を行い，津田地

内でテトラクロロエチレンによる地下水汚染等がありました。当井戸を中心に実施した周辺地区調査では，

津田地内６地点，津田東地内４地点で測定を行い，テトラクロロエチレン等は検出されませんでした。 

  継続監視調査では，１４地点で測定を行い，２地点で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による，６地点でテ

トラクロロエチレンによる地下水汚染等がありました。継続監視詳細調査は，馬渡地内４地点，津田地内

４地点で測定を行い，硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水汚染等はありませんでした。 

  なお，各調査で地下水汚染等があった地点については，当地点を中心に保健所及び市による周知及び飲

用指導を行いました。 

  

 ※地下水汚染等は，測定項目が環境基準を超えた状態及び硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素・ふっ素・ほう素 

を除く測定項目が報告下限値を超えて検出された状態をいう。 

 

表 継続監視調査結果（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素） 

監視地点 
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（mg／L） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

馬渡地内 ６.３ ３.３ １４.０ 

高野地内 １２.０ ４.８ ６.８ 

磯崎町地内 １２.０ １０.０ ９.９ 

佐和地内 ８.１ １０.０ １１.０ 

津田地内 ６.５ ６.７ ６.１ 

柳沢地内 １１.０ １１.０ ９.８ 

環境基準値 １０ 

報告下限値 ０.０２ 

 

表 継続監視調査結果（トリクロロエチレン，テトラクロロエチレン） 

監視地点 
トリクロロエチレン（mg／L） テトラクロロエチレン（mg／L） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

大平 4 丁目地内① 不検出 不検出 不検出 ０.０３２ ０.０２２ ０.０２０ 

勝倉地内 ０.００３ 不検出 不検出 ０.１１ ０.０６６ ０.０８１ 

大平 1 丁目地内① 不検出 不検出 不検出 ０.０３４ ０.０２４ ０.０２８ 

大平 1 丁目地内② 不検出 不検出 不検出 ０.０２０ ０.０２１ ０.０１８ 

大平 3 丁目地内 不検出 不検出 不検出 ０.０１５ 不検出 ０.０１６ 

大平 4 丁目地内② 不検出 不検出 不検出 ０.００６９ ０.００５ ０.００３５ 

松戸町 3 丁目地内 － － － ０.1２ ０.０１２ ０.１０ 

長堀町 2 丁目地内 － － － ０.０１２ 不検出 ０.００３ 

環境基準値 ０.０３ ０.０１ 

報告下限値 ０.００２ ０.０００５ 
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４－３ 騒音・振動・悪臭防止対策を進めます                        

（1）騒音・振動対策の推進 

① 騒音・振動の監視・観測 

本市では，市内の環境騒音及び自動車騒音・振動について，測定調査を実施し実態把握に努めています。 

 

●環境騒音 

市内１４地点で環境騒音測定を行いました。１４地点のうち１１地点において昼夜ともに環境基準を下

回っています。超過している３地点（夜間のみ３地点）については，環境基準を１～３ｄＢ超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表 環境騒音測定結果（平成２６年度） 

測定地点 
類型 

区域 
用途地域 測定日 

騒音レベル

（ｄB） 

昼 夜 

① 佐和地内 Ｃ 指定なし（市街化調整区域） ３/１６～３/１７ ５６ ４６ 

② 足崎地内 A 第 1 種低層住居専用地域 ３/９～３/１０ ４９ ４５ 

③ 西大島地内 A 第 2 種中高層住居専用地域 ３/３～３/４ ５２ ４７ 

④ 中根地内 A 第 1 種低層住居専用地域 ３/２４～３/２５ ４８ ４４ 

⑤ 津田地内 C 指定なし（市街化調整区域） ２/２５～２/２６ ４２ ４２ 

⑥ 勝田中央地内 C 商業地域 ３/２～３/３ ５７ ４７ 

⑦ 中根地内 A 第 1 種低層住居専用地域 ３/１０～３/１１ ４６ ４３ 

⑧ 馬渡地内 C 指定なし（市街化調整区域） ３/２３～３/２４ ４９ ４１ 

⑨ 金上地内 B 第 2 種住居地域 ３/１１～３/１２ ５４ ４６ 

⑩ 柳が丘地内 C 指定なし（市街化調整区域） ３/４～３/５ ４７ ４１ 

⑪ 阿字ヶ浦町地内 B 第 1 種住居地域 ２/２４～２/２５ ４４ ４４ 

⑫ 平磯町地内 A 第 1 種中高層住居専用地域 ２/１９～２/２０ ５２ ４８ 

⑬ 北神敷台地内 A 第 1 種低層住居専用地域 ３/１９～３/２０ ４６ ４０ 

⑭ 殿山 2 丁目地内 B 第 1 種住居地域 ３/１２～３/１３ ５８ ４９ 

※備考 騒音レベルは，等価騒音レベル（ＬAeq）とし，    部分は環境基準値超過を示す。 

１）類型Ａ区域…都市計画法第８条第１項第１号に規定する第１種低層住居専用地域，第２種低層住居専

用地域，第１種中高層住居専用地域及び第２種中高層住居専用地域 

２）類型Ｂ区域…都市計画法第８条第１項第１号に規定する第１種住居地域，第２種住居地域及び準住居

地域 

３）類型Ｃ区域…都市計画法第８条第１項第１号に規定する近隣商業地域，商業地域，準工業地域及び工

業地域並びに用途地域の指定のない地域 

図 環境騒音調査地点位置図 
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●自動車交通騒音 

本市は，平成１３年４月１日から「騒音規制法」における

政令市の指定を受けたことに伴い，幹線交通を担う道路にお

ける自動車騒音の状況を常時監視することとなりました。 

平成１８年度より，測定した自動車交通騒音を基に，幹線

道路に面する地域に立地している住居等に対する環境基準を

評価する「自動車交通騒音面的評価システム」を導入し，本

格的な常時監視を開始しました。 

平成２６年度は右図に示す市内の主要な幹線道路３地点で

自動車交通騒音測定を実施し，３路線に対する環境基準の評

価を行いました。 

 

 

 

    

 

表 自動車交通騒音測定結果（平成２６年度） 

測定地点 
用途地域 

車線数 

類型 

区域 

測定値 

（ｄB） 
環境基準達成住居割合（％） 

昼 夜 
昼夜 

とも 
昼のみ 夜のみ 

昼夜と 

も超過 

① 

一般国道６号線 

稲田地内 

（Ｈ２６.１０） 

準住居地域 

４車線 
C ７０ ６８ ９２.２ ４.９ ― ２.９ 

② 

一般国道２４５号線 

新光町地内 

（Ｈ２６.１０） 

準工業地域 

４車線 
C  ６８ ６５ ９３.９ ２.０ ― ４.１ 

③ 

県道水戸那珂湊線 

湊中央２丁目地内 

（Ｈ２６.１０） 

商業地域 

２車線 
C  ６４ ５７ ８７.８ ７.８ ― ４.４ 

注１．測定値は，対象道路境界での等価騒音レベル（LAeq）とする。 

注２．環境基準の評価については，個別の住居等が影響を受ける騒音であり，測定値に基づき環境基準達

成状況を算出する。 

注３．工業専用地域ついては，環境基準は適用されない。 
 

●自動車振動 

市内における道路周辺の生活環境実態調査のひとつとして道路交通振動を把握するため，自動車振動測

定を主要な幹線道路３地点で行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 自動車交通騒音調査地点位置図 

図 自動車交通振動調査地点位置図 
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表 自動車交通振動測定結果（平成２６年度） 

測 定 地 点 

（測定年月） 

用途地域 

及び車線数 

区域 

区分 

時間 

区分 

測定値 

（ｄB） 

要請限度 

基準値 

（ｄB） 

① 
一般国道６号線 

稲田地内（Ｈ２６.１０） 

準住居地域 

４車線 
第１種 

昼 ５０ ６５ 

夜 ４９ ６０ 

② 
一般国道２４５号線 

新光町地内（Ｈ２６.１０） 

準工業地域 

４車線 
第２種 

昼 ５０ ７０ 

夜 ４９ ６５ 

③ 
県道水戸那珂湊線 

湊中央２丁目地内（Ｈ２６.１０） 

商業地域 

２車線 
第２種 

昼 ４４ ７０ 

夜 ４４ ６５ 

注 1．測定値は，L１０（８０％レンジの上端値）とする。 

注 2．工業専用地域については，基準値は適用されない。 

注 3．要請限度とは，指定地域内における自動車振動の限度 

 

 ② 法律に基づく指導，立入調査 

本市では，「騒音規制法」，「振動規制法」等の法令に基づき工場等の監視を行うとともに，各法令に基づ

く届出の徹底や基準値の遵守，防止対策の指導を行っています。 

また，苦情等が発生した場合は「騒音規制法」，「振動規制法」，「茨城県生活環境の保全等に関する条例」

及び「ひたちなか市公害防止条例」に基づき事業所や工事現場への立入調査を行っています。事業所の施

設や届出状況の確認などをするとともに，適宜騒音・振動レベルの測定を実施し，基準値を超過した事業

所に対しては指導を行っています。平成２６年度で法律に基づく指導，立入調査件数は１件でした。 

 

（2）悪臭防止対策の推進 

本市では悪臭に関し，苦情の発生等により適宜，工場や事業所などへの指導を行っています。 

「悪臭防止法」では，規制する地域を指定し，悪臭物質ごとの濃度規制と複合臭に対応するための人間

の嗅覚を用いた臭気指数による規制があります。本市においては，昭和５０年１０月，旧勝田市の市街化

区域が規制地域に指定されており，悪臭物質ごとの濃度規制を受けています。平成１５年４月からは旧那

珂湊市の市街化区域も規制地域に追加指定されています。 

茨城県では，「茨城県生活環境の保全等に関する条例」により，悪臭を発生する豚舎，鶏舎等の６施設を

悪臭に係る特定施設に定め，これらを設置する者に対し届出を義務づけ，施設管理基準を設定しています。

また，「ひたちなか市公害防止条例」で悪臭に係る届出施設を定め，届出を義務づけるとともに施設管理基

準を設定しています。 

 

●悪臭発生源の状況 

平成２６年度の悪臭に係る苦情件数は,昨年度より３件減少し３２件でした。本市では，ここ数年は事業

所等よりも一般家庭での日常生活を原因とした苦情の割合が高い傾向にあります。 

 

表 悪臭の発生源別苦情件数の推移 

業  種 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ H２６ 

農業 ０ ２ １ ８ １３ 

建設業 １ １ ２ ０ ０ 

製造業 ２ ３ ５ １ １ 

電気・ガス・熱供給・水道業 ０ １ ０ ０ ０ 

卸売・小売業・飲食店 ０ ２ ３ ２ １ 

サービス業 ０ ２ ３ １ ３ 

家庭生活 ５ ８ １１ ８ １１ 

不明 ３ ７ ４ １０ ０ 

その他 ０ ０ ３ ５ ３ 

合  計 １１ ２６ ３２ ３５ ３２ 
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４－４ 土壌・地盤環境を保全します                            

（1）土壌汚染対策の推進 

 ① 法律に基づく指導 

工場や事業場等に対し，「土壌汚染対策法」及び「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条

例」の啓発に努めるとともに，土壌汚染防止の指導を行っています。 

また，市内において５,０００㎡未満の土地の埋立て等を行う事業者に対して，「ひたちなか市土砂等に

よる土地の埋立て等の規制に関する条例」に基づく土質検査等の指導を行っています。平成２６年度の市

条例に基づく埋立て許可申請はありませんでした。 

 

 ② 農薬等の適正使用に関する指導 

農用地やゴルフ場で使用される農薬による土壌汚染を防止するため農薬の適正な使用について指導を行

うとともに，農作物等以外に使用される除草剤や殺虫剤などの使用にあたっても農薬に準じ適正に使用す

るように啓発に努めました。 

 

（2）地盤沈下防止対策の推進 

① 地下水の過剰汲み上げの防止 

茨城県では，地下水の保全と地盤沈下の防止を図るため，揚水機設置者に対し条例による規制を行って

います。「茨城県生活環境の保全等に関する条例」により地盤沈下に係る特定施設として，揚水機の吐出口

の断面積が１９㎠以上のものに対し届出を義務づけ，地下水の効率的・合理的利用を促しています。 

また，本市では，地下水の過剰な汲み上げによる地盤沈下等を防止するため，「ひたちなか市公害防止条

例」により，工場等に対し工業用水道または上水道の使用に努めることを規定しています。 

 

４－５ 有害化学物質等から健康を守ります                         

（1）有害化学物質等に関する情報収集・提供 

 ① 有害化学物質等に関する情報収集・提供 

本市では，有機塩素系溶剤やダイオキシン類，環境ホルモンといった有害化学物質に対する国や県の動

向に迅速に対応し，情報の収集や提供に努めました。 

 

 ② 有害化学物質の監視・測定 

「水質汚濁防止法」に基づいて，平成２６年度は１２事業所に立入りを行い，事業所が実施している測

定結果を確認しました。 

 

（2）有害化学物質等の適正な管理・使用・処分 

市が使用する除草剤や害虫駆除剤等の適正な管理と使用を徹底しています。学校や公共施設で使用する

建材については，JIS・JAS 規格に適合するものを使用しています。三反田小学校の菜皿，佐野中学校の

汁椀について，「食品衛生法」「食品，添加物等の規格基準」の「器具及び容器包装の規格」に基づく材質

試験及び溶出試験を行いました。 

また，農薬や化学物質の適正な管理・使用・処分について指導しました。 

 

（3）ダイオキシン類の発生抑制 

① ダイオキシン類に関する情報収集及び提供 

国，県から情報を収集し提供に努めました。 

 

② 公共用水域や土壌などでのダイオキシン類の監視・測定 

  茨城県は県内全域を対象にダイオキシン類の環境における実態を継続的に把握し，また，環境基準の適

合状況を把握するため，大気，土壌及び水質等の環境調査を行いました。 

   

表 大気に係るダイオキシン類調査結果（平成２６年度） 

調査地点 
検出濃度（pg‐TEQ／m3） 

春期 夏期 秋期 冬期 年間平均値 

ひたちなか市役所 ― ０.０１５ ― ０.０１２ ０.０１４ 

県平均 ０.０２５（最小値０.００７５，最大値０.０４５） 

環境基準 ０.６ 
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表 公共用水域の水質に係るダイオキシン類調査結果（平成２６年度） 

河川・海域名 地点名 検出濃度（pg‐TEQ／Ｌ）（年平均） 

早戸川２ 浄水場下 ０.３６ 

県平均 ０.３６（最小値０.０３３，最大値１.８） 

環境基準 １ 

 

表 公共用水域の底質に係るダイオキシン類調査結果（平成２６年度） 

河川・海域名 地点名 検出濃度（pg‐TEQ／Ｌ） 

早戸川２ 浄水場下 ０.４１ 

県平均 ６.１（最小値０.１３，最大値４８） 

環境基準 １５０ 

 

表 地下水に係るダイオキシン類調査結果（平成２６年度） 

調査地点 検出濃度（pg‐TEQ／Ｌ） 

高場 ０.０４７ 

県平均 ０.０５９（最小値０.０１６，最大値０.５８） 

環境基準 １ 

 

表 土壌に係るダイオキシン類調査結果（平成２６年度） 

調査地点 検出濃度（pg‐TEQ／g） 

馬渡 １.７ 

県平均 ３.６（最小値０.００１７，最大値２８） 

環境基準 １,０００ 

 

 ③ 簡易焼却炉の使用及び野外焼却の規制 

  簡易焼却炉の使用及び野外焼却の規制については，市ホームページや市報などで周知を図りました。 

 

４－６ 公害防止・環境管理体制を整備します                        

（1）公害防止・環境管理体制の充実 

 ① 公害苦情の状況 

平成２６年度における公害苦情の新規受理件数は７８件でした。 

公害の種類別にみると悪臭が３２件と最も多く，次いで騒音・振動の２５件，大気汚染と水質汚濁の７件

ずつとなっています。発生源別に見ると，家庭生活が２３件，農業が１５件となっています。近年の公害

苦情の特色として，家庭生活が発生源となる生活型公害苦情が増えています。 

 

表 公害苦情発生源別受理件数（平成２６年度） 

発生源 
大気 

汚染 

水質 

汚濁 

土壌 

汚染 

騒音 

振動 

地盤 

沈下 
悪臭 その他 計 

農業 １ １    １３  １５ 

林業         

漁業         

鉱業         

建設業 ３   ３   ２ ８ 

製造業 ２ １  ５  １  ９ 

電気・ガス・熱供給・水道業         

運輸・通信業         

卸売・小売業・飲食店    ３  １  ４ 

サービス業    ５  ３  ８ 

公務         

家庭生活  ２  ６  １１ ４ ２３ 

事務所    ２    ２ 

道路         

空地         

公園         
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発生源 
大気 

汚染 

水質 

汚濁 

土壌 

汚染 

騒音 

振動 

地盤 

沈下 
悪臭 その他 計 

神社・寺院等         

その他  ２  １  ３ １ ７ 

不明 １ １      ２ 

合   計 ７ ７ ０ ２５ ０ ３２ ７ ７８ 

 

公害苦情処理内容として防止対策を講じた件数は１７件あり，防止対策の内容としては，作業方法・使

用方法の改善が９件，営業・操業の停止・行為の中止が５件，故障の修理・復旧が１件でした。また，平

成２６年度内に解決できたものは７８件で，次年度への繰り越しはありませんでした。 

 

表 公害苦情処理内容別件数（平成２６年度） 

防止対策 
大気 

汚染 

水質 

汚濁 

土壌 

汚染 

騒音 

振動 

地盤 

沈下 
悪臭 他 計 

講
じ
た
防
止
対
策 

事務所の移転         

機械・施設の移転         

機械・施設の改善         

故障の修理・復旧    １    １ 

作業方法・使用方法の改善    ５  4  ９ 

営業・操業等時間の変更・短縮         

営業・操業停止・行為の中止      4 １ ５ 

原因物質の撤去・回収         

被害者の建物等への防止対策         

その他の防止対策  １  １    ２ 

小 計  １  ７  ８ １ １７ 

そ
の
他 

話合等により解決         

その他 ７ ４  １６  21 ４ ５２ 

不明  ２  ２  ３ ２ ９ 

翌年度へ繰り越し件数         

合   計 ７ ７ ０ ２５ ０ ３２ ７ ７８ 

 

 ② 公害防止協定の締結状況 

本市では，公害関係法令を補完し，地域の地理的，社会的状況に応じた公害防止対策を適切に行うこと

とするため，公害防止協定を締結しています。 

ＩＳＯ１４００１認証取得などの環境マネジメントシステムを導入している事業所等を除き，製造業，

廃棄物処理業，大規模な修理・整備業などを中心に締結を働きかけています。 

平成２６年度は，締結している協定数は３４件（３４企業）でした。 

 

③ 公害防止協定に基づく事業所への立入調査 

公害防止協定締結事業所に対し，協定に基づく立入調査を適宜行っています。平成２６年度は１事業所

について，施設の稼動状況，公害防止施設の管理状況等の確認・指導を行いました。 

 

（2）中小企業への支援体制の整備 

 ① 環境保全施設資金融資制度 

茨城県では，中小事業者が環境保全施設や省エネルギー・再生可能エネルギー施設を設置する場合に必

要な資金について，融資のあっ旋及び利子補給を行っています。 

また，本市では，本制度による融資を受けた市内の中小企業に対し，県の利子補給の対象にならない融

資利子について補給しています。平成２６年度は，対象となる事業所はありませんでした。 
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表 環境保全施設資金融資制度 

対象者 県内に工場等を有し，原則として１年以上継続して同一事業を営む中小企業者 

融資対象事業 ①環境保全施設……大気汚染・水質汚濁・騒音振動・悪臭防止施設，産業廃棄物の適

正処理施設，化学物資の適正管理施設の設置や改善 

②低公害車の導入…ハイブリッド・電気・天然ガス・メタノール自動車 

③地球温暖化対策…省エネルギー・再生可能エネルギー施設の設置や改善 

融資限度額 環境保全施設 

低公害車の導入 

①融資対象となる事業費の８０％以内 

②一つの貸付事業につき２,５００万円を限度 

ただし，ダイオキシン類対策等，知事が必要と認めた場

合は５,０００万円。 

地球温暖化対策 ①融資対象となる事業費の８０％以内 

②一つの貸付事業につき５００万円を限度 

 ただし，再生可能エネルギー施設の設置等，知事が必要

と認めた場合は，１,５００万円。 

融資利率  融資期間     利率（カッコ内は保証付きの場合） 

 ５年超～７年以内 ２.５（２.０）％ 

 ３年超～５年以内 ２.４（１.９）％ 

 ３年以内     ２.３（１.８）％     ※利率は平成 27 年 1 月時点 

償還方法 元金均等償還（１年以内の据置可） 

茨城県による

利子補給（※） 

①汚水処理施設（小規模事業者が設置する場合に限る） 

 高度処理（窒素又はりん除去）施設：全額利子補給 

 高度処理以外の汚水処理施設   ：全額利子補給（霞ヶ浦流域） 

                 ：０.９％  （霞ヶ浦流域以外） 

②家畜排せつ物の負荷削減対策施設 ：全額利子補給（霞ヶ浦流域） 

③ダイオキシン類対策施設     ：０.６％ 

④省エネルギー・再生可能エネルギー施設 ：全額利子補給（エコ事業所登録事業者） 

                 ：０.９％  （上記以外） 

  ※県の利子補給の対象にならない融資利子については市が補給するため，実質的に無利子で融資を受け

ることができます。 

 

４－７ 福島第一原子力発電所事故に係る対策の推進と環境放射線等の監視を継続します     

（1）福島第一原子力発電所事故に係る放射線・放射能の対策の推進 

 ① 空間放射線量等の情報提供 

小中学校，幼稚園，保育所の校庭・園庭，公園等の空間放射線量の測定結果をはじめ，水道水や農作物

等の検査結果について，随時，市ホームページに公表しています。 

 

② 放射線測定器の貸出 

平成２３年１２月から放射線測定器の貸出を行い，平成２６年度は１７６件の貸出を行いました。 

 

③ 農作物及び食品等の放射性物質の検査 

平成２３年１１月から農作物及び食品等の放射性物質の検査を行い，平成２６年度は５６８件の検査を

行いました。 

 

 ④ 除染実施計画に基づく対策 

除染実施計画に基づき，小中学校，幼稚園，公園等の除染を実施し，空間放射線量の低減化を図り面的

な除染は平成２５年４月に終了しました。現在，除染の際に発生した剪定枝等の管理を行っています。ま

た，学校等で局所的に基準値を超えている箇所については，引き続き必要な対応をしていきます。 

 

（2）茨城県東海地区環境放射線監視委員会への参画 

茨城県東海地区環境放射線監視委員会に参画し，国，県，原子力事業者が監視計画に基づき分担して実

施する原子力施設周辺の環境放射線量や排水などの監視・測定結果について，評価・検討を行っています。

平成２６年度の監視結果は，空間ガンマ線量率，大気塵埃，降下塵や原子力施設の排水などの測定結果に

おいて，福島第一原子力発電所事故で放出された放射性物質の影響が見られました。 

年２回発行される茨城県東海地区環境放射線監視委員会が取りまとめた「環境放射線監視季報」を各図

書館に配備しました。 
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５．パートナーシップ                               

５－１ 環境情報の収集・提供体制を整備します                       

（1）環境情報収集提供体制の整備 

 ① 環境報告書の作成及び公表 

  本市の環境の現状及び環境基本計画で定めた施策の実施状況等をとりまとめた「ひたちなか市の環境に

関する報告書」を毎年作成し，市民の皆さんにも見ていただけるよう，図書館，コミュニティセンターや

市ホームページにおいて公表しています。 

 

 ② 市ホームページに環境情報を掲載 

市ホームページにおいて，公害防止関係法令や環境に関する計画，時宜にあった環境情報の提供に努め

ました。 

 

 ③ 「環境月間」にちなんだ環境意識の普及啓発活動の実施 

市報平成２６年５月２５日号に，CO2 の削減による地球温暖化防止活動として，各家庭における一人ひ

とりの節電の必要性と，節電方法について掲載しました。 

 

（2）環境情報発信イベント等の開催・支援 

 ① 環境シンポジウムの開催 

本市では，日頃の環境学習成果や環境保全活動を発表する機会として，環境シンポジウムを毎年開催し

ています。平成２６年度は，平成２７年２月１１日にひたちなか市の環境を良くする会との共催で，ワー

クプラザ勝田にて開催しました。地域を知ることから環境について考えようと，市内の小中学校３校の児

童・生徒がこれまでの学習成果を発表しました。また，事業者も環境保全活動について発表を行ったほか，

ロビーに活動内容を掲示しました。 

 

表 これまでの環境シンポジウムの内容 

期 日 発表学校名 その他発表者名 講演・講評等 参加者数 

Ｈ１３. ２. ２ 
東石川小， 

中根小 

茨城大学名誉教授鈴木昌友， 

市環境保全課 

環境コンサルタント 

青木滋氏 
９０人 

Ｈ１４. ２. ２ 
前渡小，阿字ケ浦

中，平磯中 
国営常陸海浜公園工事事務所 

環境コンサルタント 

田山宏二氏 
１００人 

Ｈ１５. １.２４ 
枝川小， 

阿字ケ浦中 
国営常陸海浜公園工事事務所 

県環境アドバイザー 

小菅次男氏 
８０人 

Ｈ１５. １.３１ 
平磯小， 

勝田第一中 

日立ハイテクノロジーズ 

（那珂工場） 

電力中央研究所参事 

新田義孝氏 
１２５人 

Ｈ１６. １.２３ 
三反田小，田彦小，

勝田第三中 

エコメイトいばらき， 

日立製作所水戸事業所 

【講評】茨城大学名誉

教授 鈴木昌友氏 
１２０人 

Ｈ１７. １.１９ 
那珂湊第一小， 

長堀小，堀口小 

エコカレッジひたちなか， 

コロナ電気 

【講評】茨城大学名誉

教授 鈴木昌友氏 
１５０人 

Ｈ１８. １.１７ 
市毛小，中根小， 

那珂湊第二小 

田彦中学区環境部会 

日立工機 

【講評】茨城大学名誉

教授 鈴木昌友氏 
２００人 

Ｈ１９. １.１７ 
勝倉小，佐野小， 

外野小 

二中学区地域の輪をつくる会， 

日立製作所オートモティブシ

ステムグループ 

【講評】茨城大学名誉

教授 鈴木昌友氏 
１３０人 

Ｈ２０. ２. ８ 

東石川小，高野小，

平磯小， 

阿字ケ浦中 

佐野の和を推進する会， 

北越製紙関東工場 

【講評】茨城大学名誉

教授 鈴木昌友氏 
２３７人 

Ｈ２１. ２.２６ 
阿字ケ浦小， 

前渡小， 

ワンネス・エコ・ひたちなか， 

勝田環境 

【講評】茨城大学准教

授 原口弥生氏 
１６２人 

Ｈ２２. １.３０ 
東石川小， 

阿字ケ浦中 

地球大好きエコクラブ， 

エコカレッジひたちなか， 

いばらきコープ生活協同組合 

【講評】茨城大学准教

授 原口弥生氏 
１６２人 

Ｈ２３. １.２９ 
津田小，佐野小，

阿字ケ浦中 

東中根自治会， 

小松製作所茨城工場 

【パネルディスカッ

ション】茨城大学准教

授 原口弥生氏 

１９８人 
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期 日 発表学校名 その他発表者名 講演・講評等 参加者数 

Ｈ２４. １.２１ 
勝倉小，外野小，

阿字ケ浦中 

ひたちなか・市民企画工房， 

生活クラブ生協ひたちなか 

支部，シナリー櫻季 

【パネルディスカッ

ション】茨城大学准教

授 原口弥生氏 

１９３人 

Ｈ２５. １.２６ 

前渡小，磯崎小， 

那珂湊第三小， 

阿字ケ浦中 

日立製作所水戸事業所， 

ひたちなか市の環境を良くす

る会 

【パネルディスカッ

ション】茨城大学准教

授 原口弥生氏 

２０８人 

Ｈ２６. ２. １ 
枝川小，田彦小，

阿字ケ浦中 
マキプランニング 

【講評】茨城大学准教

授 原口弥生氏 
２１６人 

Ｈ２７. ２.１１ 
三反田小，堀口小，

阿字ケ浦中 
砂押園芸 

【講評】茨城大学教授 

原口弥生氏 

【総評】市教育長 

２６０人 

 

 ② 協働事業者が主催するイベントへ協力・支援 

  ひたちなか市の環境を良くする会が主催する情報発信イベント「環境四季時計」（環境まつり）に協力・

支援しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－２ 環境教育・環境学習の推進と人材育成を図ります                   

（1）環境教育・環境学習の推進・支援 

 ① 環境学習推進等に関する計画の策定 

市民，民間団体，事業者，市などの各主体が，家庭，地域，学校，職場などで環境教育・学習及び環境

保全活動を推進する上での方向性を示し，施策を明らかにするとともに，環境教育・学習を実施する際の

手引きとなる「ひたちなか市環境学習推進計画」を平成２０年３月に策定しました。 

この計画の一施策として，平成１９年度より小学４～６年生用，平成２０年度より小学１～３年生用，

平成２１年度より中学生用の環境学習副読本を作成，配布し，各校でそれぞれ活用しています。 

 

 ② 学校における環境教育・環境学習の充実 

環境教育に関する学習では，社会科で４年生がごみ問題，５年生が保全活動，中学校では地球温暖化や

砂漠化現象について学習しました。また，６年生の理科で環境保全のための具体的な工夫，中学校では身

近な自然の環境調査について学習しました。家庭科でも，環境に配慮した自分の家庭生活の工夫について

学習しました。 

  総合的な学習で環境に関する学習を学年テーマとして掲げて取り組んでいる学校もあります。 

 

 ③ 環境保全啓発ポスターコンクールの実施 

  小・中学生の環境への関心及び環境保全についての理解と認識を深めることを目的に，平成２４年度よ

り実施しており，平成２６年度もひたちなか市の環境を良くする会と共催で実施しました。「自然環境保全」，

「まちをきれいにする」，「地球温暖化防止」の３つの部門に合計１６６点の応募があり，各部門で最優秀

賞１点と優秀賞３点を選考し，環境シンポジウムで表彰を行いました。 

春祭り（自然観察）の様子 夏祭り（廃食用油利用キャンドル）の様子 
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   （最優秀作品） 

 

[自然環境保全部門]    [まちをきれいにする部門]    [地球温暖化防止部門] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 環境講座等の開催 

環境講座，ふれあい講座を実施し，市民の環境に関する意識の啓発と環境基本計画についての理解の向

上に努めました。 

  平成２６年度は，ひたちなか市の環境を良くする会と共催で環境講座を２回開催しました。そのほか，

市主催のふれあい講座を開催し，多くの市民が参加しました。 

  また，環境教育研修会において，ひたちなか市の環境を良くする会会員を講師として，「フードマイレー

ジについて」の研修を行いました。この研修会には市内小中学校より２９人の教職員が参加しました。 

 

表 環境講座 

開催日 講座内容 参加者数 

Ｈ２６.１２. ６ 

『知りたい！茨城のエネルギー ～再生可能エネルギーと天然ガ

スの可能性について～』 

茨城県企画部科学技術振興課エネルギー対策室 

 高橋 大輔 氏   北西 学 氏 

２６人 

Ｈ２６. ２.１７ 
『ゴミ焼却施設の見学会』 

ひたちなか市廃棄物対策課 職員 
１３人 

 

表 ふれあい講座 

開催日 講座内容 参加者数 

Ｈ２６. ４.１３ ごみの減量化とリサイクル １２０人 

Ｈ２６. ５.１７ ごみの減量化とリサイクル ６０人 

Ｈ２６. ６.２８ ごみの減量化とリサイクル ８０人 

Ｈ２６. ９.２６ ごみの減量化とリサイクル ６０人 

Ｈ２６.１１. ６ ごみの減量化とリサイクル ４０人 

Ｈ２６.１１.１８ ごみの減量化とリサイクル ３０人 

Ｈ２６.１２.１０ ごみの減量化とリサイクル ３０人 

H２７. ２. １ ごみの減量化とリサイクル ８０人 

  

⑤ 体験型学習機会の充実 

  ひたちなか・東海クリーンセンターでは，８３団体３,２９０人の見学者を受け入れました。また，下水

浄化センターでは，陸上自衛隊施設学校２９人及び個人申請者３人を受け入れました。 

  さらに，前渡小学校では，愛鳥モデル校の指定を受けての活動をし，阿字ケ浦中学校では，地域の貴重

な自然の保護活動など学校で環境学習について体験的な活動を行いました。学校では，社会科において市

内諸施設見学を，生活科や総合的な学習で植物の栽培活動に取り組んでいます。 

 

（２）環境教育を推進する人材の育成 

茨城県で開催するエコカレッジ等の各種講習・研修のＰＲに努め，環境に関する知識や技術を有する専

門家を講師として登録し，市民等が行う各種講習・研修に活用します。 
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総会の様子 

５－３ パートナーシップによる環境保全活動を推進します                  
（1）環境保全活動をパートナーシップにより推進 

 ① ひたちなか市の環境を良くする会の活動 

市民，事業者，民間団体及び市が互いに協力し，市環境基本計画

を具体的に進め，より多くの市民や事業者が，身近な自然や環境を

大切にする心を育むとともに，環境保全行動の定着を促進し，同計

画で掲げる環境像「暮らしと自然が共生し，ゆとりと潤いのある自

立協働都市」を実現することを目的とした「ひたちなか市の環境を

良くする会」を平成２０年３月２２日に立ち上げ，ごみ問題・温暖

化防止・自然環境のテーマに沿った取組を企画し活動しています。 

 

 ② コミュニティ，自治会等における自主的な美化･緑化活動の支援 

  コミュニティや自治会を中心とした組織や団体の地域における自主的な美化や緑化活動を支援していま

す。 

 

（2）ひたちなか市の環境を良くする会の主な活動（平成２６年度実績） 

●【ごみ問題】 

  焼却ごみの減量とバイオマスタウン構想の実現を目的として，生ごみをリサイクル資源として堆肥化し，

土に戻すモデル事業を旧那珂湊清掃センターで行いました。生ごみは，津田東自治会５５世帯（６～７月

収集）のご協力を得て堆肥を製造しました。副資材としては，籾殻，おがくず，鶏糞を配合し，平成２７

年１月に熟成された堆肥約５.２ｔが完成しました。 

 

●【温暖化防止】 

  市民の地球温暖化防止と節電に対する意識向上を図るため，夏の地球温暖化防止啓発キャンペーンを７

月４日にＪＲ勝田駅にて実施し，省エネ活動啓発チラシ，うちわやポケットティッシュなど１,３００部を

配布しました。 

 また，冬の地球温暖化防止啓発キャンペーンを１月１６日にＪＲ勝田駅にて実施し，省エネ活動啓発チ

ラシ，マスクやポケットティッシュなど９８０部を配布しました。 

 

●【自然環境】 

  森林保全活動として，美田多町の熊野神社下に広がる風致地区傾斜地にて竹林等の間伐を年７回行いま

した。対象面積２,０００㎡のうち１,６００㎡について，密生したモウソウチクなどを約２m～４ｍの間隔

で残し，残りの竹林を伐採しました。伐採した竹は，枝打ちした後３m 程度に切断し，傾斜地に残した竹

を支柱として積み上げ，がけ崩れなどの災害発生を防止しています。 

 

（３）広域連携による取組の推進 

 ① 広域連携による大洗県立自然公園の清掃活動 

本市の海岸は，地域を代表する優れた自然の風景地として大洗県立自然公園に指定されています。茨城

県及び所在５市町村により大洗県立自然公園保護管理協議会を設置し，広域的な美化イベントの開催など

に取り組んでいます。 

 

 ② 県央地域首長懇話会による取組の推進 

水戸市を中心とする９市町村で構成する県央地域首長懇話会が３回開催され，環境問題への対応として，

ノーマイカーデー，ライトダウンなどの実施について協議が行われ，ノーマイカーデー（ウイーク）を２

回（６月，２月），ライトダウンを２回（６月，７月）行いました。 
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第２次環境基本計画では，「目指す環境像」を実現するための５つの環境目標の達成に向けて先導的役割を

果たし，速やかで着実な推進が求められる以下に示す施策を重点施策（リーディングプロジェクト）として

定め取り組んでいます。 

 

リーディングプロジェクト 実施状況 【関連頁】 主な担当課 

①地域制緑地保全推進事業 ●樹林地や水辺地等の良好な自然環境を維持し，

緑豊かな潤いのある快適な都市環境の創出と良

好な都市景観の形成を図るため緑地の保全に努

めています。【Ｐ５～６】 

●地域制緑地に対する保全意識の啓発活動を行っ

ています。【Ｐ７】 

環境保全課 

公園緑地課 

②環境保全型農業推進事業 ●エコファーマーの認定促進や優良農地の指定拡

大を進めています。【Ｐ７】 

●市環境保全型農業推進方針を基に，地域におけ

る実践的な取組を進め，環境保全型農業の構築

を目指しています。【Ｐ７】 

農政課 

③きれいなまちづくり推進事業 

（まちをきれいにする条例普及

啓発事業） 

●「ひたちなか市まちをきれいにする条例」を平

成１８年３月３０日に制定，同年７月１日より

施行しました。【Ｐ１６】 

●ふん害の削減に向け，看板の設置や街頭でのチ

ラシ配布等の啓発キャンペーンを行っていま

す。【Ｐ１６】 

環境保全課 

廃棄物対策課 

 

④ごみ減量化推進事業 ●自治会や子ども会等による資源回収事業や廃食

用油回収事業や牛乳パック回収事業を全市的に

展開するとともに，助成を行っています。【Ｐ１

９】 

●市内の家庭における生ごみ処理容器の購入費の

助成を行っています。【Ｐ１９】 

廃棄物対策課 

 

⑤ひたちなか市バイオマス利活用

推進事業 

●本市に適したバイオマス利活用システムの構築

や普及啓発に取り組み，事業の進捗状況・効果

の検証をしていきます。【Ｐ２２】 

環境保全課 

⑥剪定枝再資源化モデル事業 

（休止中） 

●東日本大震災後，通常より高い放射線セシウム

が観測されたため，本プロジェクトは平成２４

年より休止しています。 

環境保全課 

⑦エコドライブ普及啓発事業 ●公用車の更新にあたり，低公害車を導入してい

ます。【Ｐ２３】 

●急発進，急加速をせず，不要なアイドリングを

控えるなどのエコドライブの普及促進を図って

います。【Ｐ２３】 

環境保全課 

管財課 

⑧生活排水対策推進事業 ●市街化区域では公共下水道の整備を進めていま

す。【Ｐ２７】 

●市街化調整区域（農業集落）では，農業集落排

水を整備しています。【Ｐ８，２７】 

●上記以外の場所では合併処理浄化槽の設置を促

進するとともに，設置費の助成を行っています。

【Ｐ２７】 

下水道課 

農政課 

環境保全課 

⑨「ひたちなか市第２次エコオフ

ィス計画」策定事業 

●平成２５年６月に「ひたちなか市第２次エコオ

フィス計画」を策定し，温暖化対策推進員を中

心に全職員が温室効果ガスの排出抑制，環境保

全に率先して取り組んでいます。【Ｐ１８，２０】 

●この計画に基づく取組状況及び環境負荷の状況

は，毎年度とりまとめ，第５章において公表し

ています。【Ｐ４７～５５】 

環境保全課 

第３章 リーディングプロジェクトの実施状況          



  

- 42 - 

 

リーディングプロジェクト 実施状況 【関連頁】 主な担当課 

⑩環境学習推進事業 ●日頃の環境学習成果を発表する機会として，環

境シンポジウムを毎年開催しています。 

【Ｐ３７，３８】 

●総合学習の時間などを利用し，学校における環

境教育の充実に努めています。【Ｐ３８】 

●環境講座やふれあい講座を開催し，市民の環境

意識の啓発と環境基本計画の理解に努めていま

す。【Ｐ３９】 

環境保全課 

教・指導課 
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環境目標 １ 身近な自然を守り，育みながら，「ひたちなか」らしさのある豊かな自然を次代へ継承します。 

環境指標項目 
現況値 目標値 

Ｈ２７ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

風致地区の指定面積を拡大します。 

（「地域制緑地保全計画」により風致地区

に指定された面積の割合） 

６９.８％ ６９.８％ ６９.８％ 
６９.８※１ 

（Ｈ２５） 

現況値の評価 

及び 

今後の進め方 

全体計画に対する達成率は，約７割となっており，残る計画地区のほとんどは市街化区

域または市街化区域に近接する平地林が多いことから，現在の土地利用状況等を調査

し，地域制緑地保全計画（平成１０年度から平成２５年度）の見直しをしています。見

直しにより，風致地区などに指定可能な地区の絞り込みを行い，緑地の保全に努めます。 

※1 目標値（６９.８％）については，「地域制緑地保全計画」の計画期間が平成１０年度から平成２５年度

のため，平成２５年度までの実績値としています。 

 

環境目標 ２ 恵まれた環境資源を生かし，ゆとりと潤いのある都市環境をつくります。 

環境指標項目 
現況値 目標値 

Ｈ２７ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

まちをきれいにする条例の普及と適切な

運用を図ります。 
周知に努めている。 

現況値の評価 

及び 

今後の進め方 

平成２６年度は，１１月２７日と１２月５日に犬のふん害防止キャンペーンを行いまし

た。犬のふん害を減らすよう「ふん害防止」啓発看板を作成し，相談者を中心に配布し

ていますが，平成２６年度の配布枚数は，４３７枚と依然として多い状況です。今後，

看板配布枚数が多い地域を重点的にふん害防止キャンペーンを実施し，また市報による

ふん害防止の啓発を行い，ふん害防止に努めます。 

 

環境目標 ３ 地球にやさしく，環境負荷の少ない持続可能な循環型の地域社会をつくります。 

環境指標項目 
現況値 目標値 

Ｈ２７ Ｈ２４   

市の事務・事業から排出される温室効果

ガスを平成１４年度比６％以上削減しま

す。（「ひたちなか市エコオフィス計画」

より） 

２２.９％ 

削減 
－ ― 

６％以上 

削減※２ 

（Ｈ２４） 

環境指標項目 
現況値 目標値 

Ｈ２７  Ｈ２５ Ｈ２６ 

温室効果ガス総排出量を平成２２年度比

で１.３％削減します。（「ひたちなか市第

２次エコオフィス計画より」） 

― 
５.５％ 

削減 

１０.２％ 

削減 

１.３％削減

※３ 

（Ｈ２９） 

現況値の評価 

及び 

今後の進め方 

平成２６年度は，市役所の温室効果ガス排出源の６割を占める電気使用量の削減が大き

かったことから，目標を達成しています。 

※2 「ひたちなか市エコオフィス計画」の計画最終年度が平成２４年度であるため，計画最終年度の目標

値とします。 

※３ 「ひたちなか市第 2 次エコオフィス計画」の計画最終年度が平成２９年度であるため，計画最終年度

の目標値とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 環境指標と達成状況          
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環境指標項目 
現況値 目標値 

Ｈ２７ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

１人あたりのごみ排出量を抑制します。

（資源物を除く） 

９４５ｇ 

／日・人 

９４７ｇ 

／日・人 

９４１ｇ 

／日・人 

９２８ｇ 

／日・人 

現況値の評価 

及び 

今後の進め方 

１人あたりのごみ排出量については，目標値９２８ｇに対して現況値９４１ｇと目標に

達しておりません。資源物を除いたごみ量は，ここ数年一定量で推移しており，今後は

ごみの減量化及び分別の徹底について繰り返し喚起し，３Ｒへの意識の高揚を図りま

す。また，各施策を展開してごみの減量化を目指します。 

 

環境指標項目 
現況値 目標値 

Ｈ２７ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

資源化率を向上します。 １７.０％ １７.０％ １８.２％ ２０.２％ 

現況値の評価 

及び 

今後の進め方 

資源化率については，目標値２０.２％に対して現況値１８.２％と目標に達しておりま

せん。今後は，資源物である「その他の紙類・プラスチック容器」など，分別収集の割

合が低く可燃ごみに混入されることが多いため，分別の周知徹底を図ります。また，溶

融スラグ（焼却灰を溶かした物）の再利用を推進します。 

 

環境指標項目 
現況値 目標値 

Ｈ２７ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

公共施設における再生可能エネルギー設

備の導入を増やします。 

０件 

（累計２件） 

６件 

（累計８件） 

５件 

（累計１３件） 

公 共 施 設 の

新・改築時等

に導入を進め

ます。 

現況値の評価 

及び 

今後の進め方 

平成２６年度は田彦小学校，那珂湊第一小学校，那珂湊中学校，第３分庁舎，那珂湊保

健相談センターに太陽光発電システムを導入しました。今後も，施設の新・改築に併せ

て導入を進めていきます。また，復興計画に基づき避難所にも太陽光発電システムの導

入を進めていきます。 

 

環境指標項目 
現況値 目標値 

Ｈ２７ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

コミュニティバスの利用者数を増やしま

す。 
１５.３万人 １５.４万人 １５.３万人 １６.３万人 

現況値の評価 

及び 

今後の進め方 

平成２６年度の利用者数は，平成２５年度比９９.２％とやや減少した結果となりまし

た。今後は，バスを増車しコースの短縮化，運行本数の増加，交通不便地区の縮小を更

に図っていきます。また，引き続き利用状況等を分析・検証しながら，より利用しやす

い路線やダイヤの見直しを行っていきます。 

 

環境指標項目 
現況値 目標値 

Ｈ２７ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

ひたちなか海浜鉄道湊線の利用者数を増

やします。 
７８.８万人 ８４.０万人 ９４.０万人 ９５.８万人 

現況値の評価 

及び 

今後の進め方 

平成２３年度に東日本大震災の影響で利用者数が落ち込んだものの，平成２４年度以降

は第三セクターに移行して以来最高の乗車人員を毎年記録しています。平成２６年１０

月には，田中後付近の国道２４５号高架橋下に新駅「高田の鉄橋駅」が供用開始をして

いることから，今後更なる乗車人員の増加が見込まれます。 
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環境目標 ４ 暮らしや産業活動と環境との調和がとれた，健康で快適な毎日が過ごせる地域社会をつくり

ます。 

環境指標項目 
現況値 目標値 

Ｈ２７ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

大気汚染に係る環境基準の維持達成を目

指します。 
    

 二酸化硫黄（SO２） １００％ １００％ １００％ １００％ 

 二酸化窒素（NO２） １００％ １００％ １００％ １００％ 

 光化学オキシダント（Ox） ０％ ０％ ０％ １００％ 

 一酸化炭素（CO） １００％ １００％ １００％ １００％ 

 浮遊粒子状物質（SPM） １００％ １００％ １００％ １００％ 

現況値の評価 

及び 

今後の進め方 

光化学オキシダントについては，市役所１地点でのみ測定をしていますが，環境基準を

1 回以上超過した場合，環境基準未達成となります。平成２６年度は，紫外線の強い夏

季に７８日の環境基準超過があったため，未達成ということで０％になっています。今

後も，県内の測定局の測定値を監視しながら,自動車排出ガス等の環境への影響を調査

していきます。 

 

環境指標項目 
現況値 目標値 

Ｈ２７ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

水質汚濁に係る環境基準の維持達成を目

指します。（市内公共水域における環境基

準適合率※４） 

８３.０％ ８５.６％ ８９.４％ １００％ 

現況値の評価 

及び 

今後の進め方 

一部の河川及び海域において環境基準を超えた項目があり，水質汚濁の原因と考えられ

る特定事業場に対し，立入検査及び排水検査を実施し指導していきます。また，単独処

理浄化槽等の使用者に対し，合併処理浄化槽への転換及び維持管理等について啓発して

いきます。 

※４ 環境基準適合率＝環境基準値を達成した検体数／全検体数。一方，環境基準値達成・未達の年間評価

は平均値等で評価を行います（物質ごとに評価方法は異なります）。そのため，環境基準を超過した検体

（測定月）があっても，環境基準を達成している地点もあります。 

 

環境指標項目 
現況値 目標値 

Ｈ２７ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

生活排水処理率の向上を目指します。 ８０.１％ ８２.１％ ８３.４％ 

８０.３％ 

※５ 

（Ｈ２６） 

現況値の評価 

及び 

今後の進め方 

合併処理浄化槽は少しずつ普及してきていますが，公共用水域の水質汚濁の防止を図る

ため，今後も生活排水処理施設を設置する者に対し補助していきます。 

※５ 「地域再生計画」の計画最終年度が平成２６年度であるため，計画最終年度の目標値とします。 

 

環境指標項目 
現況値 目標値 

Ｈ２７ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

騒音に係る環境基準の維持達成を目指し

ます。 
８５.７％ ７８.６％ ７８.６％ １００％ 

現況値の評価 

及び 

今後の進め方 

一部の地域で騒音が環境基準を超えていますが，大幅に超過していないため生活環境へ

の影響は小さいと考えられます。今後も市内の環境騒音を把握するため調査していきま

す。 
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環境指標項目 
現況値 目標値 

Ｈ２７ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

振動に係る要請限度の維持達成を目指し

ます。 
１００％ １００％ １００％ １００％ 

現況値の評価 

及び 

今後の進め方 

道路交通振動で要請限度を超えた地点はありませんが，今後も幹線交通を担う道路で自

動車交通状況を把握するため調査していきます。 

 

環境指標項目 
現況値 目標値 

Ｈ２７ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

ダイオキシン類による大気の汚染，水質

の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準の

維持達成を目指します 

１００％ １００％ １００％ １００％ 

現況値の評価 

及び 

今後の進め方 

ダイオキシン類について，各項目ともすべての地点で環境基準を下回っていますが，今

後も環境基準の適合状況を把握するため調査していきます。 

 

環境目標 ５ 環境保全活動を協働して進めるまちをつくります。 

環境指標項目 
現況値 目標値 

Ｈ２７ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

市ホームページの環境に関する情報への

アクセス件数を増やします。 
４,５５９件 ４,９０３件 ４,９６７件 ８,０００件 

現況値の評価 

及び 

今後の進め方 

情報デジタル化の今，市ホームページを有効に活用し，より新しい情報を提供していき

ます。 

 

環境指標項目 
現況値 目標値 

Ｈ２７ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

市とひたちなか市の環境を良くする会が

共催で実施する環境講座等の参加者数を

増やします。 

２２５人 ３２４人 ２９９人 ５００人 

現況値の評価 

及び 

今後の進め方 

講座への参加者数が減少しています。一方で環境シンポジウムの参加者は増加している

状況です。今後は，市民にとって興味深くタイムリーなテーマを選定し，より多く参加

いただくように講座を開催していきます。 

 

環境指標項目 
現況値 目標値 

Ｈ２７ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

ひたちなか市の環境を良くする会の参加

者数を増やします。 

個 人 ４３ 

家 族   ５ 

団 体 １０ 

事業所 １０ 

計６８会員 

個 人 ５５ 

家 族   ３ 

団 体   ８ 

事業所 １０ 

計７６会員 

個 人 ６５ 

家 族   １ 

団 体   ７ 

事業所 １１ 

計８４会員 

個 人 ５０ 

家 族 １５ 

団 体 １５ 

事業所 １５ 

計９５会員 

現況値の評価 

及び 

今後の進め方 

会員数は増加していますが，家族，団体会員は減少しており，参加者数を増やすため広

く周知を図ります。また，生ごみ堆肥化や自然環境における竹林の整備など市民レベル

での取組について，活発な活動を行っており，今後は，設立７年を経過したことにより，

自立に向けた支援を行っていきます。 
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１．計画の概要                                   

１－１ 計画の基本的事項                                 

（１）計画の趣旨 

１９９２（平成４）年に地球温暖化問題が国際的に認識されてから２０数年が経過しました。その間，

１９９７（平成９）年に京都議定書が採択され，日本としては，２０１２（平成２４）年までに１９９０

（平成２）年比６%の温室効果ガスの削減を定めました。 

本市においても２００１（平成１３）年に「ひたちなか市温暖化防止実行計画」，２００３（平成１５）

年に「ひたちなか市エコオフィス計画（以下「前計画」という。）」を策定し，市の事務・事業に伴い排

出される温室効果ガスの削減に努めてきました。 

この前計画も，２０１２（平成２４）年度をもって計画期間が終了することから「ひたちなか市第２次

エコオフィス計画（以下「本計画」という。）」を作ることになりました。 

しかし，計画策定の前提となる国の温暖化防止対策は，２０２０（平成３２）年までに１９９０（平成

２）年比２５%削減を謳った地球温暖化対策基本法案が，２０１２（平成２４）年秋の衆議院解散に伴い

廃案となるなど，不透明な状況でした。また，地球温暖化対策と密接に関連するエネルギー政策について

も，東日本大震災による福島第一原子力発電所事故により全ての原子力発電所が停止するという事態に陥

り，原発に依存するエネルギー政策の大幅な見直しが求められているところです。 

このような状況にありますが，地球温暖化防止は喫緊の課題であり，少しでも多くの事業所や国民が，

継続的に取り組む必要があります。 

このため，本市としましては，地域のリーダーとなる事業者として，引き続き温室効果ガスの削減に積

極的に取り組むため，本計画を策定しました。 

 

（２）計画の内容 

① 計画の対象範囲 

本計画の対象範囲は，市が実施する全ての事務・事業としました。 

なお，事業系施設※については，市が温室効果ガスの排出を直接抑制できないため計画の対象外としま 

した。 

しかし，対象外とした施設等についても，この計画で定めた取組について実践するよう協力を要請して 

います。 

 

※事業系施設 

本計画中における事業系施設とは，市の施設の中で温室効果ガスの排出量が人口や市民等の活動量に 

依存し，かつその割合が高い施設であり，次の施設等としています。 

 

 

 

 

 

 

② 計画の期間 

本計画の期間は，平成２５年度から平成２９年度までの５年間です。 

なお，進捗状況や社会情勢の変化等により，必要に応じて見直しを行います。 

 

③ 基準年度 

計画の基準年度は，平成２２年度としました。（基準年度について，「地球温暖化対策の推進に関する 

法律」に規定がないため，震災の影響が少なく且つ直近年度である平成２２年度を基準年度としました。） 

 

④ 対象とする温室効果ガス 

本市において排出している二酸化炭素，メタン，一酸化二窒素，ハイドロフルオロカーボン（HFC）の

４種としました。 

 

第５章 ひたちなか市第２次エコオフィス計画 

勝田衛生センター・那珂湊衛生センター・資源リサイクルセンター・農業集落排水処理施設（西中根，東中

根）・市営駐車場・公衆トイレ・街灯・市営住宅・市営アパート・公園・下水浄化センター・浄水場・配水

場・ポンプ場・総合福祉センター，老人福祉センター等 
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表 温室効果ガス総排出量 

２．目標の達成状況                                

２－１ 温室効果ガス総排出量に関する目標の達成状況                         
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

平成２６年度の市の事務事業活動から排出される温室効果ガスの総排出量は，基準年（平成２２年度）に

比べ１０.２％削減され，計画の目標を達成しました。Ａ重油を除く燃料の使用が増加しましたが，電気使用

量の削減が大きかったためと考えられます。（詳細は参考資料Ｐ５４～５７）  

 

 

２－２ 重点削減分野別に見る温室効果ガス削減の内訳                                 

（１）電気使用量の削減 

 

 

 

 

 

 

 

表 電気使用量 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度は，基準年（平成２２年度）に比べ１３％削減され，計画の目標を達成しました。 

主な削減の要因としては，エアコンの設定温度の適温化の推進（夏２８℃，冬２０℃），昼休みのパソコ 

ンの待機電力削減や不要な照明を消灯する等，電気の有効利用及び電気使用量の削減に対する職員の取組

が定着してきたことや，津田，市毛，前渡，佐野，那珂湊の各コミュニティセンターが地域に移管され，

計画の対象外となったことが考えられます。 

なお，参考までに基準年度から地域移管されたコミュニティセンター分の電気使用量を除いて比較した 

場合は，７.９％削減となります。 

 

項 目 
Ｈ22 

（基準年） 
Ｈ25 Ｈ26 

温室効果ガス総排出量 

（ｔ-CO2） 
4,452 4,205 3,996 

削減率  -5.5％ -10.2％ 

項 目 
Ｈ22 

（基準年） 
Ｈ25 Ｈ26 

電気使用量 

（千ｋｗｈ） 
7,150 6,533 6,220 

削減率  -8.6％ -13％ 

【目標】 温室効果ガス総排出量を平成２２年度比で１.３%削減します。 

【結果】 平成２６年度は，基準年（平成２２年度）に比べ１０.２%削減しました。 

 

【目標】昼休みのパソコンの待機電力削減や照明の消灯などの取組実施率の向上により，電気使用量を

平成２２年度比で１.５％削減します。 

【結果】平成２６年度は，基準年（平成２２年度）に比べ１３％削減しました。 
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表 ガソリン使用公用車の走行距離及び燃費 

（２）ガソリン使用量の削減 

 

 

 

 

 

表 ガソリン使用量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度は，基準年（平成２２年度）に比べ１.８％増加しました。 

削減できなかった主な要因として，ガソリン使用公用車の走行距離の増加が考えられます。ガソリンは， 

その 9 割以上が公用車の燃料として使用されていますので，引き続きエコドライブの励行や公用車の更新 

時及び新規購入時の低公害な自動車の優先導入を推進し，目標達成を目指します。 

項 目 
Ｈ22 

（基準年） 
Ｈ25 Ｈ26 

ガソリン使用量 

（Ｌ） 

公用車燃料以外 3,306 3,116 3,561 

公用車燃料 107,387 112,393 109,178 

計 110,693 115,509 112,739 

削減率  ＋4.4％ ＋1.8％ 

項 目 単位 
Ｈ22 

（基準年） 
Ｈ25 Ｈ26 

走行距離 ｋｍ １,２２６,３３７ １,２７３,８９２ １,２３８,３２４ 

燃費 ｋｍ／Ｌ １１.４ １１.３ １１.３ 

【目標】 エコドライブの更なる励行によりガソリン使用量を平成２２年度比で５％削減します。 

【結果】 平成２６年度は，基準年（平成２２年度）に比べ１.８％増加しました。 
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３．職員の「ひたちなか市第２次エコオフィス計画」の取組状況                       

３－１ 取組実施状況調査の実施 

（１）調査方法 

  各職場の温暖化対策推進員に，職場における取組実施状況について，以下の４段階で評価してもらいま

した。取組は，全職員共通の取組と，特定の課が行う取組の２種類に分けて調査しました。 

◎ ： 徹底して実行している  （概ね９０～１００％） 

○ ： 比較的積極的に実行している  （概ね６０～ ９０％） 

△ ： 時々実行している   （概ね３０～ ６０％） 

× ： ほとんど実行していない  （概ね ０～ ３０％） 

－ ： 私の職場では該当しない 

 

取組実施状況チェックリスト
（全職員共通の取組）

職　場　名

温暖化対策推進員名

パソコン及びプリンターは，退庁時や外出，会議等で長時間使用しない場合には電源を切
りましたか。

パソコンは，業務に支障がない限り省電力モードで使用し，昼休みはスリープまたはスタ
ンバイ状態にしましたか。

昼休みや夜間残業時等，窓口業務を除き不要な照明は消灯し，日中についても執務や
安全衛生上支障がない場合は消灯しましたか。

エアコンの温度設定は，夏季28℃，冬季20℃を目安としましたか。

夏季におけるクールビズ，冬季におけるウォームビズを推進しましたか。

季節に応じてカーテンやブラインドを活用し，冷暖房の効率向上に努めましたか。

毎週水曜日はノー残業デーとし，速やかな退庁に努めましたか。

エレベーターの利用は極力自粛し，階段を利用しましたか。

１　電気の有効利用及び電気使用量の削減

◎ 徹底して実行している。（概ね90～100%）
○ 概ね実行している。 （概ね60～90%）
△ 時々実行している 。 （概ね30～60%）
× ほとんど実行していない。(概ね０～30%）
－ 私の職場では該当しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２ 取組状況                                     

（１）全職員共通の取組状況 

  全体的に取組は概ね実行されています。特に，「電気の有効利用及び電気使用量の削減」に関する取組は，

ほとんどが高い水準で取り組まれています。しかし，「職員の環境意識啓発」における自動車利用の抑制に

ついては，ノーマイカーウィーク等の取組を実施していますが，依然として取組が推進されていない状況

です。 

取組実施状況チェックリスト
（特定の組織で実施する取組）

職　場　名

温暖化対策推進員名

１　電気の有効利用及び電気使用量の削減

パソコンやプリンター，複合機等の集中管理を徹底し，台数の見直しを行いましたか。 情報政
策課

施設の新設・改修にあたっては，太陽光発電システムの導入等に努めましたか。
管財課
各施設担当課

施設の新設・改修にあたっては，ＬＥＤ照明を導入しましたか。 管財課

施設の新設・改修にあたっては，複層ガラス等を導入し，断熱性の向上に努めましたか。
管財課
各施設担当課

コージェネレーションシステムや深夜電力の活用等，エネルギー利用の合理化に努めまし
たか。

管財課
各施設担当課

グリーンカーテンを推進しましたか。 各施設担当課

安全上支障がない場合は，廊下・階段等の照明は消灯しましたか。
管財課
各施設担当課

照明機器及び空調機器については，定期的な点検や整備を実施し，適切な維持・管理に
努めましたか。

管財課
各施設担当課

◎ 徹底して実行している。（概ね90～100%）
○ 概ね実行している。 （概ね60～90%）
△ 時々実行している 。 （概ね30～60%）
× ほとんど実行していない。(概ね０～30%）
－ 私の職場では該当しない。

取組実施状況チェックリスト 

（全職員共通の取組） 

取組実施状況チェックリスト 

（特定の組織で実施する取組） 
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表 全職員共通の取組に関する自己評価結果 

 

 

 

評価
（H26）

評価
（H25）

2.4 2.3

2.2 2.2

2.6 2.7

2.3 2.5

2.7 2.8

2.5 2.4

1.6 1.7

2.8 2.7

2.3 2.2

1.6 1.9

1.7 1.8

３ 水資源の有効利用
　及び水使用量の削減 2.6 2.6

2.0 2.0

2.2 2.2

2.0 2.1

2.5 2.4

2.5 2.5

1.8 1.7

2.1 2.2

2.2 2.2

2.1 2.0

1.9 1.8

2.6 2.5

2.6 2.6

2.0 2.0

2.5 2.5

1.7 1.6

1.8 1.7

2.0 2.0

1.3 1.4

1.7 1.7

2.0 2.1

2.3 2.2

遊休物品については，掲示板等の活用により有効利用に努めましたか。 1.3 1.3

2.0 2.0

1.5 1.4

1.8 1.6

1.4 1.4

1.0 1.1

取 組 内 容 （ 全 職 員 共 通 ）

１　電気の有効利用
　　及び電気使用量
　　の削減

パソコン及びプリンターは，退庁時や外出，会議等で長時間使用しない場合には電源を切りま
したか。

パソコンは，業務に支障がない限り省電力モードで使用し，昼休みはスリープまたはスタンバ
イ状態にしましたか。

昼休みや夜間残業時等，窓口業務を除き不要な照明は消灯し，日中についても執務や安全衛生
上支障がない場合は消灯しましたか。

エアコンの温度設定は，夏季28℃，冬季20℃を目安としましたか。

夏季におけるクールビズ，冬季におけるウォームビズを推進しましたか。

季節に応じてカーテンやブラインドを活用し，冷暖房の効率向上に努めましたか。

毎週水曜日はノー残業デーとし，速やかな退庁に努めましたか。

エレベーターの利用は極力自粛し，階段を利用しましたか。

２　燃料の有効利用
　　及び燃料使用量
　　の削減

公用車の運転にあたっては，エコドライブを徹底しましたか。

公用車の使用にあたっては，低燃費車を優先的に使用しましたか。

出張・移動の際は，公共交通機関の利用や相乗りするなどして公用車の使用抑制に努めました
か。

食器類の洗浄や手洗い等にあたっては，水道の蛇口をこまめに閉じ節水に努めましたか。

４ 紙資源の有効利用
　 及び紙使用量の削減

ファイリングシステムなどを活用し，職場内の資料を共有化しましたか。

庁内における連絡事項などは電子メールや庁内ＬＡＮを活用し，紙の使用を抑制しましたか。

庁内におけるコピーや印刷は，両面コピー・両面印刷を徹底するとともに，縮小コピー等印刷
方法を工夫しましたか。

コピー使用前及び使用後は必ずリセットボタンを押し，ミスコピーを防ぎましたか。

受け取った封筒は，市役所内の資料送付用などに有効利用しましたか。

会議などではプロジェクター等を活用し，資料の枚数や部数についても出席人数等を精査・把
握し必要最小限としましたか。

冊子，パンフレット，ポスター，報告書等を印刷する際には，必要性，発行回数，発行部数，
ページ数を精査し必要最小限としましたか。

会議では，資料入れ封筒の使用を控えましたか。

名刺や報告書，パンフレット，ポスター，広報誌等については，グリーン購入法※1に基づき
より総合評価値※2が高い用紙を使用しましたか。

印刷物の製作にあたっては，再生紙を使用していることを表示しましたか。

５　廃棄物の抑制・
　　リサイクルの推進

個人単位のごみ箱を廃止し，原則として課毎に配置しましたか。

課内から出るごみの分別を徹底し，ごみの減量化に努めましたか。

容器や包装紙などはすぐに廃棄物として処分せず，再利用などに努めましたか。

シュレッダーの利用は個人情報を含む文書などに限定しましたか。

物品を購入する際，不要な包装箱などは可能な限り納入業者に持ち帰ってもらいましたか。

資料やカタログ類は無料提供であっても必要なもの以外は受け取りませんでしたか。

紙コップや割り箸など，使い捨て製品の購入及び使用を自粛しましたか。

職場にはし・スプーン等を常備し、買い物時に割り箸、スプーン等は断りましたか。

過剰包装やトレイに入った商品は避け，簡易包装された物品の購入に努めましたか。

６　グリーン購入の
　　推進

事務用品や事務機器は，環境ラベリング商品（エコマーク，グリーンマーク等）を積極的に購
入・使用しましたか。

再利用が可能な物品，長期使用が可能な物品の購入に努めるとともに，故障や不具合の際には
可能な限り修繕し長期使用しましたか。

詰め替え可能な製品（文具，洗剤等）を使用しましたか。

７　職員の
　　環境意識啓発

取引事業者に対して，環境意識の啓発に努めるとともに，環境基本計画環境配慮指針に基づき
取組の実践を求めましたか。

職員は地域の環境保全活動や地域清掃等へ積極的に参加するとともに，各職場の長は，職員の
参加を積極的に奨励しましたか。

自動車の利用に際しては，相乗り等を心掛け，自動車利用の抑制に努めましたか。

通勤には公共交通機関等を利用するなど，自動車の使用を控えましたか。

※1　 グリーン購入法とは，「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」の通称であり，国等の公的機関が率先して環境
　　　物品等（環境負荷低減に資する製品・サービス）の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進する
　　　ことにより、需要の転換を図り，持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指しています。また、国等の各機関の取
　　　組に関することのほか、地方公共団体、事業者及び国民の責務などについても定めています。

※2　 総合評価値とは，古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原
　　　料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を所定の算定式により総合的に評価し数値化したもので
　　　す。

 

■評価方法 

◎ 徹底して実行している。（９０～１００％） ３点 

○ 概ね実行している。（６０～９０％） ２点 

△ 時々実行している。（３０～６０％） １点 

× ほとんど実行していない。（～３０％） ０点 

 

加重平均 

 

2.1～ 非常によく実行されている。 

 1.1～2.0 徹底されてはいないが，概ね実行されている。 

 ～1.0 あまり実行されていない。 

 

評価
（H26）

評価
（H25）
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2.7 2.8
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1.6 1.9

1.7 1.8

３ 水資源の有効利用
　及び水使用量の削減 2.6 2.6

2.0 2.0

2.2 2.2

2.0 2.1

2.5 2.4
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2.2 2.2

2.1 2.0

1.9 1.8

2.6 2.5

2.6 2.6

2.0 2.0

2.5 2.5

1.7 1.6

1.8 1.7

2.0 2.0

1.3 1.4

1.7 1.7
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2.3 2.2

遊休物品については，掲示板等の活用により有効利用に努めましたか。 1.3 1.3

2.0 2.0

1.5 1.4

1.8 1.6

1.4 1.4

1.0 1.1

取 組 内 容 （ 全 職 員 共 通 ）

１　電気の有効利用
　　及び電気使用量
　　の削減

パソコン及びプリンターは，退庁時や外出，会議等で長時間使用しない場合には電源を切りま
したか。

パソコンは，業務に支障がない限り省電力モードで使用し，昼休みはスリープまたはスタンバ
イ状態にしましたか。

昼休みや夜間残業時等，窓口業務を除き不要な照明は消灯し，日中についても執務や安全衛生
上支障がない場合は消灯しましたか。

エアコンの温度設定は，夏季28℃，冬季20℃を目安としましたか。

夏季におけるクールビズ，冬季におけるウォームビズを推進しましたか。

季節に応じてカーテンやブラインドを活用し，冷暖房の効率向上に努めましたか。

毎週水曜日はノー残業デーとし，速やかな退庁に努めましたか。

エレベーターの利用は極力自粛し，階段を利用しましたか。

２　燃料の有効利用
　　及び燃料使用量
　　の削減

公用車の運転にあたっては，エコドライブを徹底しましたか。

公用車の使用にあたっては，低燃費車を優先的に使用しましたか。

出張・移動の際は，公共交通機関の利用や相乗りするなどして公用車の使用抑制に努めました
か。

食器類の洗浄や手洗い等にあたっては，水道の蛇口をこまめに閉じ節水に努めましたか。

４ 紙資源の有効利用
　 及び紙使用量の削減

ファイリングシステムなどを活用し，職場内の資料を共有化しましたか。

庁内における連絡事項などは電子メールや庁内ＬＡＮを活用し，紙の使用を抑制しましたか。

庁内におけるコピーや印刷は，両面コピー・両面印刷を徹底するとともに，縮小コピー等印刷
方法を工夫しましたか。

コピー使用前及び使用後は必ずリセットボタンを押し，ミスコピーを防ぎましたか。

受け取った封筒は，市役所内の資料送付用などに有効利用しましたか。

会議などではプロジェクター等を活用し，資料の枚数や部数についても出席人数等を精査・把
握し必要最小限としましたか。

冊子，パンフレット，ポスター，報告書等を印刷する際には，必要性，発行回数，発行部数，
ページ数を精査し必要最小限としましたか。

会議では，資料入れ封筒の使用を控えましたか。

名刺や報告書，パンフレット，ポスター，広報誌等については，グリーン購入法※1に基づき
より総合評価値※2が高い用紙を使用しましたか。

印刷物の製作にあたっては，再生紙を使用していることを表示しましたか。

５　廃棄物の抑制・
　　リサイクルの推進

個人単位のごみ箱を廃止し，原則として課毎に配置しましたか。

課内から出るごみの分別を徹底し，ごみの減量化に努めましたか。

容器や包装紙などはすぐに廃棄物として処分せず，再利用などに努めましたか。

シュレッダーの利用は個人情報を含む文書などに限定しましたか。

物品を購入する際，不要な包装箱などは可能な限り納入業者に持ち帰ってもらいましたか。

資料やカタログ類は無料提供であっても必要なもの以外は受け取りませんでしたか。

紙コップや割り箸など，使い捨て製品の購入及び使用を自粛しましたか。

職場にはし・スプーン等を常備し、買い物時に割り箸、スプーン等は断りましたか。

過剰包装やトレイに入った商品は避け，簡易包装された物品の購入に努めましたか。

６　グリーン購入の
　　推進

事務用品や事務機器は，環境ラベリング商品（エコマーク，グリーンマーク等）を積極的に購
入・使用しましたか。

再利用が可能な物品，長期使用が可能な物品の購入に努めるとともに，故障や不具合の際には
可能な限り修繕し長期使用しましたか。

詰め替え可能な製品（文具，洗剤等）を使用しましたか。

７　職員の
　　環境意識啓発

取引事業者に対して，環境意識の啓発に努めるとともに，環境基本計画環境配慮指針に基づき
取組の実践を求めましたか。

職員は地域の環境保全活動や地域清掃等へ積極的に参加するとともに，各職場の長は，職員の
参加を積極的に奨励しましたか。

自動車の利用に際しては，相乗り等を心掛け，自動車利用の抑制に努めましたか。

通勤には公共交通機関等を利用するなど，自動車の使用を控えましたか。

※1　 グリーン購入法とは，「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」の通称であり，国等の公的機関が率先して環境
　　　物品等（環境負荷低減に資する製品・サービス）の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進する
　　　ことにより、需要の転換を図り，持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指しています。また、国等の各機関の取
　　　組に関することのほか、地方公共団体、事業者及び国民の責務などについても定めています。

※2　 総合評価値とは，古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原
　　　料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を所定の算定式により総合的に評価し数値化したもので
　　　す。
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（２）特定の課の取組状況 

「電気の有効利用及び電気使用量の削減」に関する取組状況に関しては，廊下や階段等の消灯，照明や空

調機器の維持管理については，良く取り組まれております。 

  また，「ボイラー等エネルギー供給設備については，定期的な点検や整備を実施し，適切な維持・管理に

努める」や「トイレットペーパーは古紙配合率１００％の製品を購入」等の取組は徹底して実行されてい

ます。  

 一方で，各施設の新築・改修における省エネルギー型設備や節水設備などの導入については，総じてあ

まり実行されていません。 

 

             表 特定課が行う取組に関する自己評価結果 

評価
（H26）

評価
（H25）

パソコンやプリンター，複合機等の集中管理を徹底し，台数の見直しを行い
ましたか。

情報政策課 2.0 2.0

施設の新設・改修にあたっては，太陽光発電システムの導入等に努めました
か。

管財課
各施設担当課 0.9 0.8

施設の新設・改修にあたっては，ＬＥＤ照明を導入しましたか。 管財課 1.0 1.0

施設の新設・改修にあたっては，複層ガラス等を導入し，断熱性の向上に努
めましたか。

管財課
各施設担当課 0.3 0.0

コージェネレーションシステムや深夜電力の活用等，エネルギー利用の合理
化に努めましたか。

管財課
各施設担当課 0.4 0.3

グリーンカーテンを推進しましたか。 各施設担当課 1.0 1.3

安全上支障がない場合は，廊下・階段等の照明は消灯しましたか。
管財課
各施設担当課 2.5 2.6

照明機器及び空調機器については，定期的な点検や整備を実施し，適切な維
持・管理に努めましたか。

管財課
各施設担当課 2.4 2.5

公用車の新規導入・更新にあたっては，環境への負荷が少ない電気自動車や
ハイブリッド自動車などの次世代自動車の導入に努めましたか。

管財課 0.0 0.0

ボイラー等エネルギー供給設備については，定期的な点検や整備を実施し，
適切な維持・管理に努めましたか。

管財課
各施設担当課 2.6 2.3

公共施設の水栓に節水コマなどの節水器具を導入しましたか。
管財課
各施設担当課 0.5 0.3

施設の新設・改修時を含め，トイレに節水型フラッシュバルブや流水音発生
装置などを設置しましたか。

管財課
各施設担当課 0.4 0.6

施設の新設・改修にあたっては，散水などへの雨水利用のため雨水貯留槽等
の導入に努めましたか。

管財課
各施設担当課 0.0 0.0

コピー用紙の使用量の把握・管理に努めましたか。 総務課 1.5 1.5

コピー用紙は，グリーン購入法※1に基づき総合評価値※2が80 以上の製
品を購入しましたか。

総務課
管財課 2.3 2.0

トイレットペーパーは，古紙配合率100%の製品を購入しましたか。 管財課 3.0 3.0

シュレッダー機器の購入・更新にあたっては，シュレッダーダストのリサイ
クルを前提として機器を選定しましたか。

総務課 2.0 3.0

給食センターなど厨房を有する施設では，排出する生ごみを減量するため，
調理くずをなるべく出さない献立メニューを検討しましたか。

調理関係課 0.0 0.0

街路樹や公園，学校等の維持管理に伴い排出される樹木の剪定枝を再資源化
しましたか。

環境保全課
維持管理関係課 1.4 1.3

資源回収品目を以下の8 品目とし，確実に分別・回収しましたか。
（①新聞紙②コピー済用紙③雑誌④段ボール⑤空き瓶⑥空き缶⑦ペットボト
ル⑧その他プラスチック）

管財課 1.7 2.0

庁舎や施設毎に分別回収ボックス等を設置しましたか。
管財課
各施設担当課 2.3 2.3

施工にあたっては，建設副産物の発生を抑制する工法や資材を採用しました
か。

工事担当課 2.1 2.2

施工にあたっては，再生資材の利用促進，建設副産物の有効利用に努めまし
たか。

工事担当課 2.5 2.5

現場内で活用・処理できない建設発生土等の建設廃棄物については，他の公
共事業と情報交換や調整を行い，工事間での建設廃棄物の再利用に努めまし
たか。

工事担当課 2.3 2.0

仮設工事等で型枠を使用する場合は，熱帯材型枠の使用を抑制し環境負荷の
少ない型枠の使用に努めましたか。

工事担当課 1.6 1.1

６　グリーン購入の推進 建設資材等は，県産材を使用した原材料の選択を推進しましたか。
管財課
工事担当課 1.3 1.1

環境負荷低減及び地球温暖化対策等に関する知識や情報の提供を行
いましたか。

環境保全課 3.0 3.0

環境に関する研修や講演会，シンポジウムなどの開催情報を積極的
に提供しましたか。

環境保全課 3.0 3.0

環境に関する情報を積極的に市民及び事業者に提供しましたか。 環境保全課 3.0 1.5

市の事務及び事業活動における環境保全や環境負荷低減に関する提案やアイ
デアを，業務改善提案制度を活用し職員から募集しましたか。

人事課 2.0 2.0

５　廃棄物の発生抑制
　　及びリサイクルの推進

７　職員の環境意識啓発

取 組 内 容 （ 特定の課 ）

１　電気の有効利用
　　及び電気使用量の
　　削減

２　燃料の有効利用
　　及び燃料使用量
　　の削減

３ 水資源の有効利用
　　及び水使用量の
　　削減

４  紙製品の有効利用
　　及び水使用量の削減

 



  

参考資料 

 目 次 
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環境の保全を図っていくためには，市民・事業者・行政が，それぞれの立場で取組を推進していくこと

が必要です。 

そこで毎年，積極的に環境に配慮した活動を行っている方達の取組を広く紹介し，さらに活動の輪を

広げていこうと，市内の小中学校，市民団体や事業者等の方にこれまでの活動報告を提出していただき，

その活動報告を市ホームページに掲載しています。（提出いただいた原稿をそのまま掲載しています。） 

  

  

 

 【平成２６年度市ホームページ掲載団体】 

事業者 

・日立オートモティブシステムズ 株式会社 

・ルネサス セミコンダクタ マニュファクチュ

アリング 株式会社 

・株式会社 日立製作所 水戸事業所 

・株式会社 日立ハイテクノロジーズ 

・コロナ電気 株式会社  

・株式会社 小松製作所 茨城工場  

小中学校 

・中根小学校  

・勝倉小学校  

・三反田小学校 

・枝川小学校 

・東石川小学校 

・前渡小学校 

・佐野小学校 

・堀口小学校 

・高野小学校 

・田彦小学校 

・津田小学校 

・長堀小学校 

・外野小学校 

  

・那珂湊第二小学校 

・那珂湊第三小学校 

・平磯小学校  

・磯崎小学校  

・阿字ヶ浦小学校 

・勝田第一中学校 

・勝田第二中学校  

・勝田第三中学校  

・佐野中学校  

・那珂湊中学校 

・平磯中学校  

・阿字ケ浦中学校 

参考資料１ 市民・事業者の活動報告          

エコキャップ運動：堀口小 

海岸クリーンアップ運動：那珂湊中 
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２－１ 計画で対象とする温室効果ガス                          

（１）対象とする温室効果ガス 

この計画で対象とする温室効果ガスは，二酸化炭素，メタン，一酸化二窒素，ハイドロフルオロカ

ーボン（HFC）の４種としました。 

表 温対法で対象とする温室効果ガス 

温室効果ガス 主な用途・排出源 

二酸化炭素（CO2） 化石燃料の燃焼 

メタン（CH4） 燃料の燃焼，廃棄物の埋め立て 

一酸化二窒素（N2O） 燃料の燃焼 

ハイドロフルオロカーボン（HFC） エアコンや冷蔵庫の冷媒 

   

２－２ 温室効果ガスの排出状況                              
（１）温室効果ガスの総排出量及び排出源別の内訳  

 

 

 

温室効果ガスを排出する活動 

活動別内訳 温室効果ガス別内訳 
総排出量 

（Kg-CO2) 
排出量 

（Kg-CO2) 

総排出量に 

占める割合 

排出量 

（Kg-CO2) 

総排出量に 

占める割合 

CO2 

燃
料
の
使
用 

ガソリン 
261,554  6.5%  

3,983,627 99.7% 3,996,564 

（256,808） （5.8%） 

軽油 
57,991  1.5%  

（54,691） （1.2%） 

灯油 
598,088  15.0%  

（578,145） （13.0%） 

Ａ重油 
397,286  9.9%  

（4,438,904） （99.7%） （4,452,044）  

（552,542） （12.4%） 

  

 

ＬＰＧ 
280,218  7.0%  

（250,974） （5.6%） 

電気の使用 
2,388,490  59.8%  

（2,745,744） （61.7%） 

CH4 公用車の走行 
362  0.0%  362  0.0%  

（375） （0.0%） （375）  （0.0%） 

N2O 公用車の走行 
10,079  0.2%  10,079  0.2%  

（10,633） （0.2%） （10,633）  （0.2%） 

HFC カーエアコンの使用 
2,496  0.1%  2,496  0.1%  

（2,132） （0.0%） （2,132）  （0.0%） 

◎表中の「０.０％」は０.１％未満であることを示します。 

 

※基準年度の温室効果ガス総排出量の再算定について 

平成２２年度から平成２５年度の間に市組織から外れた施設等については，基準年度である平成２２

年度の温室効果ガス総排出量から当該施設分を除いた数値を，基準として用いています。 

 

   

 

参考資料２ 「ひたちなか市第２次エコオフィス計画」の詳細データ  

         

＜平成２５年度において市組織から外れている機関，事業系施設＞ 

子どもふれあい館・田彦公民館・大島コミュニティセンター・１中地区コミュニティセンター・平磯

学習センター・那珂湊勤労青少年ホーム・消防本部・笹野消防署・神敷台消防署・田彦消防署等        

 

表 平成２６年度の温室効果ガスの総排出量及び排出源別の内訳 

 ＊（）内は基準年度（平成２２年度）の値 
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（２）温室効果ガス総排出量の算定について  

温室効果ガス総排出量は，次の式により求めます。 

 

 

 

◎排出係数及び地球温暖化係数について 

温対法施行令第３条において，温室効果ガス総排出量に係る「温室効果ガスの排出量の算定方法」，

「排出係数」及び「地球温暖化係数」が決められています。なお，各係数については，法律が改正され

た際に変更となりますが，その内，電気使用量の排出係数（※１）については，毎年，電気事業者ごと

に変更されます。本計画の年次報告では，前計画から引き続き，取組成果を的確に把握するため，基準

年度（平成２２年度）の排出係数を用いています。また，最新の排出係数を使用した実際の温室効果ガ

スの総排出量についても，併せて管理していきます（※２）。 

 

（※１）電気使用量の排出係数 

電気使用量の排出係数とは，１kWの電気を作るのにどれだけのCO２を排出したかを算出したもので，

電気事業者ごとに，また発電方法の変動などにより毎年変動します。平成２３年３月の東日本大震災の

影響により原子力発電所が停止し，火力発電の稼働率が上がっているため，震災以降は排出係数が増加

している状況となっています。 

 

近年の排出係数（東京電力株式会社） 

H22 H23 H24 H25 H26 

0.384 0.375 0.464 0.525 0.531 

 

 

① 平成２６年度電気使用量を基準年度（平成２２年度）の排出係数で計算した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 平成２６年度電気使用量を毎年変更される最新の数値（平成２６年度）の排出係数で計算した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

①の場合，温室効果ガス総排出量は１０.２％の削減となりますが，②の場合，電気使用量は削減しま

したが，温室効果ガス総排出量は１０.３％の増加となります。 

このように，温室効果ガス排出量は，排出係数の増減の影響を大きく受けます。本計画においては，

以下の（※２）に基づき，基準年度の排出係数を用いています。 

（排出係数） （地球温暖化係数）

（ｋｗｈ） × 0.384 × 1 ≒ 2,388,490 （Kg-CO2）

※電気使用量以外の温室効果ガス排出量（約1,608,074（Kg-CO2））と合計した温室効果ガス総排出量

＝　

（温室効果ガス排出量）

6,220,026

3,996,564（Kg-CO2）

（電気使用量）

（排出係数） （地球温暖化係数）

（ｋｗｈ） × 0.531 × 1 ≒ 3,302,834 （Kg-CO2）

※電気使用量以外の温室効果ガス排出量（約1,608,074（Kg-CO2））と合計した温室効果ガス総排出量

＝　 4,910,908（Kg-CO2）

（電気使用量） （温室効果ガス排出量）

6,220,026

温室効果ガス総排出量 ＝ 活動量 × 排出係数 × 地球温暖化係数 
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（※２）「地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・改訂の手引き（平成２６年３月環境省策定）」 

より一部抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）温室効果ガス及び排出源別の経年変化 

①温室効果ガスの総排出量 

 

図 温室効果ガス総排出量の経年変化 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）実行計画に定めた取組項目の実施状況の評価 

① 実際の温室効果ガスの総排出量の算定 

実行計画の推進に当たっては，温室効果ガスを排出させる活動項目の実績に基づき，

毎年の温室効果ガスの総排出量を算定することが求められています。なお，毎年の温室

効果ガスの総排出量は，施行令に基づき，最新の排出係数を使用して，算定を行う必要

があります。 

② 実行計画の進行管理のための温室効果ガスの総排出量の算定 

最新の排出係数を使用する場合，当該地方公共団体の温室効果ガス排出量は，排出係

数の増減の影響を受けるため，取組成果を適切に把握できない可能性があります。その

ため，実行計画の進捗状況や目標の達成状況等を適切に管理するための手法として，排

出係数を実行計画の基準年度の値で固定して算定を行うことも考えられます。 

ただし，この場合は，上述①の「実際の温室効果ガスの総排出量」についても併せて 

管理していくことが必要です。 



 

- 57 - 

 

②電気使用量 

 
図 電気使用量の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ガソリン使用量 

 

 

 図 ガソリン使用量の経年変化 
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３－１ 大気汚染                                    

（１）測定地点及び測定項目 

  本市の大気環境の状況を把握するため，下表に示す測定を行っています。茨城県が設置している一般

環境大気測定局２局をはじめ，市独自で簡易測定法による監視や自動車排出ガス環境濃度調査等を行っ

ています。 

 

表 測定地点及び測定項目 

項    目 測 定 地 点 No 測 定 項 目 測定頻度 

大気常時監視 

常陸那珂勝田測定局 

（市役所） 
① ＳＯ２，ＮＯ２，Ｏx，ＳＰＭ 

通年 

（県実施) ひたちなか測定局   

（市毛小） 
⑰ ＮＯ２，ＳＰＭ 

硫 黄 酸 化 物                                 

及     び                   

窒 素 酸 化 物       

市 役 所 ① 

ＳＯx，ＮＯx 

（アルカリろ紙法） 
通年 

文 化 会 館 ⑬ 

勝 田 二 中 ⑧ 

田  彦  消 防 署 ② 

高 野 小 ④ 

湊 一 小 ⑦ 

阿 字 ケ 浦 中 ⑩ 

那珂湊コミュニティセン

ター部田野館 

③ 

降下ばいじん 

勝 田 二 中 ⑧ 

不溶解性物質 

溶解性物質 

（デポジットゲージ法） 

通年 

高 野 小 ④ 

市 役 所 ① 

中 根 小 ⑥ 

湊 一 小 ⑦ 

浮遊粒子状物質 

勝 田 三 中 ⑨ 

 ＳＰＭ，Ｃｕ，Ｐｂ，Ｍｎ， 

Ｃｄ 

（ローボリウムエアサンプラー

法 ） 

隔月 

６回/年 

勝 田 高 校 ⑪ 

高 野 小 ④ 

湊 一 小 ⑦ 

阿 字 ケ 浦 中 ⑩ 

那珂湊コミュニティセン

ター部田野館 
③ 

斉 藤 自 工 ⑫ 

東 石 川 小 ⑤ 

文 化 会 館 ⑬ 

勝 田 一 中 ⑯ 

市 役 所 ① 

田  彦  消 防 署 ② 

自動車排出ガス 
市 毛 十 字 路 ⑭ ＮＯ，ＮＯ２，ＣＯ，ＮＭＨＣ，

ＣＨ４，ＳＰＭ，風向風速 

１回/年 

(２ヵ所) 田 中 後 交 差 点 ⑮ 

雨 水 成 分 市 役 所 ① 

ｐＨ，ＥＣ，水温，雨量，Ｆ－，

Ｃｌ－，ＮＯ2
－，ＮＯ3

－，ＰＯ4
3－，

ＳＯ4
2－ 

通年 

風 向 ・ 風 速        勝 田 三 中 ⑨ 風向・風速 通年 

参考資料３ 環境測定データ           
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那珂湊駅 

湊線 

水戸市 

大洗町 

東海村 

那珂市 

那珂川 

６
号
線 

常
陸
那
珂
港 

国
道 

   
勝田駅 

   
佐和駅 

国
道   

号
線 

245 

   常
磐
線 

 

国道６号 

東水戸道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）測定結果 

ア  硫黄酸化物（ＳＯｘ） 

（ア）二酸化硫黄（大気常時監視） 

   平成２６年度は，常陸那珂勝田，ひたちなか測定局とも環境基準を超えた日はありませんでした。

年平均値については，過去５年間大きな変化は見られず，低濃度かつ横ばいで推移しています。 

 

          表 二酸化硫黄測定結果（年平均値）        単位：ＰＰＭ 

地 点 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

常陸那珂勝田測定局 ０.００２ ０.００１ ０.００１ ０.００１ ０.００１ 

ひたちなか測定局※ ０.００３ ― ― ― ― 

    ※平成２３年度よりひたちなか測定局は測定終了。 

 

 

 

 

 

番号 測定地点 

① 市役所 

② 田彦消防署 

③ 
那珂湊コミュニティ

センター部田野館 

④ 高野小 

⑤ 東石川小 

⑥ 中根小 

⑦ 湊一小 

⑧ 勝田二中 

⑨ 勝田三中 

⑩ 阿字ケ浦中 

番号 測定地点 

⑪ 勝田高校 

⑫ 斉藤自工 

⑬ 文化会館 

⑭ 市毛十字路 

⑮ 田中後 

⑯ 勝田一中 

⑰ 市毛小 

茨
城
港 

常
陸
那
珂
港
区 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 
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（イ）硫黄酸化物（アルカリろ紙法） 

   平成２６年度の年平均値は，０.０１ ｍｇ／１００ｃｍ２／日以下でした。過去５年間大きな変化は

見られず，低い値で推移しています。 

        表 硫黄酸化物測定結果（年平均値）   単位： ｍｇ／１００ｃｍ２／日 

地 点 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

市役所 ０.０１ ０.０２ ０.０１ ０.０１ ０.０１ 

勝田二中 ０.０１ ０.０１ ０.０１ ０.０１ ０.０１ 

田彦消防署 ０.０１ ０.０２ ０.０１ ０.０１ ０.０１ 

高野小 ０.０１ ０.０２ ０.０１ ０.０１ ０.０１ 

那珂湊コミュニティセンター部田野館 ０.０１ ０.０１ ０.０１ ０.０１ ０.０１ 

湊一小 ０.０１ ０.０３ ０.０１ ０.０１ ０.０１ 

青雲寮（※1） ０.０１ ０.０６ ０.０１ ― ― 

文化会館 ― ― ― ０.０１ ０.０１ 

阿字ケ浦中 ０.０１ ０.０１ ０.０１ ０.０１ ０.０１ 

    ※１ 平成２５年度から測定地点が 1 地点変更：青雲寮 → 文化会館 

 

 

 

 

 

 

常陸那珂勝田測定局

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26

（ＰＰＭ） 

ひたちなか測定局

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26

（ＰＰＭ） 
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イ  窒素酸化物（ＮＯｘ） 

（ア）二酸化窒素（大気常時監視） 

   平成２６年度は，常陸那珂勝田，ひたちなか測定局とも環境基準を超えた日はありませんでした。

年平均値については，過去５年間大きな変化は見られず，低濃度かつ横ばいで推移しています。 

 

           表 二酸化窒素測定結果（年平均値）            単位：ＰＰＭ 

地 点 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

常陸那珂勝田測定局 ０.０１１ ０.０１０ ０.０１０ ０.０１０ ０.００９ 

ひたちなか測定局 ０.０１０ ０.０１０ ０.００９ ０.０１０ ０.００９ 
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（イ）窒素酸化物（アルカリろ紙法） 

   平成２６年度の各地点とも年平均値は０.０３ｍｇ／１００ｃｍ２／日以下でした。過去５年間大き

な変化は見られず，低い値で推移しています。 

             表 窒素酸化物測定結果（年平均値）  単位：ｍｇ／１００ｃｍ２／日 

地 点 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

市役所 ０.０１ ０.０１ ０.０１ ０.０１ ０.０１ 

勝田二中 ０.０１ ０.０１ ０.０１ ０.０１ ０.０１ 

田彦消防署 ０.０１ ０.０２ ０.０１ ０.０１ ０.０１ 

高野小 ０.０１ ０.０１ ０.０１ ０.０１ ０.０１ 

那珂湊コミュニティセンター部田野館 ０.０１ ０.０１ ０.０１ ０.０１ ０.０１ 

湊一小 ０.０１ ０.０３ ０.０１ ０.０１ ０.０１ 

青雲寮（※１） ０.０１ ０.０３ ０.０１ ― ― 

文化会館 ― ― ― ０.０１ ０.０１ 

阿字ケ浦中 ０.０１ ０.０１ ０.０１ ０.０１ ０.０３ 

※１ 平成２５年度から測定地点が１地点変更：青雲寮 → 文化会館 
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ウ  浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

（ア）浮遊粒子状物質（大気常時監視） 

   平成２６年度は，常陸那珂勝田，ひたちなか測定局ともに環境基準を超えた日はありませんでした。

年平均値については，過去５年間の状況を見ると大きな変化は見られずほぼ横ばいの状態で推移して

います。 
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表 浮遊粒子状物質測定結果 

 

地 

点 
項目 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

常
陸
那
珂
勝
田 

測
定
局 

年平均値 

（ｍｇ／ｍ３） 
０.０１９ ０.０１７ ０.０１６ ０.０１６ ０.０１６ 

環
境
基
準
超
過 

１時間値の１日平均値が 

０.１０mg/㎥以下 
0 0 0 ０ 0 

1 時間値が 

０.２０mg/㎥以下 
0 0 0 ０ 0 

ひ
た
ち
な
か
測
定
局 

年平均値 

（ｍｇ／ｍ３） 
０.０２０ ０.０１７ ０.０１６ ０.０１７ ０.０１７ 

環
境
基
準
超
過 

１時間値の１日平均値が 

０.１０mg/㎥以下 
0 0 0 ０ 0 

１時間値が 

０.２０mg/㎥以下 
0 0 0 ０ 0 

常陸那珂勝田測定局

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26

ひたちなか測定局

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26

（ｍｇ／ｍ３） 

（ｍｇ／ｍ３） 



 

- 65 - 

 

 （イ）浮遊粒子状物質（ローボリウムエアサンプラー法） 

   平成２６年度の年平均値の最高値は阿字ヶ浦中の０.０１８ｍｇ／ｍ３で，最低値は那珂湊コミュニ

ティセンター部田野館の０.０１３ｍｇ／ｍ３でした。過去５年間の状況を見ると大きな変化は見られ

ず，ほぼ横ばいの状態で推移しています。 

 

           表 浮遊粒子状物質測定結果（年平均値）          単位：ｍｇ／ｍ３ 

地 点 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

勝田三中 ０.０１８ ０.０１８ ０.０２１ ０.０１５ ０.０１６ 

勝田高校 ０.０１８ ０.０１８ ０.０２０ ０.０１４ ０.０１５ 

高野小 ０.０１８ ０.０２０ ０.０２１ ０.０１６ ０.０１７ 

東石川小 ０.０１８ ０.０２０ ０.０１７ ０.０１５ ０.０１８ 

勝田一中 ０.０１８ ０.０１７ ０.０１７ ０.０１４ ０.０１６ 

勝田第一幼稚園※１ ０.０２０ ― ― ― ― 

田彦消防署※１ ― ０.０１９ ０.０１６ ０.０１６ ０.０１７ 

青雲寮※２ ０.０１９ ０.０２１ ０.０１７ ― ― 

文化会館※２ ― ― ― ０.０１６ ０.０１８ 

斎藤自工 ０.０１９ ０.０１８ ０.０１７ ０.０１６ ０.０１８ 

市役所 ０.０１９ ０.０１８ ０.０１５ ０.０１５ ０.０１７ 

湊一小 ０.０１８ ０.０１９ ０.０２１ ０.０１５ ０.０１６ 

阿字ヶ浦中 ０.０１６ ０.０２０ ０.０２２ ０.０１７ ０.０１８ 

那珂湊コミュニティセンター部田野館 ０.０１７ ０.０１９ ０.０１９ ０.０１４ ０.０１３ 

   ※１平成２３年度から測定地点が１地点変更：勝田第一幼稚園 → 田彦消防署 

   ※２平成２５年度から測定地点が１地点変更：青雲寮 → 文化会館 
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図 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化 
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エ  光化学オキシダント（大気常時監視） 

  常陸那珂勝田測定局で測定を行っており，平成２６年度の環境基準を超えた日数は年間で７８日でし

た。 

  過去５年間の状況を見ると，年平均値はほぼ横ばいで推移しています。環境基準を超えた日数は最も

少ない年で３０日，最も多いのが８２日となっています。 

 

表 光化学オキシダント測定結果（常陸那珂勝田測定局） 

地 点 項 目 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

常陸那珂 

勝田測定局 

昼間の１時間値の 

年平均値（㎎/m3） 
０.０３４ ０.０３１ ０.０３１ ０.０３１ ０.０３６ 

環境基準超過日数 

（昼間の１時間値が 

０．０６ppm 以上の日数） 

８２ ６６ ４３ ３０ ７８ 

 

 

図 光化学オキシダントの年平均値及び基準超過日数の経年変化 

（常陸那珂勝田測定局） 
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オ  降下ばいじん（デポジットゲージ法） 

  平成２６年度の総量の年平均値は，１.８８～２.５３ｔ／ｋｍ２／３０日の範囲内で，最高値を示した

のは勝田第二中学校，最低値を示したのは市役所でした。 

  また，過去５年間の状況を見ると，総量の年平均値は１.７５～２.６６ｔ／ｋｍ２／３０日の範囲で推

移しています。 

 

         表 降下ばいじんの経年変化   単位：ｔ／ｋｍ２／３０日 

地点 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

勝田二中 

不溶解性物質 ０.９９ １.０５ １.０９ ０.７４ １.００ 

溶解性物質 ０.８７ １.３７ １.３３ １.９２ １.５３ 

総量 １.８６ ２.４２ ２.４２ ２.６６ ２.５３ 

高野小 

不溶解性物質 ０.８０ １.２０ １.１３ ０.６４ ０.９２ 

溶解性物質 １.２１ １.４２ １.３８ １.６３ １.０１ 

総量 ２.０２ ２.６２ ２.５１ ２.２７ １.９３ 

市役所 

不溶解性物質 ０.８５ ０.９８ ０.７９ ０.６５ ０.５９ 

溶解性物質 １.１９ １.４２ ０.９６ １.２６ １.２９ 

総量 ２.０４ ２.４０ １.７５ １.９１ １.８８ 

中根小 

不溶解性物質 ０.８８ ０.８８ １.１２ ０.８３ ０.８４ 

溶解性物質 １.０７ １.３８ １.０５ １.７１ １.４２ 

総量 １.９５ ２.２６ ２.１７ ２.５４ ２.２６ 

湊一小 

不溶解性物質 ０.６５ １.１０ １.０９ ０.７５ ０.７４ 

溶解性物質 １.６０ １.５２ １.３６ １.４６ １.５０ 

総量 ２.２５ ２.６３ ２.４５ ２.２１ ２.２４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 降下ばいじんの年平均値の経年変化 
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カ  自動車排出ガス 

  本市では，自動車排出ガスによる環境汚染実態を把握する目的で自動車排出ガスによる環境濃度測定調

査を行っています。平成２６年度は市毛十字路と田中後交差点の２地点で測定調査を行いました。調査

物質は次のとおりです。 

 

ＣＯ：一酸化炭素   ＮＯ：一酸化窒素   ＮＯ２：二酸化窒素   ＣＨ４：メタン 

ＮＭＨＣ：非メタン系炭化水素   ＳＰＭ：浮遊粒子状物質    

風向 風速  

 単位：CO・NO・NO2：ＰＰＭ , SPM：mg/m3 , CH4・NMHC：ＰＰＭＣ  

 

 

 

（ア）市毛十字路 

    平成２６年７月１日から７月７日までの７日間調査を行いました。 

   平成２６年度のＣＯ，ＮＯ２，ＳＰＭ及びＮＭＨＣについては環境基準を達成しました。測定期間中

の各物質の平均値は下表のとおりで，過去５年間の状況を見ると大きな変化はありません。 

    風向頻度は南南東，次いで東北東と東が高く，東よりの偏った風を観測しました。また，期間中の

平均風速は１.８ｍ／ｓで，３.６％の静穏を観測しました。 

 

表 市毛十字路における期間平均値の経年変化 

項目 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

ＣＯ ０.３ ０.４ ０.３ ０.３ ０.３ 

ＮＯ ０.０２６ ０.０２ ０.０２６ ０.０１５ ０.０１９ 

ＮＯ２ ０.０１５ ０.０１３ ０.０１７ ０.０１４ ０.０１６ 

ＳＰＭ ０.０４９ ０.０１２ ０.０１３ ０.０１３ ０.０１４ 

ＣＨ４ １.９６ １.８６ １.８４ １.９１ １.９３ 

ＮＭＨＣ ０.２８ ０.１６ ０.１１ ０.１１ ０.０８ 

 

 

（イ）田中後交差点 

   平成２６年７月９日から７月１５日までの７日間調査を行いました。 

   平成２６年度のＣＯ，ＮＯ２，ＳＰＭ及びＮＭＨＣについては環境基準を達成しました。測定期間中

の各物質の平均値は下表のとおりで，過去５年間の状況を見ると大きな変化はありません。 

    風向頻度は南東，次いで南南東が高く，南東よりの偏った風を多く観測しました。また，期間中の

平均風速は２.１m／ｓで，３.６％の静穏を観測しました。 

 

表 田中後交差点における期間平均値の経年変化 

     年度 

項目 
Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ 

ＣＯ ０.２ ０.３ ０.３ ０.２ ０.２ 

ＮＯ ０.０２２ ０.０１１ ０.０１０ ０.００７ ０.００７ 

ＮＯ２ ０.００３ ０.００８ ０.０１２ ０.００９ ０.０１２ 

ＳＰＭ ０.０２８ ０.０１５ ０.０１４ ０.００８ ０.０２１ 

ＣＨ４ １.９５ １.７９ １.８２ １.８８ ２.０２ 

ＮＭＨＣ ０.１９ ０.０８ ０.０６ ０.０６ ０.０４ 
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キ 酸性雨 

  市役所屋上において酸性雨自動分析システムにより雨水中のｐＨ，導電率等の測定を行っています。 

   

表 雨水成分の経月変化（平成２６年度） 

項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 平均 

ｐＨ 5.35 5.02 4.78 4.79 4.95 4.63 5.65 4.29 4.52 4.55 4.6 4.91 ４.８２ 

導電率 

（μs/㎡） 
11 6 7 10 10 23 9 28 10 14 15 9 １１ 

水温 

（℃） 
13.0 20.4 22.1 24.6 24.9 21.9 18.6 16.2 11.3 10.0 9.8 10.3 16.９ 

※ｐＨ，導電率の平均については，月ごとの平均ではなく年間の降雨全体の平均 

 

表 降水量の経月変化（平成２６年度） 

項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

降水量 

（mm） 
148.0 138.5 209.0 114.5 112.0 43.5 234.5 67.5 63.0 87.0 68.5 87.5 1373.5 

 

図 雨水ｐＨ及び降水量の経月変化 
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ク 風向・風速測定結果 

  勝田第三中学校の屋上において，風向・風速の測定を行っています。測定結果は，以下のとおりです。 
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図 年間風配図 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 季節別風配図 

Ｃ：静穏 風速０．４ｍ／ｓ未満の状態を示す。 
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表 月別風速階級割合 

 単位：％ 

風速 

(m/s) 
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 年間 

0.0～ 

 0.4 
3.7 4.4 5.6 9.8 6.1 4.7 3.9 3.2 2.5 4.2 2.3 3.3 4.5 

0.5～  

0.9 
11.5 12.1 10.2 13.5 12.9 12.2 13.0 14.0 12.6 11.8 10.7 8.7 11.9 

1.0～  

1.9 
29.2 26.6 22.0 27.8 27.7 30.3 36.4 53.0 54.5 44.6 38.4 25.6 34.7 

2.0～  

3.9 
34.2 34.7 44.6 37.5 35.1 38.9 28.1 24.0 23.4 31.0 32.4 33.8 33.1 

4.0～ 

 9.9 
21.4 22.1 17.6 11.4 18.3 13.9 18.5 5.8 7.2 8.5 16.1 28.6 15.8 

10.0  

以上 
0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

表 季節別風向割合               

                                     単位：％ 

風向 
春 期 

（3～5 月） 

夏 期 

（6～8 月） 

秋 期 

（9～11 月） 

冬 期 

（12～2 月） 
年 間 

Ｎ １２.０ ５.７ ２１.８ ２１.２ １５.２ 

ＮＮＥ ８.４ ７.９ １３.４ ６.６ ９.１ 

ＮＥ ９.８ １９.３ １１.８ ３.３ １１.１ 

ＥＮＥ ７.２ １４.９ ７.３ ２.８ ８.０ 

Ｅ ５.１ ７.６ ３.４ １.９ ４.５ 

ＥＳＥ ３.５ ３.１ ２.６ １.４ ２.６ 

ＳＥ １.９ ２.０ １.３ １.６ １.７ 

ＳＳＥ ２.０ ３.４ １.５ １.５ ２.１ 

Ｓ ９.２ １２.３ ４.２ ２.３ ７.０ 

ＳＳＷ ８.８ ９.４ ４.４ ３.１ ６.４ 

ＳＷ ７.３ ５.１ ３.０ ４.７ ５.０ 

ＷＳＷ ３.６ １.８ １.７ ５.３ ３.１ 

Ｗ ３.１ １.２ １.７ ５.８ ３.０ 

ＷＮＷ ２.５ １.０ １.６ ６.０ ２.８ 

ＮＷ ５.９ １.６ ５.１ １２.１ ６.２ 

ＮＮＷ ９.８ ３.７ １５.０ ２０.３ １２.２ 

C １.２ ３.５ １.６ １.１ １.８ 
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５－２ 水質汚濁                                                    

（１）測定地点及び項目 

  平成２６年度に本市が実施した公共用水域の水質測定地点及び項目は，下表のとおりです。 

 

表 公共用水域の水質測定地点と測定項目 

ア  河  川 

河川名 地点名 測定回数 類  型 
測    定    項    目 

一  般 生活環境 健  康 特  殊 その他 

中丸川 長者橋 ６ Ｃ－ハ ○ ○ ○ ○ ○ 

中丸川 中根駅下 ６ Ｃ－ハ ○ ○ ○  ○ 

中丸川 柳沢橋 １２ Ｃ－ハ ○ ○ ○ ○ ○ 

本郷川 本郷橋 ６ Ｃ－ハ ○ ○ ○  ○ 

本郷川 山崎工業団地下 ６ Ｃ－ハ ○ ○ ○ ○ ○ 

大  川 救農橋 ６ Ｃ－ハ ○ ○ ○ ○ ○ 

早戸川 睦  橋 １２ Ｂ－ロ ○ ○ ○  ○ 

早戸川 浄水場下 １２ Ｃ－ロ ○ ○ ○ ○ ○ 

新  川 大江橋 １２ Ｃ－イ ○ ○ ○  ○ 

 

イ  海  域 

水域名 地点名 
測 定 

回 数 
類  型 

測    定    項    目 

一  般 生活環境 健  康 特  殊 その他 

茨城港 

常陸那珂港区 
南堤防 ４ Ｂ－イ ○ ○    

磯崎漁港 磯崎漁港 ４ Ｂ－イ ○ ○    

那珂湊漁港 

平磯地区 
平磯漁港 ４ Ｂ－イ ○ ○    

那珂湊漁港 那珂湊漁港 ４ Ｂ－ロ ○ ○    

 

 ※ 一般項目  ：天候，流況，色相，臭気，気温，水温，透視度，流量等 

生活環境項目：ｐＨ，ＤＯ，ＢＯＤ，ＣＯＤ，ＳＳ，ｎ－ヘキサン抽出物質，大腸菌群数， 

          全窒素，全亜鉛，全りん，ノニルフェノール類，直鎖アルキルベンゼンスルホン 

         酸及びその塩 

 

健康項目  ：カドミウム，全シアン，鉛，六価クロム，砒素，総水銀，ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ，四塩化炭素，

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ，1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ，ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ，1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ，1,1,2-ﾄﾘｸ

ﾛﾛｴﾀﾝ，ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ，ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ，1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ，チウラム，シマジン，チオベ

ンカルブ，ベンゼン，セレン，硝酸性窒素，亜硝酸性窒素，ふっ素，ほう素，1,4-

ジオキサン 

特殊項目  ：フェノール類，銅，クロム 

その他の項目：陰イオン界面活性剤，塩化物イオン，大腸菌数 

 

（２）測定結果 

ア 河 川 

  平成２６年度に本市が定期的に実施した市内５河川の水質測定結果では，環境基準で定める「人の健康

の保護に関する環境基準」は，全調査地点で環境基準を達成していました。また，「生活環境の保全に関

する環境基準」については，ＢＯＤ，大腸菌群数で環境基準未達成の河川がありました。これらは生活

排水対策が遅れていることによるものと思われます。 
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①  中丸川水域  中丸川  （環境基準の類型指定…Ｃ類型)  

中丸川は田彦地区に源を発し，流路延長約９.２㎞を有する河川です。上流は市域のやや西よりの市街

地中央部を北から南へ流下し，中流域で支川の大川，本郷川を合流しながら水田地帯を西から東に流れ

て那珂川に流入しています。この河川は護岸や川底も自然の形が比較的残っており，コイ，フナ，モズ

クガニ等の魚・甲殻類が生息し，下流では潮の干満により汽水域となっています。市では上流の長者橋，

中流の中根駅下，下流の柳沢橋の３地点で定期的に水質測定を行いました。 

 

 ①－１  長者橋 

中丸川上流の水質を代表する地点で，平均的な流量は約

２２，４０６㎥／日です。 昭和４０年代から５０年代の前半

にかけて，市街地からの排水により水質汚濁が進みましたが，

流域周辺の公共下水道の整備により水質改善が図られてきて

います。平成２６年度はＢＯＤについて環境基準値（５ｍｇ

／Ｌ以下）を満たしています。 

 

 ①－２  中根駅下 

中丸川の支川である大川が合流した後の本川中流の水質を

代表する地点で，平均的な流量は約９０，２１６㎥／日です。

上流と中流の間には水質汚濁を起こす排水の流入はなく，合

流する大川が希釈水の役割をしています。 

平成２６年度はＢＯＤについて環境基準値（５mg／Ｌ以下）

を満たしています。 

 

 ①－３  柳沢橋 

もうひとつの支川である本郷川が合流した後の中丸川の水

質を代表する地点で環境基準点となっています。平均的な流

量は約１３６，６０９㎥／日です。中流と下流の間には水質

汚濁を起こす排水の流入はなく，合流する本郷川の影響を受

けやすいと考えられます。 

平成２６年度はＢＯＤについて環境基準値（５mg／Ｌ以下）

を満たしています。 

 

② 中丸川水域  大川  （環境基準の類型指定…Ｃ類型) 

  大川は稲田地区に源を発し，流路延長約６.２ｋｍを有する河川で，市域中央部のやや西よりを北から

南へ流下し中丸川に合流しています。上流は排水路として広範囲の生活排水等が流入していますが，中

流では工業団地の排水が流入しており，中流以降は工場排水が河川流量の約半分を占めるといった特殊

な河川です。中流以降は小魚等の魚類も生息しています。市では救農橋で定期的に水質測定を行いまし

た。 

 

 ②－１  救農橋（中丸川水域補助基準点） 

   大 川 の 水 質 を 代 表 す る 地 点 で ， 平 均 的 な 流 量 は 約

４３，８０５㎥／日です。上流の生活排水を河川流量の約半分

を占める工場排水（処理水）で希釈しており，水質の変動は少

ないです。 

また，流域周辺の公共下水道の整備により水質は改善されて

きており，平成２６年度はＢＯＤについて環境基準値（５ｍｇ

／Ｌ以下）を満たしています。 

 

③ 中丸川水域  本郷川  （環境基準の類型指定…Ｃ類型） 

   本郷川は高野地区に源を発し，流路延長約６.２ｋｍを有する河川で，市域の中央部を北から南へ流下

し中丸川に合流しています。上・中流域での宅地開発により，昭和６０年代までは生活排水による水質

汚濁が著しく進みましたが，公共下水道の整備に伴い水質は改善されてきています。また，下流には工

業団地からの排水が流入しています。下流では魚類の確認ができます。 

   市では中流の本郷橋，下流の山崎工業団地下で定期的に水質測定を行いました。 
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 ③－１  本郷橋（中丸川水域補助基準点） 

  本郷川の水質を代表する地点で，平均的な流量は約

１３，１１８㎥／日です。 

上流域の住宅開発に伴い生活排水の影響により水質汚濁が

著しく進んだ時期もあり，その後は流域周辺の公共下水道の整

備により水質改善が図られました。 

平成２６年度はＢＯＤについて環境基準値（５ｍｇ／Ｌ以

下）を超過しました。 

 

 ③－２  山崎工業団地下 

  本郷川下流の水質を代表する地点で，平均的な流量は約

４３，７４７㎥／日です。山崎第一・第二工業団地からの排水

が合流した後の地点で排水量において大きな影響を受けてい

ます。 

  平成２６年度はＢＯＤについて環境基準値（５ｍｇ／Ｌ以

下）を満たしています。 

 

④ 早戸川水域  早戸川  （環境基準の類型指定…Ｂ及びＣ類型） 

   早戸川は那珂市に源を発し，市域流路延長約７ｋｍを有する河川で，市域の西側を北から南に流下し，

中流においておさえん川を合流し，那珂川に合流しています。上流は畑地及び水田，中流が住宅地，下

流が水田地帯となっており，中流では工場からの排水も流入しています。 

市では上流の睦橋，下流の浄水場下で定期的に水質測定を行いました。 

  

④－１ 睦  橋 

  早戸川のＢ類型指定区域の水質を代表する環境基準点で，平

均的な流量は約８３，１９６㎥／日です。上流流域の住宅地か

らの生活排水の流入により水質がやや悪化した時期がありま

すが，平均的に低い数値を示しています。 

  平成２６年度はＢＯＤについて環境基準値（３ｍｇ／Ｌ以

下）を満たしています。 

 

 ④－２  浄水場下 

  早戸川のＣ類型指定区域の水質を代表する環境基準点で，平

均的な流量は約１３４，３０９㎥／日です。中流において，生

活排水が大半を占めるおさえん川と工業団地からの排水が大

量に流入するため，上流地点と比較すると水質は悪くなります。

また，平成１４年度以降，上流側の河川改修工事により水質の

悪化が見られました。 

平成２６年度はＢＯＤについて環境基準値（５ｍｇ／Ｌ以

下）を超過しました。 
 

⑤ 新川水系  新川  （環境基準の類型指定…Ｃ類型） 

  新川は那珂市に源を発し，市域流路延長約５.７ｋｍを有する河川で，市域の北端を西から東に流下し，

東海村を経て太平洋に注いでいます。他の河川の流入はなく，一河川で一水系を形成しています。流域

は丘陵に挟まれた水田地帯で，工場からの排水はほとんどありませんが住宅団地や市街地からの生活排

水による水質汚濁の影響を受けています。市では大江橋で定期的に水質測定を行いました。 

 

 ⑤－１  大江橋 

   新川の水質を代表する環境基準点で，平均的な流量は約

４０，３６３㎥／日です。住宅団地排水の影響を受け水質がや

や悪化した時期がありました。現在は公共下水道の整備，汚水

処理施設の整備により水質は改善されてきています。 

平成２６年度はＢＯＤについて環境基準値（５ｍｇ／Ｌ以

下）を満たしています。 

BOD経年変化（本郷橋）
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イ 海 域 

  平成２６年度に本市が定期的に実施した海域４調査地点の水質測定結果では，全調査項目で環境基準

を達成しています。 

 

 （ア）茨城港常陸那珂港区 

  茨城港常陸那珂港区は，ひたちなか市，東海村にまたがり，

５０，０００Ｄ／Ｗ級の大型コンテナ船が着岸できる新しい国

際コンテナ港湾で，平成１０年１２月に一部供用を開始してい

ます。この地区には広域公共下水道の終末処理施設があり，そ

の処理排水が流入していますが，その他の工場排水や生活排水

は流入していません。 

  平成２６年度はＣＯＤについて環境基準値（３ｍｇ／Ｌ以

下）を満たしています。 

 

 （イ）磯崎漁港 

  磯崎漁港は沿海漁業の基地として利用されています。 

  以前は後背地からの生活排水が漁港内に流入していました

が，漁港施設の整備により現在は流入していません。 

  平成２６年度はＣＯＤについて環境基準値（３ｍｇ／Ｌ以

下）を満たしています。 

 

 （ウ）那珂湊漁港平磯地区（平磯漁港） 

  平磯漁港は沿海漁業の基地として利用されるとともに，夏季

には，漁港内の一部に海水浴場が開設されています。以前は市

街地からの排水が流入していましたが，道路整備により，現在

は流入していません。 

  平成２６年度はＣＯＤについて環境基準値（３ｍｇ／Ｌ以

下）を満たしています。 

 

 （エ）那珂湊漁港 

  那珂湊漁港は県内最大級の漁港で，まき網，カツオ一本釣り

業等の基地として利用されています。市街地からの生活排水が

漁港内に流入していますが，現在，公共下水道が計画的に整備

されてきています。 

  平成２６年度はＣＯＤについて環境基準値（３ｍｇ／Ｌ以

下）を満たしています。 

COD経年変化

（茨城港常陸那珂港区）
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昭和３９年  市内河川水質測定開始（県衛生研究所委託） 
４２年  勝田市公害問題連絡協議会設置 
４２年 ７月 茨城県公害防止条例制定 

８月 公害対策基本法制定 
４３年 １月 勝田市企画室市民相談所に公害交通係設置 

７月 ２市１村行政連絡協議会発足（勝田市，那珂湊市，東海村） 
４４年 ９月 那珂湊市公害防止施設資金保証料補助要項制定 
４５年１０月 市内河川実態調査実施 

１０月 市内騒音実態調査実施 
１０月 水戸対地射爆撃場振動調査実施 

４６年 ４月 勝田市に部に属さない公害交通対策課設置 
４月 勝田市公害防止施設資金利子補給金交付規則制定 
６月 大気汚染防止法，水質汚濁防止法施行に伴う届出制開始（市経由） 
７月 環境庁発足 

１０月 茨城県公害防止条例全面改正（４７年１月施行） 
４７年 ４月 勝田市公害防止条例制定（９月施行） 

４月 勝田市環境保全部設置に伴い公害交通課が同部に所属 
４月 那珂湊市市民相談室に公害交通係設置 
７月 勝田市公害対策審議会設置 

１０月 し尿処理場の悪臭測定実施 
４８年 ２月 主要交差点の自動車排出ガス環境調査開始 

３月 那珂川について水質汚濁に係る環境基準の類型指定 
３月 公害分析室を設置 
４月 茨城県光化学スモッグ対策要綱策定，実施 
５月 大気の汚染に係る環境基準告示 
５月 中丸川,大川,本郷川,早戸川及び新川について水質汚濁に係る環境基準の 

類型指定 
６月 河川通日調査開始 
６月 浮遊粉じん測定開始 

４９年 ４月 県が市役所敷地内に一般環境大気測定局を設置 
６月 那珂湊市土採取事業規制条例制定（６月施行） 
６月 降下ばいじん測定開始 

５０年 １月 環境騒音の測定を開始し，市街化区域の騒音実態調査を実施（３月まで） 
１０月 勝田市全域騒音規制法の地域指定告示・施行 

     １０月 勝田市市街化区域悪臭防止法の地域指定告示・施行 
５１年１１月 悪臭測定開始 
５２年 ５月 茨城県公害防止条例に基づき勝田地域公害防止計画公告 
５３年１２月 河川流達調査開始 
５４年 ８月 庁内に水戸射爆撃場跡地利用環境問題研究会設置 
５５年 ４月 公害分析室を公害分析センターと改称し下水浄化センター内へ移設 

５月 公共下水道一部供用開始 
５６年 ３月 環境騒音実態調査実施 
５７年 ３月 公害測定結果の年次報告書「公害の概況」を発刊      

１２月 勝田地域公害防止計画終結 
１２月 ２市１村行政連絡協議会の下部組織として環境問題検討連絡会設置 

５８年 ４月 茨城県環境影響評価要綱告示 
５月 振動測定開始 

１１月 那珂川水系水質保全協議会発足 
１１月 市内土壌調査開始（５か年） 

５９年 ３月 勝田市域（工業専用地域を除く。）振動規制法の地域指定告示（７月施行） 
３月 那珂湊市域（工業専用地域を除く。）騒音規制法の地域指定告示（７月施行） 
７月 生活雑排水の処理施設機能調査開始（５か年） 

１２月 騒音に係る環境基準の類型指定告示・施行 
６０年１０月 環境騒音実態調査実施（１１月まで） 

参考資料４ 環境保全行政のあゆみ           
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６１年 ４月 市内河川水生生物調査開始（４か年） 
８月 海域水質測定開始 

６２年 ４月 公害分析センターの業務の一部を委託 
１０月 地下水汚染調査開始 

６３年 ３月 那珂湊市公害防止条例制定（４月施行） 
４月 那珂湊市公害対策審議会設置 
４月 勝田三中屋上での風向・風速観測開始 
８月 常陸那珂火力発電所環境影響評価準備書に対する意見提出 

平成 元年 ３月 那珂湊市域（工業専用地域を除く。）振動規制法の地域指定告示（４月施行） 
２年 ４月 土壌浄化法による生活雑排水宅内処理施設設置補助事業開始 

９月 ゴルフ場排水農薬検査開始 
１１月 環境騒音実態調査実施（１２月まで） 

４年 ２月 市役所屋上での酸性雨自動測定開始 
４月 家庭用合併処理浄化槽等設置補助事業開始 
６月 常陸那珂港第３・第４ふ頭地区における公有水面埋立事業及び廃棄物最終 

処分場建設事業に係る環境影響評価準備書に対する意見提出 
５年 ７月 常陸那珂港環境保全連絡協議会発足（港湾事業者，ひたちなか市，東海村） 
６年１１月 勝田市，那珂湊市合併によりひたちなか市誕生 

（環境生活部環境保全課，那珂湊総合支所市民生活担当部環境保全課発足） 
１１月 ひたちなか市公害防止条例施行 

７年 ４月 機構改革により市民生活部環境保全課（環境保全係，生活環境係，公害対策 
係の３係）に統合，改称 

４月 ひたちなか市環境審議会設置 
１１月 環境騒音実態調査実施（３月まで） 

９年 １月 市内土壌調査開始（第２次，５か年） 
９月 ひたちなか市公害防止条例施行規則改正・施行 
９月 常陸那珂火力発電所との公害防止協定締結 
９月 県央地先水域について水質汚濁に係る水域類型の指定告示・施行 

１０年 ３月 県が市毛小敷地内に一般環境大気測定局を設置 
３月 中丸川水域（本郷川，大川含む。），早戸川水域について 

水質汚濁に係る水域類型の改訂告示（４月施行） 
４月 機構改革により環境保全係，公害対策係の２係に統合 
６月 県がダイオキシン類環境汚染実態調査を実施（前渡小，三反田小） 

      （６，９，１１，１月に大気調査，９月に土壌調査を実施） 
９月 騒音に係る環境基準改正（１１年４月施行） 

１１年 ３月 茨城県環境影響評価条例制定（６月施行） 
３月 騒音に係る環境基準（改正）の類型当てはめ告示（４月施行） 
７月 ダイオキシン類対策特別措置法制定（１２年１月施行） 

１２月 茨城県公害防止条例を改正し県央地先水域の排水規制を強化（１２年４月施行） 
１２年 ３月 市内土壌調査終了 

３月 ひたちなか市環境基本条例制定（４月施行） 
１１月 環境騒音実態調査実施（１２月まで） 

１３年 １月 環境省発足 
３月 ひたちなか市温暖化防止実行計画策定（４月実施） 
３月 騒音規制法の政令市指定告示（４月施行） 

１４年 ３月 ひたちなか市環境基本計画策定 
５月 土壌汚染対策法制定（１５年２月施行） 

１５年 ３月 第３回世界水フォーラム（大阪）において，沢田湧水について発表 
３月 那珂湊地域悪臭防止法の地域指定告示（１５年４月施行） 

１０月 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例制定（１６年４月施行） 
１１月 ひたちなか市エコオフィス計画策定 

１６年 ３月 ひたちなか市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例制定 
（１６年７月施行） 

１７年 ３月 茨城県まちづくり特例市制度要綱に基づく，騒音規制法，振動規制法及び 
悪臭防止法の地域の指定などの事務権限委譲（１７年４月施行）。同要綱に基 
づく，大気汚染防止法，水質汚濁防止法，ダイオキシン類対策特別措置法， 
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律及び茨城県公害防止条例」 
の届出受理等の事務権限委譲（１８年４月施行） 

３月 茨城県生活環境の保全等に関する条例制定（１７年１０月施行） 
１８年 ３月 ひたちなか市まちをきれいにする条例制定（１８年７月施行） 

１０月 ひたちなか市環境基本計画改定 
１９年 ３月 ひたちなか市ごみ処理基本計画改定 
２０年 ３月 ひたちなか市環境学習推進計画策定 
２０年 ３月 ひたちなか市の環境を良くする会設立 
２１年１２月 ひたちなか市土砂等による土地の埋立て等の規則に関する条例改正（２２年２月

施行） 
  ２４年 ５月 ひたちなか市第２次環境基本計画策定 
  ２５年 ６月 ひたちなか市第２次エコオフィス計画策定 
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５－１ 機構・事務分掌（平成２６年４月１日現在）                     

（１）組織 

市民活動課  （ ９人） 

女性生活課  （ ５人） 

市 長   副市長  市民生活部       生活安全課  （１２人） 

（１０７人）    市 民 課  （２４人） 

環境保全課  （１４人） 

廃棄物対策課 （２３人） 

生涯学習課  （ ７人） 

スポーツ振興課（ ８人） 
 
 

環境保全推進委員会（１２人） 
 

環境審議会（１６人）  
 

環境保全課  環境保全係（ ７人） 

               課長１人  環境対策係（ ５人） 

                課長補佐１人 
 

図 環境保全行政機構図 
 

（２）事務分掌 

表 環境保全課事務分掌 

環境保全係 環境対策係 

１ 環境保全対策に関すること。 

２ 環境審議会に関すること。 

３ 環境衛生対策に関すること。 

４ 空き地等の適正管理に関すること。 

５ そ族，昆虫に関すること。 

６ スズメ蜂の駆除に係る補助に関すること。 

７ 市営墓地に関すること。 

８ 墓地，埋葬等に関すること。 

９ ひたちなか・東海広域事務組合に関すること。 

１０鳥獣の保護及び狩猟に関すること。 

１１課内の庶務及び予算経理に関すること。 

１ 公害防止対策に関すること。 

２ 公害に係る規制及び発生源の監視に関すること。 

３ 水質，大気，騒音，振動等の測定分析に関するこ

と。 

４ 公害防止協定に関すること。 

５ 公害に係る苦情の処理に関すること。 

６ 生活排水の処理の適正化に関すること。 

７ 土の採取及び土砂等による土地の埋立等の規制

に関すること。 

８ 水道法に基づく専用水道に関すること。 

９ 小簡易専用水道（小規模水道から供給を受ける水

のみを水源とする水道に限る。），小規模水道及び飲

用井戸等に関すること。 

 

（３）環境保全関連行政組織と事務内容 

農 政 課（森林，農薬適正使用，農業集落排水整備事業に関すること。） 

  経 済 部   商工振興課（公害防止施設資金の融資及び利子補給，企業の誘導及び立地奨励に関すること。） 

    水 産 課（水産業の振興及び指導，漁港の整備及び管理，漂着物等に関すること。） 

    建  設  部       河 川 課（河川の愛護啓発，河川等の維持管理，海岸保全地域指定に関すること。） 

      下 水 道 課（水洗化普及促進，処理場の維持管理に関すること。） 

                 都市計画課（都市計画の決定及び事業認可に関すること。） 

    都市整備部     公園緑地課（緑化推進，緑の保全に関すること。） 

             建築指導課（建築許可，開発行為の指導に関すること。） 

 

２－２ ひたちなか市環境審議会                              

 ひたちなか市附属機関の設置に関する条例に基づき，環境の保全に関する市長の諮問機関として，平成

７年４月に設置しています。委員の任期は２年であり，平成２６年６月から下記の委員が選出されていま

す。 

参考資料５ 環境保全行政組織･機構           
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 当審議会は，学識経験者７人，企業，公共的団体及びコミュニティ代表等関係団体役職員９人の計１６

人の委員で構成されています。（平成２６年６月現在） 

 平成２６年度の審議会は，平成２６年６月２日，平成２７年２月１９日に開催されました。 

 

表 ひたちなか市環境審議会委員（平成２６年６月現在） 

 役  職  名 氏  名 備 考 

学
識
経
験
者 

茨城大学人文学部准教授 原 口 弥 生  

茨城工業高等専門学校名誉教授 蝦 名 不二夫 会 長 

(社)ひたちなか市医師会理事 山 内 孝 義  

ひたちなか薬剤師会理事 北 条 くみ子  

(一社)茨城県環境管理協会理事長 根 本 俊 英 副会長 

ひたちなか市立阿字ケ浦中学校校長 伏 見 美 穂  

茨城県県民センター総室県央環境保全室室長 大 竹 嘉 尚  

関
係
団
体
役
職
員 

㈱日立製作所都市開発システム社総務部部長代理 横 山 和 弘  

連合茨城常陸野地域協議会事務局長  佐々木 博 二  

ひたちなか農業協同組合代表理事組合長 砂 押 英 明  

ひたちなか商工会議所副会頭 柳 生   修  

女性情報バンク登録者 菊 地 美智子  

ひたちなか市ボランティア連絡協議会会計 小 林 恵理子  

ひたちなか市市民憲章推進協議会環境部会長 飛 田 要 一  

ひたちなか生活学校運営委員長 栗 原 郁 子  

ひたちなか市の環境を良くする会会長 栗 田 裕 子  

 

２－３ 那珂川水系水質保全協議会                            

 那珂川及びその水系河川の水質汚濁防止のため，茨城県内那珂川流域の５市町が一体となり河川浄化を

推進することを目的として昭和５８年に発足しました。 

 

（１）構成市町 

  水戸市，ひたちなか市，常陸大宮市，那珂市，城里町 

 

（２）主な事業 

   ア．水質保全に関する広報及び啓発活動 

   イ．水質保全に関する調査及び研究活動 

   ウ．水質保全に関する研究会及び講演会等の開催 

   エ．水質保全協力員による河川の調査 

 

（３）水質保全協力員と職務 

   協議会全体で２５人の水質保全協力員を委嘱（任期２年）しており，本市では６人が委嘱されていま

す。協力員の職務は，研修会や講演会への出席，水質保全行政への提言，水質情報の提供であり，毎月

１回，担当河川の水温測定並びに濁り具合などの目視調査を行い行政へ報告しています。 

 

表 本市の水質保全協力員と担当河川（平成２６年４月現在：敬称略） 

水質保全協力員氏名 担当河川 水質保全協力員氏名 担当河川 

小 瀧 達 雄 那珂川 安   妙 子 中丸川 

山 縣 善 夫 早戸川 安   和 子 大  川 

吉 田 徳次郎 中丸川 岡 田 亘 右 本郷川 
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